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１１ 外外出出者者のの行行動動ルル－－ルル

（本文29，537頁）

ア むやみに移動を開始しない。

イ まず安否確認をする。

災害用伝言ダイヤル 171 や携帯電話災害用伝言板等を活用し，家族や職場と連絡をと

り，冷静に行動できるよう気持ちを落ち着かせる。

ウ 正確な情報により冷静に行動する。

公共機関が提供する正確な情報を入手し，状況に応じて，どのような行動（帰宅，一時

移動，待機など）が安全なのか自ら判断する。

エ 帰宅できるまで外出者同士が助けあう。

一時待機できる屋内施設においては，要配慮者(高齢者，乳幼児，障害者，妊産婦など)

を優先して収容する。
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２２ 地地震震 そそののとときき 1100ののポポイインントト

（本文65，118，347頁）

＜地震時の行動＞ 地震だ！ まず身の安全

・揺れを感じたり，緊急地震速報を受けた時は，身の安全を最優先

に行動する。

・丈夫なテーブルの下や，物が「落ちてこない」「倒れてこない」

「移動してこない」空間に身を寄せ，揺れがおさまるまで様子を

見る。

【高層階（概ね10階以上）での注意点】

・高層階では，揺れが数分続くことがある。

・大きくゆっくりとした揺れにより，家具類が転倒・落下する危険

に加え，大きく移動する危険がある。

＜地震直後の行動＞ 落ちついて 火の元確認 初期消火

・火を使っている時は，揺れがおさまってから，あわてずに火の始

末をする。

・出火した時は，落ちついて消火する。

あわてた行動 けがのもと

・屋内で転倒・落下した家具類やガラスの破片などに注意する。

・瓦，窓ガラス，看板などが落ちてくるので外に飛び出さない。

窓や戸を開け 出口を確保

・揺れがおさまった時に，避難できるよう出口を確保する。

門や塀には 近寄らない

・屋外で揺れを感じたら，ブロック塀などには近寄らない。

＜地震後の行動＞ 火災や津波 確かな避難

・地域に大規模な火災の危険がせまり，身の危険を感じたら声を掛

け合い，一時集合場所や避難場所に避難する。

・沿岸部や川沿いでは，大きな揺れを感じたり，津波警報が出され

たら，高台などの安全な場所に素早く避難する。

正しい情報 確かな行動

・行政，放送局，鉄道会社などから発信される正しい情報を得る。

確かめ合おう わが家の安全 隣の安否

・わが家の安全を確認後，近隣の安否や出火の有無をお互いに確認

し合う。

協力し合って 消火・救出・応急救護

・倒壊家屋や転倒家具などの下敷きになった人を近隣で協力し，救

出・救護する。

避難の前に 安全確認 電気・ガス

・避難が必要な時には，復電時の電気機器のショートなど，通電火

災が発生する可能性やガス漏れの発生を防ぐため， ブレーカー

を切り，ガスの元栓を締めてから避難する。

（出典：東京消防庁ホ－ムペ－ジ）
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３３ 地地震震にに対対すするる 1100のの備備ええ

（本文65，118頁）

＜身の安全の備え＞ 家具類の転倒・落下・移動防止対策をしておこう
・家具やテレビ，パソコンなどを固定し，転倒・落下・移動防止措置を
しておく。

・けがをしたり，避難に支障のないように家具を配置しておく。

けがの防止対策をしておこう
・散乱物でケガをしないようにスリッパやスニーカーなどを身近に準
備しておく。
・停電に備えて懐中電灯をすぐに使える場所に置いておく。
・食器棚や窓ガラスなどには，ガラスの飛散防止措置をしておく。

家屋や塀の強度を確認しておこう
・家屋の耐震診断を受け，必要な補強をしておく。
・ブロックやコンクリートなどの塀は，倒れないよう補強しておく。

＜初動対応の備え＞ 消火の備えをしておこう
・火災の発生に備えて消火器の準備や風呂の水のくみ置き（溺れ防止の
ため子どもだけで浴室に入れないようにする）ををしておく。

火災発生の早期発見と防止対策をしておこう
・火災の早期発見のために，住宅用火災警報器を設置しておく。
・普段使用しない電気器具は，差込みプラグをコンセントから抜いてお
く。
・電気やガスに起因する火災発生を抑制するため感震ブレーカー（分
電盤型）などの防災機器を設置しておく。

非常用品を備えておこう
・非常用品は，置く場所を決めて準備しておく。
・冬の寒さなど，季節を考慮した用品を備えておく。
・車載ジャッキやカーラジオなど，身の周りにあるものの活用を考えて
おく。

・スマートフォンの予備バッテリー（PSE マーク付）など，必要な電
源を確保しておく。

＜確かな行動の備え＞ 家族で話し合っておこう
・地震が発生した時の出火防止や初期消火など，家族の役割分担を決め
ておく。
・外出中に家族が帰宅困難になったり，離れ離れになった場合の安否確
認の方法や集合場所を決めておく。
・家族で避難場所や避難経路を確認しておく。
・台風等の風水害が同時期に発生した場合を想定しておく。
・普段のつき合いを大切にするなど，隣り近所との協力体制を話し合っ
ておく。

地域の危険性を把握しておこう
・自宅や学校，職場周辺を実際に歩き，災害時の危険箇所や役立つ施設
を把握し，自分用の防災マップを作っておく。
・自治体の防災マップ等で，自分の住む地域の地域危険度を確認してお
く。

防災知識を身につけておこう
・新聞，テレビ，ラジオやインターネットなどから，防災に関する情
報を収集し，知識を身につけておく。
・消防署などが実施する講演会や座談会に参加し，過去の地震の教訓を
学んでおく。
・大きな地震の後に同程度の地震が発生する可能性があることを理解し
ておく。

防災行動力を高めておこう
・日頃から防災訓練に参加して，身体防護，出火防止，初期消火，救
出，応急救護，通報連絡，避難要領などを身に付けておく。

（出典：東京消防庁ホ－ムペ－ジ）

第
１
部 

震
災
編



4

４４ 市市内内のの高高圧圧ガガスス貯貯蔵蔵施施設設

（本文122頁）

高圧ガス貯蔵施設

事業所名称
所 在 地

電 話 番 号

島田理化工業株式会社
〒182－0014 柴崎２－１－３

042-481-8510

国立大学法人電気通信大学

大学会館

〒182－8585 調布ケ丘１－５－１

042-443-5059

国立大学法人電気通信大学

総合研究棟

〒182－8585 調布ケ丘１－５－１

042-443-5059

国立大学法人電気通信大学

東 31号館

〒182－8585 調布ケ丘１－５－１

042-443-5579

株式会社巴商会

調布営業所

〒182－0034 下石原１－14－３

042-487-0411

ユニオンメディカル株式会社
〒182－0034 下石原１－41－10

042-443-2733

（R02.９月末）
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５５ 災災害害時時臨臨時時離離着着陸陸場場候候補補地地

（本文147頁）

施設名 所在地
確保面積

（㎡）"
現況

ランデブ

ーポイン

ト（※）

備考

多摩川河川敷第１区（鶴川

街道の上流左岸）

布田町無番地
8,250 河川敷

多摩川河川敷第２区（京王

閣の南）

布田町無番地
22,400 河川敷

多摩川河川敷第３区（多摩

川自然観察緑地）

布田町無番地
13,800 河川敷

調布市民野球場

染地 2-43-1

9,975 野球場

東京慈恵

会医科大

学附属第

三病院

調布市立調布中学校校庭
富士見町 4-17-1

7,150 小中校庭

調布市立第八中学校校庭
仙川町 2-15-2

8,500 小中校庭

調布市立第四中学校校庭
若葉町 3-15-1

7,225 小中校庭

調布市立第三中学校校庭
染地 3-2-7

6,600 小中校庭

調布市立神代中学校校庭
佐須町 5-26-1

4,750 小中校庭

調布市立布田小学校校庭
染地 1-1-85

3,750 小中校庭

調布市立第三小学校校庭
上石原 2-19-13

3,575 小中校庭

調布市立北ノ台小学校校庭
深大寺北町 2-41-1

3,025 小中校庭

都立神代植物公園芝生広場
深大寺元町 5-31

8,800 広場

調布市民大町スポーツ施設

大運動場

菊野台 3-27-4
2,520 運動場

調布市立八雲台小学校校庭
八雲台 1-1-1

3,600 小中校庭

調布市立上ノ原小学校校庭
柴崎 2-26-1

3,250 小中校庭

調布市立調和小学校校庭
西つつじケ丘 4-22-6

2,700 小中校庭

調布市立緑ヶ丘小学校校庭
緑ケ丘 2-16-1

2,600 小中校庭

調布市立杉森小学校校庭
染地 2-25-4

3,150 小中校庭

調布市立国領小学校校庭
国領町 8-1-55

4,000 小中校庭

調布市立第五中学校校庭
上石原 3-27-1

3,600 小中校庭

調布市立第七中学校校庭
八雲台 2-16-1

3,000 小中校庭

※ランデブーポイント・・・ドクターヘリと救急車が合流し患者を引継ぐ場所としてあらかじめ登録している施設

出典：東京都地域防災計画 震災編 資料編

（調布エリアのみ抜粋）
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６６ 緊緊急急輸輸送送道道路路等等一一覧覧表表

（本文147頁）

○特定緊急輸送道路

（出典：調布市耐震改修促進計画（令和 5年度改定））

番号 路線名 区 間 地 点 路線延長

１ 特定 中央自動車道 市内全線 4.8km

２ 特定 甲州街道 市内全線 8.3km

３ 特定 東八道路 野水２丁目１番地～野水２丁目３番地 0.7km

４ 特定 東八道路
深大寺北町６丁目 53 番地～深大寺北町６丁目 55
番地 0.1km

５ 特定 東八道路 深大寺北町４丁目 28 番地～深大寺東町７丁目 46
番地

0.4km

６ 特定 スタジアム通り
飛田給１丁目 34番地～西町
（甲州街道～調布飛行場西側府中境）

0.6km

７ 特定 鶴川街道 市内全線 2.2km

８ 特定 品川通り 下石原３丁目 59番地～小島町２丁目 40番地
（鶴川街道～小島町３丁目交差点）

0.5km

９ 特定 市役所前通り
小島町２丁目 40番地～小島町２丁目 35番地
（小島町３丁目交差点～調布市役所前）

0.2km

10 特定 三鷹通り
布田２丁目 11番地～深大寺東町８丁目 33番地
（甲州街道～三鷹境） 3.3km

※番号は，「資料７ 市内の緊急輸送道路等路線図」及び調布市耐震改修促進計画（令和５年度改定）

に対応しています。
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○一般緊急輸送道路

（出典：調布市耐震改修促進計画（令和 5年度改定））

番号 路線名 区 間 地 点 路線延長

11 一般 東八道路
深大寺東町７丁目 46 番地～深大寺東町７丁目 50
番地

0.3km

12 一般 神代植物公園通り
深大寺元町５丁目 39 番地～深大寺東町１丁目１
番地 1.1km

13 一般 旧甲州街道 小島町１丁目 24番地～小島町１丁目 12番地
（鶴川街道～調布駅西交差点）

0.4km

14 一般 都道 120号線
小島町１丁目 12番地～小島町１丁目 35番地
（調布駅西交差点～調布市役所前）

0.3km

15 一般 国の緊急河川敷路線
多摩川５丁目 36番地付近～府中境
（多摩川河川敷） 1.6km

16 一般 国の緊急河川敷路線 染地２丁目 43番地付近～染地３丁目１番地付近
（多摩川河川敷）

0.8km

17 一般 天文台通り 市内全線 1.1km

18 一般 武蔵境通り 市内全線 3.0km

19 一般 狛江通り 国領町１丁目 44番地～国領町７丁目 74番地
（旧甲州街道～慈恵病院）

1.0km

20 一般 旧甲州街道
国領町２丁目３番地～国領町２丁目 18番地
（狛江通り～甲州街道）

0.3km

21 一般 上ノ原通り
西つつじケ丘１丁目１番地～柴崎１丁目 55番地
（甲州街道～共進倉庫） 0.6km

22 一般 松原通り 若葉町２丁目１番地～入間町２丁目７番地
（桐朋学園前交差点～野川大橋南側狛江境）

1.5km

23 一般 都道 118号線
若葉町２丁目１番地～仙川町１丁目 52番地
（桐朋学園前交差点～日向通り）

0.1km

24 一般 日向通り 仙川町１丁目 52番地～仙川町３丁目９番地 0.5km

※番号は，「資料７ 市内の緊急輸送道路等路線図」及び調布市耐震改修促進計画（令和５年度改定）

に対応しています。
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○緊急道路障害物除去路線

（出典：調布市耐震改修促進計画（令和 5年度改定））

番号 路線名 区 間 地 点 路線延長

25
神代植物
公園通り

深大寺東町１丁目１番地～西つつじケ丘１丁目 29 番
地（三鷹通り～甲州街道）

2.2km

26 原山通り 深大寺東町２丁目８番地～佐須町５丁目 24番地 0.6km

27 - 佐須町５丁目 24 番地～柴崎１丁目 55 番地（原山通
り～共進倉庫）

0.1km

28 都道 114 号線
仙川町３丁目２番地～緑ケ丘１丁目４番地（甲州街道
～三鷹境）

0.5km

29 佐須街道
富士見町３丁目 24 番地～佐須町１丁目 25 番地（武
蔵境通り～三鷹通り） 1.1km

30 品川通り 小島町２丁目 40 番地～西つつじケ丘４丁目 19 番地
（小島町３丁目交差点～神代団地交差点）

3.4km

31 -
多摩川５丁目 36 番地～多摩川６丁目３番地（多摩川
河川敷～調布南高校前交差点）

0.3km

32 桜堤通り
多摩川６丁目３番地～染地２丁目 35 番地（調布南高
校前交差点～三中通り） 1.6km

33 国の緊急河川敷路線 多摩川７丁目 19 番地付近～染地２丁目 43 番地付近
（多摩川河川敷）

1.1km

34 国の緊急河川敷路線 染地３丁目１番地付近～狛江境（多摩川河川敷） 0.2km

35 三鷹通り
布田２丁目 11 番地～布田２丁目 13 番地（甲州街道
～旧甲州街道） 0.2km

36 布田南通り 布田２丁目 13 番地～染地１丁目 21 番地（旧甲州街
道～桜堤通り）

1.4km

37 -
国領町５丁目２番地～国領町５丁目 60 番地（布田南
通り～多摩川総合病院～品川通り）

0.8km

38 三中通り
染地２丁目 35 番地～染地３丁目３番地（桜堤通り～
第三中学校前交差点） 0.4km

39 多摩川住宅中央通り 染地３丁目３番地～染地３丁目１番地（第三中学校前
交差点～多摩川住宅交番前交差点）

0.4km

40 染地通り
染地３丁目１番地～国領町７丁目 31 番地（多摩川住
宅交番前交差点～品川通り）

0.7km

41 -
菊野台３丁目 24 番地～菊野台３丁目 32 番地（品川
通り・菊野台３丁目交差点～市道東 52号線） 0.1km

42 - 菊野台３丁目 32 番地～菊野台３丁目 27 番地（市道
東 51号線～大町スポーツセンター）

0.1km

43 -
西つつじケ丘４丁目 19 番地～西つつじケ丘４丁目
23番地（神代団地交差点～市道東 145 号線）

0.6km

44 -
西つつじケ丘４丁目 23 番地～入間町２丁目６番地
（神代団地北東～松原通り） 0.5km

45 中央学園通り 入間町２丁目１番地～入間町１丁目 44 番地（松原通
り～東日本電信電話(株)中央研修センター）

0.4km

46 松原通り 仙川町３丁目 11番地～入間町１丁目 15番地 1.1km

※番号は，「資料７ 市内の緊急輸送道路等路線図」及び調布市耐震改修促進計画（令和５年度改定）

に対応しています。
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○緊急交通路

（出典：調布市道路白書（令和 5年２月））

番号 路線名 区 間 地 点 路線延長

１ 特定 中央自動車道 市内全線 4.8km

２ 特定 甲州街道 市内全線 8.3km

３ 特定 東八道路 野水２丁目１番地～野水２丁目３番地 0.7km

４ 特定 東八道路
深大寺北町６丁目 53 番地～深大寺北町６丁目 55
番地

0.1km

５ 特定 東八道路
深大寺北町４丁目 28 番地～深大寺東町７丁目 46
番地 0.4km

10 特定 三鷹通り 布田２丁目 11番地～深大寺東町８丁目 33番地
（甲州街道～三鷹境）

3.3km

11 一般 東八道路
深大寺東町７丁目 46 番地～深大寺東町７丁目 50
番地

0.3km

※番号は，「資料７ 市内の緊急輸送道路等路線図」及び調布市耐震改修促進計画（令和５年度改定）

に対応しています。

第
１
部 

震
災
編
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７７ 市市内内のの緊緊急急輸輸送送道道路路等等路路線線図図

（本文147頁）

（出典：調布市耐震改修促進計画（令和 5年度改定））

※１ 番号は，「資料６ 緊急輸送道路等一覧表」及び調布市耐震改修促進計画（令和 5 年度改定）

に対応しています。

※２ 緊急交通路（出典：調布市道路白書（令和 5 年２月））は 1,2,3,4,5,10,11 番と同様の区間

です。
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８８ 取取水水施施設設

（本文148頁）

東京都水道局の取水施設

地区名 名 称 所 在 施設能力 受電方法

東
仙川水源 仙川町３－６ 550 ㎥ 配水所

緑ヶ丘水源 緑ヶ丘２－22 2,050㎥ 直接

西

上石原一号水源 上石原１－32 2,050㎥ 配水所

上石原二号水源 上石原２－19 2,260㎥ 直接

飛田給一号水源 飛田給１－９ 1,230㎥ 直接

飛田給二号水源 飛田給２－41 2,050㎥ 直接

上石原三号水源 上石原３－24 9,300㎥

6,980㎥

6,980㎥

直接

飛田給三号水源 飛田給３－39 直接

上石原四号水源 上石原３－39 直接

北

深大寺南町一号水源 深大寺南町５－56 1,910㎥ 配水所

深大寺北町一号水源 深大寺北町２－43 1,160㎥ 直接

深大寺東町一号水源 深大寺東町６－27 960 ㎥ 直接

深大寺東町二号水源 深大寺東町４－22 1,370㎥ 直接

深大寺南町二号水源 深大寺南町４－26 1,370㎥ 直接

深大寺東町三号水源 深大寺東町７－32 1,370㎥ 直接

深大寺北町二号水源 深大寺北町１－９ 820 ㎥ 直接

深大寺南町三号水源 深大寺南町５－56 1,370㎥ 配水所

深大寺元町水源 深大寺元町５－16 1,780㎥ 直接

水源施設

18か所

深 井 戸 浅 井 戸

井 戸 口 径 φ200～350ｍｍ φ5,000ｍｍ

井 戸 深 度 150～200ｍ 10.4～10.8ｍ

第
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９９ 大大震震災災（（震震度度６６弱弱以以上上））発発生生時時ににおおけけるる交交通通規規制制

（本文159頁）
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1100 大大震震災災（（震震度度６６弱弱以以上上））がが発発生生ししたたらら ～～警警視視庁庁かかららののおお願願いい～～

（本文159頁）

第
１
部 

震
災
編
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1111 災災害害救救助助法法のの適適用用基基準準等等

（本文235，432頁）

１ 救助法の適用基準

救助法の適用基準は，災害救助法施行令第１条に定めるところによるが，都における

具体的な適用基準は次のいずれか一つに該当する場合，救助法を適用できる。

(１) 市内の住家の100世帯以上が滅失した場合

(２) 都内の住家の2,500世帯以上が滅失し，そのうち市内の住家が50世帯以上である場

合

(３) 都内の住家の12,000世帯以上が滅失した場合，又は災害が隔絶した地域で発生する

等，災害にかかった者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であって，多数

の世帯の住家が滅失した場合

(４) 多数の者が生命又は身体に危害を受け，又は受ける恐れが生じた場合

２ 被災世帯の算定基準

(１) 被災世帯の算定

住家が滅失した世帯の算定に当たっては，住家が半壊し又は半焼する等著しく損傷

した世帯は２世帯をもって，住家が床上浸水，土砂の堆積等により一時的に居住する

ことができない状態となった世帯は３世帯をもって，それぞれ住家の滅失した１世帯

とみなす。

(２) 住家の滅失等の認定

ア 住家が滅失したもの（「全壊，全焼又は流出」という。）

住家の損壊，焼失若しくは流失した部分の床面積が，その住家の延床面積の70％

以上に達した程度のもの，又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50％

以上に達した程度のもの。

イ 住家が半壊，半焼する等著しく損傷したもの（「半壊又は半焼」という。）

住家の損壊又は焼失した部分の床面積が，その住家の延床面積の20％以上70％未

満のもの，又は住家の主要な構造要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し，その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの。

このうち，損壊部分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満，またはその住

家の損害割合が 40％以上 50％未満のものを大規模半壊とし，損壊部分がその住家

の延床面積の 30％以上 50％未満，またはその住家の損害割合が 30％以上 40％未

満のものを中規模半壊とする。

ウ 住家が半壊又は半焼に準ずる程度に損傷したもの（「準半壊」という。）

損壊部分がその住家の延床面積の10％以上20％未満のもの，又は住家の主要な構

成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し。その住家の損害割合が

10％以上20％未満のもの。

エ 住家が床上浸水，土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態とな

ったもの



15

ア及びイに該当しない場合であって，浸水がその住家の床上に達した程度のもの，

又は土砂竹木等の堆積により一時的に居住することができない状態となったもの。

(３) 世帯及び住家の単位

ア 世帯

生計を一つにしている実際の生活単位をいう。

イ 住家

現実に居住のため使用している建物をいう。ただし，耐火構造のアパ－ト等で居

住の用に供している部屋が遮断，独立しており，日常生活に必要な設備を有してい

るもの等については，それぞれをもって，１住家として取り扱う。

３ 救助法適用手続（市長・総合防災安全課）

(１) 災害に際し，市における災害が，前記２の救助法の適用基準のいずれかに該当し，又

は該当する見込みがあるときは，市長は直ちにその旨を都知事に報告し，救助法の適用

を要請する。

(２) 救助法の適用を都知事に要請する場合は，東京都総務局災害対策部に対し，次の事項

についてとりあえず口頭又は電話をもって要請し，後日文書により改めて処理する。

ア 災害発生の日時及び場所

イ 災害の原因及び被害状況

ウ 適用を要請する理由

エ 必要な救助の種類

オ 適用を必要とする期間

カ 既にとった救助措置及びとろうとする救助措置

キ その他必要な事項

４ 救助の種類・方法

(１) 救助法に基づく救助は，被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われるもので

あり，次のような種類の救助がある。

ア 避難所及び応急仮設住宅の供与

イ 炊出し，その他による食品の給与及び飲料水の供給

ウ 被服，寝具，その他生活必需品の給与又は貸与

エ 医療及び助産

オ 被災者の救出

カ 被災した住宅の応急修理

キ 生業に必要な資金，器具又は資料の給与又は貸与

ク 学用品の給与

ケ 埋葬

コ 死体の捜索及び処理

サ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石，竹木等で，日常生活に著しい支

障を及ぼしているものの除去

第
１
部 

震
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編
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(２) 救助は，現物によって行うことが原則であるが，知事が必要と認めた場合は，救助を

必要とする者に対し，金銭を給付することができる。

(３) 救助の程度・方法及び期間については，内閣総理大臣が定める基準に基づき都知事が

定め，区市町村ほか関係機関に通知する。



17

1122 災災害害報報告告様様式式

（本文159，235頁）

No.1 被害概況速報

地区名

災 害 の 種 類

災 害 の 発 生 地 区

災 害 発 生 年 月 日

報 告 の 時 限

報 告 責 任 者

人

的

被

害

死 者

行 方 不 明 者

重 傷 者

軽 傷 者

計

道

路

 

被

害

道路損壊 箇所
河

川

 

被

害

河川決壊 箇所
 

 

他

被

害

がけ崩れ 箇所

道路冠水 箇所 河川溢水 箇所

通行不能 箇所 下水溢水 箇所

その他の特記事項

第
１
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災害報告様式

No.2 被害状況調

区市町村名

地区名

被害の状況

地区 地区 地区 地区 計

人

的

被

害

死 者

行方不明者

負

傷

重 傷

軽 傷

小 計

住

家

 

被

害

棟

数

全壊・全焼又は流失

半 壊 又 は 半 焼

一 部 破 損

床 上 浸 水

床 下 浸 水

世

帯

及

 

人

員

全壊・全焼

又 は 流 失

世帯

人員

半壊又は

半 焼

世帯

人員

一部破損
世帯

人員

床上浸水
世帯

人員

床下浸水
世帯

人員

災害発生年月日 年 月 日
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災害報告様式

No.3 世帯構成員別被害状況

年 月 日 時発生

区市町村名

世帯構
成員別

被害別

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

10

人
世
帯

計
小
学
生

中
学
生

高
校
生

全壊・全焼

流 失

半壊・半焼

床 上 浸 水

第
１
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災害報告様式

No.4 災害救助費概算額調

単 価 金 額 備 考

Ⅰ 救助業務に要した経費
円 円

1

延人

延人

延人

延人

戸

戸

戸

戸

（3） 延人

（4）

全 壊 （ 焼 ） 流 出 世帯

半 壊 （ 焼 ） ・ 床 上 浸 水 世帯

計 世帯

延人

延人

延人

(7) 人

世帯

世帯

世帯

（9） 世帯

教 科 書 人

文 房 具 等 人

教 科 書 人

文 房 具 等 人

教 科 書 人

文 房 具 等 人

人

体

体

体

(12) 体

体

体

体

体

(14) 世帯

(15)

(16)

2 人

3 件

4 件

5

1

2

3

4

(合 計)

都 道 府 県 事 務 費

市 町 村 事 務 費

法 第 ２ ０ 条 第 1 項 の 求 償 に 係 る 事 務 費

法 第 19 条 の 補 償

Ⅱ 救 助 事 務 に 要 し た 経 費

災害ボ ラン ティアセン ターの設置・ 運営に係る委 託費

賃 金 職 員 等 雇 上 費

扶 助 金

損 失 補 償

実 費 弁 償

洗 浄 、 縫 合 、 消 毒 等

一 時 保 存

検 案

計

障 害 物 の 除 去 費

輸 送 費

(11) 埋 葬 費

大 人

小 人

計

学 用 品
の 給 与

小学校
児童

中学校
生徒

高等学
校等生

徒

計

(13)
死 体 の
処 理 費

生 業 に 必 要 な 資 金 の 貸 与 費

（6）
医 療
及 び
助産費

医 療

助 産

計

被 災 者 の 救 出 費

（8）
住 宅の
応急修
理 費

大 規 模 半 壊 ・ 半 壊 以 上

準 半 壊

計

死 体 の 捜 索 費

（10）

(2)
応急仮
設住宅
設置費

建 設 型 応 急 住 宅

賃 貸 型 応 急 住 宅

応急修理期間における応急仮設住宅の使用

種 目 別 区 分 員 数

救助費

(1)
避難所
設置費

避 難 所

福 祉 避 難 所

ホ テ ル ・ 旅 館 な ど

計

計

炊 出 し そ の 他 に よ る 食 品 給 与 費

飲 料 水 供 給 費

（5）
被服、寝具、その
他生活必需品の
給 （ 貸 ） 与 費
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災害報告様式

別表 世帯構成員別被害状況

世帯構
成員別

被害別

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

 
人
世
帯

10

人
以
上

世
帯

計
小
学
生

中
学
生

高
校
生

全壊(焼)流出 世帯 円 円 円

半 壊 （ 焼 ）

床 上 浸 水
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1133 日日毎毎のの記記録録をを整整理理すするるたためめにに必必要要なな書書類類（（都都総総務務局局））

（本文235，473頁）

No.1 救助実施記録日計票

法による救助の実施は，迅速にして正確な被害状況の把握から始まるが，救助の実施状況の記録

は，初期活動から救助活動が完了するまでの間，日毎に整理しておかなければならない。

日毎の整理のための「救助の実施記録日計票」の様式例は次のとおりである。

救助の実施記録日計票

区市町村

責任者氏名 印

No． 月 日 時 分

救
助
 
種
類

避 難 所 炊 出 し 等 飲 料 水 生活必需品

医 療 救 護 助 産 仮 設 住 宅 住 宅 修 理

救 護 班 学 用 品 等 死 体 捜 索 死 体 処 理

本 部 班 死 体 埋 葬 障害物除去 輸 送

労 務 供 給

員 数 （ 世 帯 ）

品目（数量・金額）

受 入 先

払 出 先

場 所

方 法

記 事
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救助総括様式 No.2 救助日報

報 告 機 関 受 信 機 関

送 信 者 受 信 者

報 告 時 限 年 月 日 時現在 受 信 時 間 年 月 日 時現在

避
難
場
所
開
設

開設期間
開 設 日 時 日 時

被
服
寝
具
生
活
必
需
品
給
与

都より受入又は前日

よりの繰越量
点

閉鎖予定日 月 日

既存建物

箇 所 数 箇所

本
日
支
給

全壊(焼) 世帯数

流 失 世帯数

( )世帯

点

収 容 人 員 人

半壊半焼 世帯数

床上浸水 世帯数

( )世帯

点

野外仮設
箇 所 数 箇所

収 容 人 員 人 翌 日 へ の 繰 越 量 点

炊
出
 

炊出期間
開 始 月 日 月 日

医
療
 
助
産
救
助

医
療
班

医 療 班 出 動 数 ヶ班

終了予定日 月 日 救 助 地 区

炊 出 し 箇 所 数 箇所
診療者数

医 療 人

救出人員

朝 人 助 産 人

昼 人
医
療
機
関

医療
施 設 数 ヶ所

夜 人 診 療 人 員 人

計 人 助産 施 設 数 ヶ所

供 給 人 員 人 救 助 終 了 予 定 月 日 月 日

供 給 水 量 ℓ

被
災
者
救
出

救 出 地 区

給水期間
開 始 月 日 月 日 救 助 し た 人 員 人

終了予定日 月 日 今後救出を要する人員 人

給水方法
救 出 終 了 予 定 月 日 月 日

救出の方法
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学

用

品

支

給

都より受入又は前日より
の繰越量

点

死

体

 

捜

索

死 亡 原 因 別 人 員 体

死
体
処
理

死 体 洗 浄 体

小学生

全壊(焼）世帯
( )人

点 死 体 縫 合 体

半壊(焼）世帯
床上浸水世帯

( )人
点

死 体 消 毒 体

死体保存
既存建物利用 ヶ所

中学生

全壊(焼）世帯
( )人

点 仮 設 建 物 ヶ所

半壊(焼）世帯
床上浸水世帯

( )人
点

死 体 処 理 機 関

今後処理を要する死体 体高校生
全壊(焼）世帯

( )人
点

半壊(焼）世帯
床上浸水世帯

( )人
点

翌 日 へ の 繰 越 量 点
死体処理終了予定月日 月 日

埋

葬

前 日 ま で の 埋 葬 点

障

害

物

 

除

去

要 障 害 物 除 去 戸 数 戸

本日埋葬

大 人 体

本 日 除 去 し た 戸 数 (計戸) 戸

小 人 体

今 後 除 去 す る 戸 数 戸

計 体

除 去 終 了 予 定 月 日 月 日

翌日以降の要埋葬数 体

輸

送

公 用 車 使 用 台

埋 葬 終 了 予 定 月 日 体

借 上 車 使 用 台

死

体

 

捜

索

捜索地区

救
助
 
種
類

死

体

捜索を要する死体 体
本 日 発 見 死 体 体

今後の要捜索死体 体

人

夫

人 夫 雇 上 げ 数

捜索の方法

従 事
作 業

捜 索 終 了 予 定 月 日 月 日

仮設住宅

着工月日 戸 月 日

その他

竣工月日 戸 月 日
備

考住宅修理
着工月日 戸 月 日
竣工月日 戸 月 日
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No.3 災害救助法に基づく救助措置及び救助費報告

報告主管局 項 目 救 助 措 置 救助費（千円）

福祉局 避 難 所 カ所・ 人

住宅政策本部 応急仮設住宅 戸

福祉局 炊 出 し カ所・ 人

水道局 飲 料 水 人

福祉局 被 服 寝 具 等
全壊・流失 半壊・床上

世帯 世帯

保健医療局
医 療

救護班 病院診療所 診療人員

班 カ所 人

助 産 カ所・ 人

総務局 救 助 人

住宅政策本部 住 宅 の 修 理 戸

教育庁 学 用 品
教
科
書

小学生 人 学
用
品

小学生 人

中学生 人 中学生 人

建設局 埋 葬 大人 体 小人 体

総務局 死 体 捜 索

保健医療局 死 体 の 処 理
洗浄 消毒 保存 検案

体 体 体 体

建設局 障害物の除去 戸

各局

輸 送 人

人 夫

法第 34条の

補償

事 務 費

（注）報告主管局は，項目ごとに，毎日正午までに区市町村別に前日分を取りまとめて報告すること。
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1144 災災害害救救助助法法にによよるる救救助助のの程程度度・・方方法法及及びび期期間間（（都都・・市市区区町町村村））

（本文236，473頁）

災害救助法施行細則（令和６年東京都規則第 28号）による

救救助助のの種種類類 救救助助のの対対象象及及びび方方法法 費費用用のの種種類類及及びび限限度度額額等等 救救助助のの期期間間

避難所の
設置

1 避難所は，災害により
現に被害を受け，又は
受けるおそれのある者
に供与するものとす
る。
2 避難所は，学校，公民
館等既存建物の利用を
原則とするが，これら
の適当な建物を利用す
ることが困難なときは
野外に仮設小屋を設置
し，天幕を設営し，又
はその他の適切な方法
により実施するものと
する。
3 避難所での避難生活が
長期にわたる場合等に
おいては，避難所で避
難生活している者への
健康上の配慮等によ
り，ホテル・旅館など
宿泊施設の借上げを実
施し，これを供与する
ことができる。

1 避難所設置のため支出できる費用は，
避難所の設置，維持及び管理のための
賃金職員等雇上費，消耗器材費，建物
の使用謝金，器物の使用謝金，借上費
又は購入費，光熱水費及び仮設便所等
の設置費とし１人１日当たり 340 円
とする。
2 高齢者，障害者等(以下「高齢者等」と
いう。)であつて避難所での避難生活に
おいて特別な配慮を必要とするものに
供与する福祉避難所を設置した場合，
特別な配慮のために必要な当該地域に
おける通常の実費を加算することがで
きる。

避難所を開設できる期間
は，災害発生の日から７日
以内とする。

応急仮設
住宅の供与

応急仮設住宅は，住家
が全壊し，全焼し，又は
流失し，居住する住家が
ない者であつて，自らの
資力では住家を得ること
ができないものに，建設
し供与するもの(以下「建
設 型 応 急 住 宅 」 と い
う。)，民間賃貸住宅を借
上げて供与するもの(以下
「賃貸型応急住宅」とい
う。)又はその他適切な方
法により供与するものと
する。

1 建設型応急住宅
(1) 建設型応急住宅の設置に当たつて
は，原則として，公有地を利用するも
のとする。ただし，これら適当な公有
地を利用することが困難な場合は，民
有地を利用することを可能とする。
(2) １戸当たりの規模は，応急救助の趣
旨を踏まえ，地域の実情，世帯構成等
に応じて設定し，その設置のために支
出できる費用は，設置に係る原材料
費，労務費，附帯設備工事費，輸送費
及び建築事務費等の一切の経費とし
て，6,775,000 円以内とする。
(3) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近
接する地域内におおむね 50 戸以上設
置した場合は，居住者の集会等に利用
するための施設を設置でき，50 戸未
満の場合でも戸数に応じた小規模な施
設を設置できるものとする。
(4) 福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等
を利用しやすい構造及び設備を有し，
高齢者等であつて日常の生活上特別な
配慮を要する複数のものに供与する施
設をいう。)を建設型応急住宅として設
置できるものとする。
(5) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建
設型応急住宅の解体撤去及び土地の原
状回復のために支出できる費用は，当
該地域における実費とする。
2 賃貸型応急住宅
賃貸型応急住宅の１戸当たりの規模

は，世帯の人数に応じて前号(2)に定め
る規模に準ずることとし，その借上げの

1 建設型応急住宅の設置に
ついては，災害発生の日
から 20 日以内に着工し
なければならない。
2 賃貸型応急住宅は，災害
発生の日から速やかに民
間賃貸住宅を借上げ，提
供しなければならない。
3 建設型応急住宅及び賃貸
型応急住宅を供与できる
期間は，完成の日から建
築基準法(昭和 25 年法
律第 201 号)第 85 条第
３項又は第４項に規定す
る期限内とする。
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救救助助のの種種類類 救救助助のの対対象象及及びび方方法法 費費用用のの種種類類及及びび限限度度額額等等 救救助助のの期期間間

ために支出できる費用は，家賃，共益
費，敷金，礼金，仲介手 数料又は火災保
険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介
業者との契約に不可欠なものとして，地
域の実情に応じた額とする。

炊出しその他
による食品の
給与

1 炊き出しその他による
食品の給与は，避難所
に避難している者，又
は住家に被害を受け，
若しくは災害により現
に炊事のできない者に
対して行うものとす
る。
2 炊き出しその他による
食品の給与は，被災者
が直ちに食することが
できる現物により行う
ものとする。

炊き出しその他による食品の給与を実
施するため支出できる費用は，主食副食
及び燃料等の経費として１人１日当たり
1,230 円以内とする。

炊き出しその他による食
品の給与を実施できる期間
は，災害発生の日から７日
以内とする。

飲料水の
供給

飲料水の供給は，災害
のため現に飲料水を得る
ことができない者に対し
て行うものとする。

飲料水の供給を実施するため支出でき
る費用は，水の購入費のほか，給水又は
浄水に必要な機械又は器具の借上費，修
繕費及び燃料費並びに薬品費及び資材費
とし，当該地域における通常の実費とす
る。

飲料水の供給を実施でき
る期間は，災害発生の日か
ら７日以内とする。

被服，寝具そ
の他，生活必
需品の給与又
は貸与

1 被服，寝具その他生活
必需品の給与又は貸与
は，住家の全壊，全
焼，流出，半壊，半焼
又は床上浸水(土砂の堆
積等により一時的に居
住することができない
状態となつたものを含
む。以下同じ。)，全島
避難等により，生活上
必要な被服，寝具その
他日用品等を喪失又は
損傷等により使用する
ことができず，直ちに
日常生活を営むことが
困難な者に対して行う
ものとする。
2 被服，寝具その他生活
必需品の給与又は貸与
は，被害の実情に応
じ，次に掲げる品目の
範囲内において現物を
もつて行うものとす
る。
(1) 被服，寝具及び身の
回り品
(2) 日用品
(3) 炊事用具及び食器
(4) 光熱材料

被服，寝具その他生活必需品の給与又
は貸与のため支出できる費用は，季別及
び世帯区分により１世帯当たり下表に掲
げる額の範囲内とする。この場合におい
て季別は，災害発生の日をもつて決定す
る。
1 住家の全壊，全焼又は流失により被害
を受けた世帯
2 住家の半壊，半焼又は床上浸水により
被害を受けた世帯

被服，寝具その他生活必
需品の給与又は貸与を実施
できる期間は，災害発生の
日から 10日以内とする。

区区分分
11 人人

世世帯帯

22 人人

世世帯帯

33 人人

世世帯帯

44 人人

世世帯帯

５５人人

世世帯帯

６６人人以以

上上 11 人人

増増すす毎毎

にに加加算算

全壊

全焼

流失

夏期 19,200 24,600 36,500 43,600 55,200 8,000

冬期 31,800 41,100 57,200 66,900 84,300 11,600

半壊

半焼

床上浸水

夏期 6,300 8,400 12,600 15,400 19,400 2,700

冬期 10,100 13,200 18,800 22,300 28,100 3,700

医療

1 医療は，災害のため医
療の途を失つた者に対
して，応急的に処置す
るものとする。
2 医療は救護班によつて
行うものとする。ただ
し，急迫した事情があ
り，やむを得ない場合
においては，病院又は
診療所(あん摩マツサー
ジ指圧師，はり師，き

医療のため支出できる費用は，救護班
による場合は使用した薬剤，治療材料及
び破損した医療器具の修繕等の実費と
し，病院又は診療所による場合は国民健
康保険の診療報酬の額以内とし，施術者
による場合は協定料金の額以内とする。

医療を実施できる期間
は，災害の発生の日から
14日以内とする。
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救救助助のの種種類類 救救助助のの対対象象及及びび方方法法 費費用用のの種種類類及及びび限限度度額額等等 救救助助のの期期間間

ゆう師等に関する法律
(昭和 22 年法律第 217
号)に規定するあん摩マ
ツサージ指圧師，はり
師，きゆう師又は柔道
整復師法(昭和 45 年法
律第 19 号)に規定する
柔道整復師(以下「施術
者 」 という。 ) を 含
む。)において医療(施
術者が行うことのでき
る範囲の施術を含む。)
を行うことのできるも
のとする。
3 医療は次の範囲内にお
いて行うものとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の
支給
(3) 処置，手術その他の
治療及び施術
(4) 病院又は診療所への
収容
(5) 看護

助産

1 助産は，災害発生の日
以前又は以後７日以内
に分べんした者であつ
て，災害のため助産の
途を失ったものに対し
て行うものとする。
2 助産は次の範囲内にお
いて行うものとする。
(1) 分べんの介助
(2) 分べん前及び分べん
後の処置
(3) 脱脂綿，ガーゼその
他の衛生材料の支給

助産のため支出できる費用は，救護班
等による場合は使用した衛生材料等の実
費とし，助産師による場合は慣行料金の
８割以内の額とする。

助産を実施できる期間
は，分べんした日から７日
以内とする。

被災者の救出

災害のため現に生命若し
くは身体が危険な状態に
ある者又は生死不明の状
態にある者に対して捜索
又は救出を行うものとす
る。

被災者の救出のため支出できる費用
は，舟艇その他救出のための機械，器具
等の借上費又は購入費，修繕費，燃料費
等とし，当該地域における通常の実費と
する。

被災者の救出期間は，災
害発生の日から３日以内と
する。

住家の被害の
拡大を防止す
るための緊急
修理

住家の被害の拡大を防止
するための緊急の修理
は，災害のため住家が半
壊，半焼又はこれらに準
ずる程度の損傷を受け，
雨水の侵入等を放置すれ
ば住家の被害が拡大する
おそれがある者に対して
行うものとする。

住家の被害の拡大を防止するための緊
急の修理が必要な部分に対し，合成樹脂
シート，ロープ，土のう等を用いて行う
ものとし，その修理のために支出できる
費用は，１世帯当たり５万円以内とす
る。

住家の被害を防止する為
の緊急修理は，災害発生の
日から 10 日以内に完了す
るものとする。

日常生活に必
要な最小限度
の部分の修理

日常生活に必要な最小限
度の部分の修理は，次の
各号のいずれかに該当す
る者に対して行うものと
する。
1 災害のため住家が半
壊，半焼又はこれらに
準ずる程度の損傷を受
け，自らの資力では応
急修理することができ
ない者
2 大規模な補修を行わな

居室，炊事場及び便所等日常生活に必
要最小限度の部分に対し，現物をもつて
行うものとし，その修理のため支出でき
る費用は，１世帯当たり次の額以内とす
る。
1 2 に掲げる世帯以外の世帯 706,000
円
2 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷によ
り被害を受けた世帯 343,000 円

日常生活に必要な最小限
度の部分の修理は，災害発
生の日から３ヵ月以内（災
害対策基本法第 23 条の３
第１項に規定する特定災害
対策本部，同法第 24 条第
１項に規定する非常災害対
策本部又は同法第 28 条の
２第１項に規定する緊急災
害対策本部が設置された災
害にあっては，６ヵ月以
内）に完了するものとす
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救救助助のの種種類類 救救助助のの対対象象及及びび方方法法 費費用用のの種種類類及及びび限限度度額額等等 救救助助のの期期間間

ければ居住することが
困難である程度に住家
が半壊した者

る。

生業に必要な
資金の貸与

生業に必要な資金の貸
与については，別に定め
る。

学用品の給与

1 学用品の給与は，住家
の全壊，全焼，流出，
半壊，半焼又は床上浸
水による喪失若しくは
損傷等により学用品を
使用することができ
ず，就学上支障のある
小学校児童(特別支援学
校の小学部児童を含
む。以下同じ。)，中学
校生徒(中等教育学校の
前期課程及び特別支援
学校の中学部生徒を含
む。以下同じ。)及び高
等学校等生徒(高等学校
(定時制の課程及び通信
制の課程を含む。)，中
等教育学校の後期課程
(定時制の課程及び通信
制の課程を含む。)，特
別支援学校の高等部，
高等専門学校，專修学
校及び各種学校の生徒
をいう。以下同じ。)に
対して行うものとす
る。
2 学用品の給与は，被害
の実情に応じ次に掲げ
る品目以内において現
物をもつて行うものと
する。
(1) 教科書
(2) 文房具
(3) 通学 用品

学用品の給与のため支出できる費用
は，次の額以内とする。
1 教科書代
(1) 小学校児童及び中学校生徒

教科書の発行に関する臨時措置法
(昭和二十三年法律第百三十二号)第
二条第一項に規定する教科書及び教
科書以外の教材で，教育委員会に届
け出て，又はその承認を受けて使用
しているものを給与するための実費

(2) 高等学校等生徒
正規の授業で使用する教材を給与す
るための実費

2 文房具及び通学用品
小学校児童１人につき 4,800円
中学校生徒１人につき 5,100円
高等学校等生徒１人につき 5,600 円

学用品の給与を実施でき
る期間は，災害発生の日か
ら教科書については１月以
内，その他の学用品につい
ては，15日以内とする。

埋葬

1 埋葬は，災害の際死亡
した者について，死体
の応急的処理程度のも
のを行うものとする
2 埋葬は，次の範囲内に
おいて，なるべく棺又
は棺材等の現物をもつ
て実際に埋葬を実施す
る者に支給するものと
する。
(1) 棺(附属品を含む。)
(2) 埋葬又は火葬(賃金職
員等雇上費を含む。)
(3) 骨つぼ及び骨箱

埋葬のため支出できる費用は，１体当
たり，大人 219,100 円以内，小人
175,200 円以内とする。

埋葬を実施できる期間
は，災害発生の日から 10
日以内とする。

死体の捜索

死体の捜索は，災害に
より現に行方不明の状態
にあり，かつ，各般の事
情により既に死亡してい
ると推定される者に対し
て行うものとする。

死体の捜索のため，支出できる費用
は，舟艇その他捜索のための機械，器具
等の借上費又は購入費，修繕費，燃料費
等とし，当該地域における通常の実費と
する。

死体の捜索の期間は，災
害発生の日から 10 日以内
とする。
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救救助助のの種種類類 救救助助のの対対象象及及びび方方法法 費費用用のの種種類類及及びび限限度度額額等等 救救助助のの期期間間

死体の処理

1 死体の処理は，災害の
際死亡した者につい
て，死体に関する処理
(埋葬を除く。)を行う
ものとする。
2 死体の処理は，次の範
囲内において行うもの
とする。
(1) 死体の洗浄，縫合，
消毒等の処理
(2) 死体の一時保存
(3) 検案
3 検案は，原則として救
護班によつて行うもの
とする。

死体の処理のため支出できる費用は，
次に掲げるとおりとする。
1 死体の洗浄，縫合，消毒等の処理のた
めの費用は，１体当たり 3,500 円以
内の額とする。
2 死体の一時保存のための費用は，死体
を一時収容するために既存建物を利用
する場合は，当該施設の借上費につい
て通常の実費の額とし，既存建物を利
用できない場合は１体当たり 5,500
円以内の額とする。これらの場合にお
いて，死体の一時保存にドライアイス
の購入費等の経費が必要なときは，当
該地域における通常の実費を加算する
ことができる。
3 検案が救護班によることができない場
合は当該地域の慣行料金の額以内とす
る。

死体の処理の期間は，災
害発生の日から 10 日以内
とする。

災害によつて
住居又はその
周辺に運ばれ
た土石，竹木
等で日常生活
に著しい支障
を及ぼしてい
るもの(以下
「障害物」と
いう。)の除
去

障害物の除去は，居
室，炊事場等生活に欠く
ことのできない場所又は
玄関に障害物が運び込ま
れているため一時的に居
住できない状態にあり，
かつ，自らの資力をもつ
てしては，当該障害物を
除去することができない
者に対して行うものとす
る。

障害物の除去のため支出できる費用
は，ロープ，スコップその他除去のため
必要な機械，器具等の借上費又は購入
費，輸送費，賃金職員等雇上費等とし，
区市町村内において障害物の除去を行つ
た１世帯当たりの平均が 138,700 円以
内の額とする。

障害物の除去の期間は，
災害発生の日から 10 日以
内とする(ただし，内閣総
理大臣の同意により期間延
長あり)。

救助のための
輸送費及び賃
金職員等雇上
費

救助のための輸送費及
び賃金職員の支出は，次
に掲げる事項に対して行
うものとする。
(1) 被災者の避難に係る
支援
(2) 医療及び助産
(3) 災害にかかった者の
救出
(4) 飲料水の供給
(5) 死体の捜索
(6) 死体の処理
(7) 救済用物資の整理配
分

救助のため支出できる輸送費及び賃金
職員等雇上費は，当該地域における通常
の実費とする。

救助のための輸送及び賃
金職員等の雇用を認められ
る期間は，当該救助の実施
が認められる期間とする。
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1155 調調布布市市消消防防団団

（本文219頁）

（令和６年７月１日現在）

団 名 配置人員
主 要 資 器 材

ポンプ車 可搬式ポンプ 計

本 団 4 0 1 1

第１分団 20 1 2 3

第２分団 18 1 2 3

第３分団 20 1 2 3

第４分団 20 1 2 3

第５分団 20 1 2 3

第６分団 20 1 2 3

第７分団 19 1 2 3

第８分団 15 1 2 3

第９分団 20 1 2 3

第 10分団 20 1 2 3

第 11分団 ９ 1 2 3

第 12分団 20 1 2 3

第 13分団 20 1 2 3

第 14分団 20 1 2 3

第 15分団 20 1 2 3

計 285 15 31 46
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1166 消消防防水水利利のの現現況況

（本文219頁）

（単位：箇所）

区分

種別

４年度 ５年度 ６年度

設置数
内訳

設置数
内訳

設置数
内訳

公設 私設 公設 私設 公設 私設

消 火 栓 2,055 2,016 39 2,054 2,015 39 2,058 2,015 43

防 火 水 槽 685 356 329 690 356 334 691 356 335

内

訳

100 ㎥以上 122 66 56 124 66 58 124 66 58

40 ㎥以上 100 ㎥未満 550 279 271 553 279 274 554 279 275

40 ㎥未満 13 11 2 13 11 2 13 11 2

受 水 槽 24 0 24 24 0 24 24 0 24

プ ー ル 42 24 18 42 24 18 42 24 18

貯 水 池 5 5 5 5 5 5

池 3 3 3 3 3 3

河 川 8 8 8 8 8 8

合 計 2,822 2,826 2,831

（市令和６年４月１日現在）
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1177 都都にに対対すするる協協力力要要請請

（本文223頁）

１ 災害救助法の適用を求める要請

「震災編 第２部第５章第５節 具体的な取組＜応急対策＞６（１）災害救助法の適

用」参照

２ 被災者の他地区への移送要請

(１) 被災者の他地区への移送を要請する理由

(２) 移送を必要とする被災者の数

(３) 希望する移送先

(４) 被災者の収容を要する期間

(５) その他必要な事項

３ 都各部への応援要請又は応急措置の実施要請（災害対策基本法第68条）

(１) 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を要請する理由

(２) 応援を希望する物資，資器材等の品名及び数量

(３) 応援（応急措置）を必要とする場所

(４) 応援を必要とする活動内容（必要とする応急措置内容）

(５) その他必要な事項

４ 自衛隊災害派遣の斡旋を求める要請

「震災編 第２部第５章第５節 具体的な取組＜応急対策＞３（３）オ自衛隊への災

害派遣要請」参照

５ 他区市町村又は関係防災機関の応援の斡旋を求める要請

(１) 災害の状況及び要請理由

(２) 応援を希望する機関名

(３) 応援を希望する物資，資器材等の品名及び数量

(４) 応援を必要とする場所

(５) 応援を必要とする活動内容

(６) その他必要な事項

６ 関係防災機関の職員の派遣の斡旋を求める場合

(１) 派遣の斡旋を求める理由

(２) 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数

(３) 派遣を必要とする期間

(４) 派遣される職員の給与その他の勤務条件

(５) その他参考となるべき事項
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７ 日本放送協会及び民間放送の放送依頼の斡旋を求める要請

(１) 放送要請の理由

(２) 放送事項

(３) 希望する放送日時及び送信系統

(４) その他必要な事項
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【参考】 東京都の災害時等における放送要請に関する協定

①「災害時等における放送要請に関する協定」

（協定の趣旨）

第１条 この協定は，災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 57 条及び大規模地震対策特

別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第 20 条の規定に基づき，東京都知事（以下「甲」という。）

が日本放送協会（以下「乙」という。）に放送を行うことを求めるときの手続きを定めるものとす

る。

（放送の要請）

第２条 甲は，災害対策基本法第 55 条の規定による通知又は要請が公衆電気通信設備，有線電気

通信設備若しくは無線設備により通信できない場合又は通信が著しく困難な場合において，その

通信のため特別の必要があるときは，同法第 57 条の規定に基づき乙に対し，放送を行うことを

求めることができる。

２ 前項の規定は甲が，大規模地震対策特別措置法第９条に基づく警戒宣言が発せられたことを知

った場合において，同法第 20 条の規定に基づき乙に対し，放送を行うことを求めるときに準用

する。

（要請の手続）

第３条 甲は乙に対し，次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。

（1）放送要請の理由

（2）放送事項

（3）その他必要な事項

（放送の実施）

第４条 乙は，甲から要請を受けた事項に関して放送の形式，内容，時刻及び送信系統をそのつど

自主的に決定し，放送する。

（連絡責任者）

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実，円滑を図るた

め，甲及び乙はそれぞれ連絡責任者を定め，相互に届け出ておくこととする。

（雑 則）

第６条 この協定の実施に関し必要な事項は，甲及び乙が協議して定めるものとする。

第７条 この協定は，昭和 55年 12月１日から適用する。

この協定の成立を証するため，当事者記名押印のうえ各１通を保有する。

昭和 55年 12月１日

甲 東京都知事 鈴木 俊一

乙 日本放送協会会長 坂本 朝一
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同文の協定

昭和 55年 12月１日 乙 株式会社東京放送取締役社長 山 西 由 之

乙 株式会社文化放送取締役社長 岩 本 政 敏

乙 株式会社ニッポン放送取締役社長 石 田 達 郎

乙 株式会社ラジオ関東取締役社長 遠 山 景 久

乙 株式会社エフエム東京取締役社長 大 野 勝 三

乙 日本テレビ放送網株式会社取締役社長 小 林 与三次

乙 株式会社フジテレビジョン取締役社長 浅 野 賢 澄

乙 全国朝日放送株式会社取締役社長 高 野 信

乙 株式会社東京 12チャンネル取締役社長 中 川 順

（現 株式会社テレビ東京）

昭和 56年１月10日 乙 株式会社日本短波放送取締役社長 安 藤 蕃

（現 株式会社日経ラジオ社）

平成２年７月 30日 乙 株式会社エフエムジャパン取締役社長 曾 山 克 巳

同文の協定

平成８年１月 31日 甲 東 京 都 知 事 青 島 幸 男

乙 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ株式会社取締役社長 藤 森 鐵 雄

平成８年４月 30日 乙 ｴﾌｴﾑｲﾝﾀｰｳｪｰﾌﾞ株式会社取締役社長 竹 内 經 輝
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②「災害時等における放送要請に関する協定実施細目」

（趣 旨）

第１ この実施細目は，「災害時等における放送要請に関する協定」（昭和 55 年 12 月１日締結。

以下「協定」という。）第６条の規定に基づき放送要請の実施に関し必要な事項を定める。

（要請の依頼先）

第２ 都各局等は，協定第２条にいう事態において放送機関に放送を求める必要がある場合は，総

務局指令情報部（災害対策本部の設置前においては，総務局災害対策部。以下同じ。）に対し要請

依頼する。

２ 災害対策本部設置前の夜間及び休日等において要請する場合は，夜間防災連絡室に対し要請依

頼する。

（放送要請手続の指示等）

第３ 総務局指令情報部は，都各局等から要請があった場合又は災害時において緊急を要する通信

のため特に必要と認めた場合は，知事本部局政策部（災害対策本部の設置前においては，知事本

部局政策部。以下同じ。）に対し放送要請手続きをとるよう指示する。

２ 夜間防災連絡室は，災害対策本部設置前の夜間及び休日等において都各局等から要請があった

場合は，原則として総務局災害対策部応急対策課長に連絡する。連絡を受けた同課長は，知事本

部局政策部報道課長と協議し，放送要請手続きをとる。

（要請文の作成・協議）

第４ 知事本部局政策部は，総務局指令情報部と協議のうえ要請文（別記第 1 号様式）を作成する。

（放送要請の決定）

第５ 放送要請は，本部長（知事）が決定する。

（要請文の伝達方法）

第６ 知事本部局政策部は，総務局指令情報部に対し要請文の各放送機関への伝達を依頼する。

２ 総務局指令情報部は，別表により無線一斉通報（音声及びファクシミリ）にて各放送機関へ伝

達する。

（知事等の直接放送）

第７ 知事等が，テレビ・ラジオで直接都民に呼びかける場合（生放送）は，原則として，映像ス

タジオ（第１本庁舎５階）で行う。

（区市町村の放送要請）

第８ 区市町村が災害対策基本法第 57 条に基づき放送要請を行う場合は，原則として都を経由

（知事に要請依頼）するものとする。ただし，都との通信途絶など特別の事情がある場合は，区

市町村は放送機関に対し直接，要請することができるものとする。この場合，区市町村は事後す

みやかに都に報告するものとする。

２ 都に対し要請依頼する場合の要請依頼先は，前記第２に準じることとし，要請依頼文は別記第

2号様式により行うこととする。

（放送機関の対応）

第９ 都から放送要請を受けた各放送機関は，放送の形式，内容，時刻等をそのつど自主的に決定

し放送する。

２ 各放送機関は，前記第８但し書による区市町村からの直接要請があった場合についても可能な
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限り放送するものとする。

３ 各放送機関は，放送の日時等について，すみやかに知事本部政策部へ報告する。

（都庁記者クラブ等への発表）

第 10 知事本部局長（災害対策本部の設置前においては，知事本部長）は放送要請を行うときは，

各放送機関への伝達と同時に都庁記者クラブ等にその旨を発表する。

（附 則）

この実施細目は昭和60年９月１日（60情報庶第 96号）から施行する。

一部改正 昭和 63年４月１日（62情報庶第 706号）

一部改正 平成２年８月１日（２情報庶第 240号）

一部改正 平成４年６月１日（４情報総第 ５号）

一部改正 平成８年７月16日（８政政総第 ６号）

一部改正 平成 13年８月20日（13知政報第 86号）
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【参考】東京都の災害時における放送要請に関する協定

（アメリカン・フォーシズ・ネットワーク・トウキョウ）

（協定の趣旨）

第１条 この協定は，災害が発生し，又は発生するおそれがある場合において，（以下「災害時等」

という。）公共への通知に資するため，東京都知事（以下「甲」という。）がアメリカン・フォーシ

ズ・ネットワーク・トウキョウ（以下「乙」という。）に放送を依頼するときの手続きを定めるもの

とする。

（放送の要請）

第２条 甲は，災害時等において，乙に放送を要請することができるものとする。

（要請の手続）

第３条 甲は乙に対し，次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。

（1） 放送要請の理由

（2） 放送を要請する事項

（3） その他必要な事項

２ 依頼は，有線電気通信設備，無線設備もしくは使者等により行う。

（放送の実施）

第４条 乙は，甲から要請を受けた場合，いかなる要請についてもこれを好意的に検討する。但し，

乙は，放送の形式，内容，時刻及び送信系統を，その都度自主的に決定する。乙は，放迭を見合わ

せる権利を留保する。

２ 乙は，放送の日時等について，すみやかに甲へ報告する。

（連絡者）

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達，第４条第２項に掲げる報告及びこれらに関

する連絡の確実，円滑を図るため，甲は知事本部政策部報道課長，乙は AFN ラジオチーフを連絡

者として定める。

（雑 則）

第６条 この協定の有効期間は，下記署名の遅い方の日付から 10 年聞とする。ただし，この協定

は，当事者双方の文書による合意により，いつでもこれを無効することができ，また当事者の一方

が他方に対し最小限 60 日間の事前予告を文書により行うことによって，これを破棄することがで

きる。この協定の修正は双方の文書による合意によりなされ，連番をとった補遺とする。双方はこ

の協定の現実性と必要性を検証するため，２年ごとに再検討を行う。

この協定は，英語及び日本語により２通を作成し，英文，日本文ともに等しく正文とするが，協定

の解釈にあたっては，英文を優先する。この協定の成立を証するため，当事者署名のうえ各一通を

保有する。

東京都知事本部長 前川耀男

アメリカン・フォーシズ・ネットワーク（AFN）東京局長キース V.レブリング

2003.３.13

（英文略）
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1188 受受援援応応援援にに関関すするる様様式式

（本文222，223頁）
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様式２

応援職員等名簿

年 月 日作成

◆ 本様式は，担当部署における応援職員等の受入れをする際に使用する。

◆ 名簿は，業務ごとに人員を受け入れる都度作成する。

◆ 都本部（人員調整部門又は国・他県市等広域調整部門）への報告は「受援状況報告書（様式

３－１又は３－２）」と合わせて行う。

業 務 名

NO. 応援団体名 氏 名 職種 派遣期間 性別

1 月 日～ 月 日

2 月 日～ 月 日

3 月 日～ 月 日

4 月 日～ 月 日

5 月 日～ 月 日

6 月 日～ 月 日

7 月 日～ 月 日

8 月 日～ 月 日

9 月 日～ 月 日

10 月 日～ 月 日

11 月 日～ 月 日

12 月 日～ 月 日

13 月 日～ 月 日

14 月 日～ 月 日

15 月 日～ 月 日

16 月 日～ 月 日

17 月 日～ 月 日

18 月 日～ 月 日

19 月 日～ 月 日

20 月 日～ 月 日
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1199 災災害害派派遣遣要要請請のの手手続続等等及及びび災災害害派派遣遣部部隊隊のの受受入入態態勢勢

（本文227，228頁）

１ 災害派遣要請の手続等（市長）

(１) 要請手続

市長は，次に掲げる事項を明らかにした文書をもって，都知事に対し派遣要請の斡

旋を要求する。

ただし，緊急を要する場合にあっては，とりあえず電話又は口頭をもって都総務局

総合防災部へ要求し，事後すみやかに文書を送達するものとする。

ア 災害の状況及び派遣を要請する事由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

エ その他参考となるべき事項

(２) 緊急の場合の連絡先

部隊名 課業時間内 課業時間外

陸上自衛隊

第一後方支援連隊（練馬）

第３科長又は通信施設整備幹部

03－3933－1161

内) 2403・2436

部隊当直司令

03－3933－1161

内)2405

２ 災害派遣部隊の受入態勢（市長）

(１) 自衛隊との連絡

市長は，派遣された部隊に対し，市災害対策本部への連絡班の派遣を要請する。ま

た，市は派遣された部隊の要求により，市の連絡班を派遣された部隊へ派遣し，派遣

要請等の接受及び資器材等の迅速な措置がとられるようにする。

(２) 他の機関との競合重複の排除

市長は，自衛隊の活動が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう事前

に関係機関の長と協議連絡し，効率的，重点的に作業が分担できるよう災害対策本部

会議等で調整する。

(３) 作業計画及び資器材の準備

市長は，自衛隊の応急救護活動に関して，自衛隊と協力して先行性のある作業計画

を樹立するとともに，必要な資器材をあらかじめ準備し，施設の使用に際して管理者

の了解をあらかじめ取りつけておく。

(４) 宿舎等の配慮

市長は，派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動ができるよう宿舎等必要な設備を

可能な限り配慮する。

派遣部隊の仮泊地は，資料編22に示す予定地の中から，派遣部隊が効率的かつ円滑

に活動できるよう考慮してその都度決定するものとする。また，資料編22に示す以外

でも，主たる災害地域に近い仮泊地が必要である場合は，別に選定することができる

ものとする。
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(５) ヘリコプター発着地点

市内のヘリコプター発着可能地点は，資料編21のとおりである。また，資料編23

以外でも，主たる災害地域等に近い発着可能地がある場合は，別に選定することがで

きるものとする。
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2200 自自衛衛隊隊災災害害派派遣遣部部隊隊のの仮仮泊泊予予定定地地一一覧覧表表

（本文228，230頁）

施 設 名 所 在 地

収容

可能

人員

炊飯

施設

有無

使用

条件
備考

都立神代高校 若葉町１－46－１ 350 無 都立高校の仮泊

予定地の使用に

ついては，東京

都と調整する。

体育館等

都立調布南高校 多摩川６－２－１ 〃 〃 〃

都立調布北高校 深大寺北町５－39－１ 〃 〃 〃

第一小学校 小島町１－８－１ 〃 有 災害救助活動期

間中その場合に

おいては学校教

育に支障のない

よう留意する。

体育館

第二小学校 国領町４－19－１ 〃 〃 〃

第三小学校 上石原２－19－13 〃 〃 〃

八雲台小学校 八雲台１－１－１ 〃 〃 〃

富士見台小学校 小島町３－20－１ 〃 〃 〃

滝坂小学校 東つつじケ丘１－４－１ 〃 〃 〃

深大寺小学校 深大寺元町５－16－21 〃 〃 〃

上ノ原小学校 柴崎２－26－１ 〃 〃 〃

石原小学校 富士見町１－37－１ 〃 〃 〃

若葉小学校 若葉町３－17－５ 〃 〃 〃

緑ケ丘小学校 緑ケ丘２－16－１ 〃 〃 〃

染地小学校 染地３－１－81 〃 〃 〃

北ノ台小学校 深大寺北町２－41－１ 〃 〃 〃

多摩川小学校 多摩川３－21－１ 〃 〃 〃

杉森小学校 染地２－25－４ 〃 〃 〃

飛田給小学校 飛田給３－29－１ 〃 〃 〃

柏野小学校 深大寺南町１－１－１ 〃 〃 〃

国領小学校 国領町８－１－55 〃 〃 〃

布田小学校 染地１－１－85 〃 〃 〃

調和小学校 西つつじケ丘４－22－６ 〃 〃 〃

調布中学校 富士見町４－17－１ 〃 無 〃

神代中学校 佐須町５－26－１ 〃 〃 〃

第三中学校 染地３－２－７ 〃 〃 〃

第四中学校 若葉町３－15－１ 〃 〃 〃

第五中学校 上石原３－27－１ 〃 〃 〃

第六中学校 国領町３－８－23 〃 〃 〃

第七中学校 八雲台２－16－１ 〃 〃 〃

第八中学校 仙川町２－15－２ 〃 〃 〃

大町スポーツ施設 菊野台３－27－40 〃 〃 〃

第
１
部 

震
災
編



46

2211 ヘヘリリココププタタ－－発発着着可可能能地地点点一一覧覧表表

（本文230，233頁）

施 設 名 所 在 地

発着場

面 積

（㎡）

適否

備考
小型 中型 大型

第一小学校 小島町１－８－１ 4,331 ○ ○ ×

第二小学校 国領町４－19－１ 5,786 ○ ○ ×

第三小学校 上石原２－19－13 7,808 ○ ○ ×

八雲台小学校 八雲台１－１－１ 7,300 ○ ○ ×

富士見台小学校 小島町３－20－１ 5,563 ○ ○ ×

滝坂小学校 東つつじケ丘１－４－１ 3,245 ○ △ × ※１

深大寺小学校 深大寺元町５－16－21 6,985 ○ ○ ×

上ノ原小学校 柴崎２－26－１ 8,264 ○ ○ ×

石原小学校 富士見町１－37－１ 4,331 ○ ○ ×

若葉小学校 若葉町３－17－５ 5,540 ○ △ × ※１

緑ケ丘小学校 緑ケ丘２－16－１ 6,610 ○ ○ △ ※２

染地小学校 染地３－１－81 6,085 ○ ○ ×

北ノ台小学校 深大寺北町２－41－１ 6,385 ○ ○ ×

多摩川小学校 多摩川３－21－１ 6,660 ○ ○ ×

杉森小学校 染地２－25－４ 7,691 ○ ○ ×

飛田給小学校 飛田給３－29－１ 5,489 ○ ○ △ ※２

柏野小学校 深大寺南町１－１－１ 3,767 ○ ○ ×

国領小学校 国領町８－１－55 5,800 ○ ○ ×

布田小学校 染地１－１－85 6,887 ○ ○ ×

調和小学校 西つつじケ丘４－22－６ 3,698 ○ ○ ×

調布中学校 富士見町４－17－１ 29,925 ○ ○ ○

神代中学校 佐須町５－26－１ 9,600 ○ ○ ×

第三中学校 染地３－２－７ 12,941 ○ ○ △ ※２

第四中学校 若葉町３－15－１ 17,026 ○ ○ ○

第五中学校 上石原３－27－１ 10,547 ○ ○ △ ※２

第六中学校 国領町３－８－23 8,517 ○ ○ ×

第七中学校 八雲台２－16－１ 7,664 ○ ○ ×

第八中学校 仙川町２－15－２ 6,493 ○ ○ ×

大町スポーツ施設 菊野台３－27－40 4,951 ○ △ × ※３

※１ 仮設プレハブがある場合着陸困難（中型機）

※２ 着陸可能も，ダウンウォッシュの影響により，学校窓ガラス，周辺住宅へ被害が出る可能性

があります。

※３ UH-１のみ可

各施設での長期運用の際は，ヘリコプター派遣部隊と調整後に，先遣隊による現地偵察を実施す

ることにより，長期運用の可否を判断します。
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2222 陸陸上上自自衛衛隊隊航航空空機機能能力力基基準準（（自自衛衛隊隊））

（本文230頁）

（令和4年8月現在）

機 能

機 種

性 能 飛行制限
装備

部隊
巡航速度

㎞／ｈ

航続時間ｈ

又は航続距

Km

搭載能力: 人

（物資:㎏）

離着陸場所

要面積

長さ×巾ｍ

使用燃料
最小視程

㎞

最低雲高

ｍ

回
転
翼
機
（
 
 
 
 
 
ー
）

ＯＨ－１ 222 550Km 2＋0 35×35 JET－A1
5.0

VMC基準

300

VMC基準

陸
上
自
衛
隊

ＵＨ１Ｊ

（中型ヘリ）
185 370Km 2＋11 40×40 〃 〃 〃

ＵＨ２

（中型ヘリ）
222 2＋11 40×40 〃 〃 〃

６０ＪＡ

（中型ヘリ）
240 470Km 2＋12 50×50 〃 〃 〃

ＣＨ４７Ｊ

（大型ヘリ）
267 537Km 3＋55 100×100 〃 〃 〃

ＣＨ４７ＪＡ

（大型ヘリ）
257 1,037Km 3＋55 100×100 〃 〃 〃

AH-1S

（対戦車ヘリ）
233 520km 2＋0 40×40 〃 〃 〃

固
定
翼
機
（
 
 
 
 
）

ＬＲ－２

（連絡偵察機）
440 1,800Km 2＋8 滑走1,006 〃 〃 〃

陸
上
自
衛
隊

出典：東京都地域防災計画 震災編 資料編

（陸上自衛隊のみ抜粋）
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2233 ヘヘリリココププタタ－－発発着着場場基基準準及及びび表表示示要要領領

（本文230頁）

条件

区分
標 準

発

着

基

準

ＯＨ－１

ＵＨ－１Ｈ（Ｊ）

ＵＨ－２

（中型機）

ＵＨ－６０ＪＡ

（中型機）

ＳＨ－６０Ｊ

（中型機）

ＣＨ－４７Ｊ

ＣＨ－４７ＪＡ

（大型機）
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ＥＣ－２２５

表示要領

１ 着 陸 点：着陸点付近のほぼ中央に石灰等で直径４ｍ
以上の円を描き，中央にＨと記す。

２ 風向指示器：着陸点付近（ 着陸点からなるべく離れた
地点）に吹き流し，又は旗を立てる
(1)布製
(2)風速 25ｍ/秒に耐えられる強度

出典：東京都地域防災計画 震災編 資料編
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2244 各各防防災災機機関関のの通通信信連連絡絡責責任任者者

（本文260頁）

機関名 連絡責任者職名 指定番号

調

布

市

調布市

正 総合防災安全課長
042－481－7345～8

※ 331－611

副 総合防災安全課長補佐
042－481－7345～8

※ 331－611

自

衛

隊

陸上自衛隊 第１師団

第一後方支援連隊

東

京

都

東京都 総務局 総合防災部

正 応急対策課長

03－5388－2455～8

※ 5221

03－5388－2451

※ 5212

夜間防災連絡室

03－5388－2459

副 防災計画課長

東京都 建設局

北多摩南部建設事務所

正 工事第二課長 042－330－1844

※ 401－611副 工務係長

調布消防署
正 警防課長 042－486－0119

内線 300・310副 防災安全係長

調布警察署
正 警備課長 042－486－0110

内線 4600・4612副 警備係長

多摩府中保健所
正 管理課長 042－362－2334

※ 85191副 課長代理（庶務担当）

指
定
地
方
行
政
機
関

国土交通省関東地方整備局

京浜河川事務所

正 管理課長

045－503－4013

副 管理課専門職

指

定

公

共

機

関

調布郵便局
正 総務課長

042－482－2001
副 総務課長代理

ＮＴＴ東日本

東京武蔵野支店

正

東京武蔵野エリア統括

部（エリアコーディネ

イト）担当課長

042-310-9991

副

東京武蔵野エリア統括

部（エリアコーディネ

イト）担当課長

042-310-9993
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機関名 連絡責任者職名 指定番号

指

定

公

共

機

関

東京電力
正 渉外担当部長 042－253－4466

内線 212副 エリア総括班副班長

東京ガス株式会社

東京西支店

正 支店長
042－526－6125

副 副支店長

京王電鉄株式会社

京王中央管区

正 管区長
042－482－2029

副 副駅長

小田急バス株式会社

狛江営業所

正 営業所長
03－3480－1311

副 運行管理者

京王バス株式会社

調布営業所

正 営業所長
042－499－6711

副 副所長

調布市医師会
正 医師会長

042－483－8647
副 事務長

調布市歯科医師会
正 歯科医師会長

042－485－4891
副 事務長

協

力

機

関

調布市建設業協同組合
正 本部長

042－482－0055
副 副本部長

調布管工土木事業協同組合
正 理事長

042－487－3591
副 副理事長

東京都電気工事工業組合

調布地区本部調布支部

正 支部長
042－484－2261

副 副支部長

調布災害防止協会
正 調布消防署長 042－486－0119

事務局内線 210・220副 管理係長

調布市赤十字奉仕団
正 福祉事務所長

042－481－7101
副 社会福祉係長

※は東京都防災行政無線電話
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2255 別別記記様様式式 発発信信用用紙紙・・受受信信用用紙紙

（本文260頁）

発 信 用 紙

本部長 副本部長 総務部長

総務部

総合防災

安全課長

総務部

総合防災安全課

防災安全係長

起案者
本部長室

審 議

庁内

放送

要 否 要

了 了

あて先

件名

年 月 日 時 分

（発信区分－有線，無線，連絡員，庁内放送）

調布市災害対策本部発第 号

本文

摘要（措置その他）

発信済

調布市災害対策本部
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受 信 用 紙

発信機関名 発信担当者名 受信担当者名

総務部

総合防災安全課

防災安全係長

総務部

総合防災

安全課長

本部長

審議

要 否

電話 所属
了

件名

年 月 日 時 分

（受信区分－有線，無線，連絡員）

調布市災害対策本部受第 号

本文

本信に対する措置の大要

調布市災害対策本部

第
１
部 

震
災
編
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2266 震震災災時時のの電電気気通通信信設設備備のの優優先先利利用用のの適適用用範範囲囲

（本文260頁）

１ 非常扱いの通話及び電報は，次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り取り扱

う。

区 分 通話・電報の内容 機 関 等

非常扱い

通話及び

電 報

１

気象，水象，地象若しくは地動の観測

の報告，又は警報に関する事項であっ

て緊急を要する事項

気象機関相互間

２

洪水が発生し，若しくは発生するおそ

れがあることの通報，又はその警報若

しくは予防のため緊急を要する事項

水防機関相互間

消防機関相互間

水防機関と消防機関相互間

３

災害の予防，災害の予防又は救援のた

め緊急を要する事項

相互間

災害救助機関相互間

消防機関と災害救助機関相互間

４

鉄道その他の交通施設の災害予防又は

復旧その他輸送の確保に関し，緊急を

要する事項

輸送の確保に直接関係がある機関相

互間

５
通信施設の災害予防又は復旧その他通

信の確保に関し，緊急を要する事項

通信の確保に直接関係がある機関相

互間

６

電力施設の災害予防又は復旧その他電

力の供給の確保に関し，緊急を要する

事項

電力の供給の確保に直接関係がある

機関相互間

７

秩序の維持のため緊急を要する事項 警察機関相互間

防衛機関相互間

警察機関と防衛機関相互間

８

災害の予防又は救援のため必要な事項 天災，事変その他の非常事態が発生

し，又は発生するおそれがあること

を知った者と前各欄に掲げる機関と

の間
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２ 緊急扱いの通話は，次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り取り扱う。

区 分 通話の内容 機関等

緊急扱い

通 話

１

火災，集団的疫病，交通機関の重大な

事故その他人命の安全に係る事態が発

生し，又は発生するおそれがある場合

において，その予防，救援，復旧等に

関し，緊急を要する事項

非常扱いの通話を取り扱う機関相互間

（前表中８を除く。）

緊急事態が発生し，又は発生するお

それがあることを知った者と上記の機

関との間

２

治安の維持のため緊急を要する事項 警察機関相互間

犯罪が発生し，又は発生するおそれが

あることを知った者と警察機関との間

３
天災，事変，その他の災害に際しての

災害状況の報道を内容とする事項

新聞社，放送事業者又は通信社の機関

相互間

４

水道，ガス等の市民の日常生活に必要

不可欠な役務の提供，その他生活基盤

を維持するため緊急を要する事項

水道の供給の確保に直接関係がある機

関相互間

ガスの供給の確保に直接関係がある機

関相互間

預貯金業務を行う金融機関相互間

国又は地方公共団体相互間

３ 緊急扱いの電報は，次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し，又は配達を受け

る場合に限り取り扱う。

区 分 電報の内容 機関等

緊急扱い

電 報

１

気象，水象，地象もしくは地動の観測

の報告，又は警報に関する事項であっ

て緊急を要する事項

気象機関相互間

２ 前表中１に掲げるもの 前表中１に掲げるもの

第
１
部 

震
災
編
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2277 震震災災時時のの電電気気通通信信設設備備のの優優先先利利用用のの請請求求等等

（本文260頁）

１ 優先利用の請求

区 分 内 容

非常扱い及び

緊急扱い電報

１ 非常扱い及び緊急扱い電報は，ＮＴＴの各営業所であれば，どこでも

発信できる。また，加入電話から申し込む場合は，115番へ申し込む。

２ 非常扱い及び緊急扱い電報を発信するときには，発信人は「非常扱い

及び緊急扱い電報」である旨を告げるものとする。

２ 接続及び電送順位

区 分 内 容

非常扱い電報
全ての電報に優先して取り扱う。ただし，気象業務法に基づく警報よりは

後順位とする。

緊急扱い電報
他の電報に優先して取り扱う。ただし，非常扱い電報よりは後順位とす

る。

３ 料金

区 分 内 容

非常扱い及び

緊急扱い電報
普通電報と同額とする。
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2288 被被害害程程度度のの認認定定基基準準

（本文256，260，614，623頁）

１ 人的被害

(１) 「死者」とは当該災害が原因で死亡し，死体を確認したもの又は死体を確認すること

はできないが，死亡したことが確実なもの。

(２) 「行方不明者」とは，当該災害が原因で所在不明となり，かつ，死亡の疑いのある者

とする。

(３) 「重傷者」とは当該災害により負傷し，医師の治療を受け，又は受ける必要のある者

のうち１ヶ月以上の治療を要する見込みのものとする。

(４) 「軽傷者」とは当該災害により負傷し，医師の治療を受け，又は受ける必要のある者

のうち１ヶ月未満で治療できる見込みの者とする。

２ 住家被害

(１) 「住家」とは，現に居住のために使用している建物をいい，社会通念上の住家である

かどうかを問わない。

(２) 「全壊」とは，住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの，すなわち，住家

全体が倒壊，流出，埋没したもの，または住家の損壊（ここでいう「損壊」とは，住家

が被災により損傷，劣化，傾斜等何らかの変化を生じることにより，補修しなければ元

の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく，補修により

元通りに再使用することが困難なもので，具体的には，住家の損壊若しくは流出した部

分の床面積がその住家の延べ床面積の70％以上に達した程度のもの，又は住家の主要

な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは，住家の構成要素のうち造作等を除い

たものであって，住家の一部として固定された設備を含む。以下に同じ。）の経済的被

害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が50％以上に達した程度

のものとする。

(３) 「半壊」とは住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの，すなわち，

住家の損壊が甚だしいが，補修すれば元通りに使用できる程度のもので，具体的には，

損壊部分がその住家の延べ床面積の20％以上70％未満のもの，又は住家の主要な構成

要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し，その住家の損害割合が20％以

上50％未満のものとする。

(４) 「一部損壊」とは，全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で，補修を必要とす

る程度のものとする。ただし，ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

(５) 「床上浸水」とは，住家の床より上に浸水したものおよび全壊・半壊には該当しない

が，土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。

(６) 「床下浸水」とは，床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。

別表第１

被害程度の認定基準(都総務局)

第
１
部 

震
災
編
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３ 非住家被害

(１) 「非住家」とは，住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとす

る。これらの施設に人が居住しているときは，当該部分は住家とする。

(２) 「公共建物」とは，例えば役場庁舎，公民館，公立保育所等の公用又は公共の用に供

する建物とする。

(３) 「その他」とは，公共建物以外の倉庫，土蔵，車庫等の建物とする。

(４) 非住家被害は，全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。

４ その他

(１) 「田の流出，埋没」とは，田の耕土が流出し，または砂利等のたい積のため，耕作が

不能になったものとする。

(２) 「田の冠水」とは，稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。

(３) 「畑の流失，埋没」及び「畑の冠水」については，田の例に準じて取り扱うものとす

る。

(４) 「文教施設」とは，小学校，中学校，高等学校，大学，高等専門学校，盲学校，聾学

校，養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。

(５) 「道路」とは，道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路のう

ち，橋りょうを除いたものとする。

(６) 「橋りょう」とは道路を連結するために河川，運河等の上に架設された橋とする。

(７) 「河川」とは，河川法(昭和39年法律第167号)が適用され，もしくは準用される河

川もしくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防，護岸，水利，床止

その他の施設もしくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。

(８) 「港湾」とは，港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する水域施設，

外かく施設，けい流施設，または港湾の利用および管理上重要な臨港交通施設とする。

(９) 「砂防」とは，砂防法（明治30年法律第29号）第１条に規定する砂防施設，同法第

３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設または同法第３条の２の規定に

よって同法が準用される天然の河岸とする。

(10) 「清掃施設」とは，ごみ処理及びし尿処理施設とする。

(11) 「鉄道不通」とは，汽車，電車等の運行が不能となった程度の被害とする。

(12) 「被害船舶」とは，ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で，船体が没し，航行

不能になったものおよび流出し，所在が不明になったもの，並びに修理しなければ航行

できない程度の被害をうけたものとする。

(13) 「電話」とは，災害により通信不能となった電話の回線数とする。

(14) 「電気」とは，災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数

とする。

(15) 「水道」とは，上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時

点における戸数とする。

(16) 「ガス」とは，一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち

最も多く供給停止となった時点における戸数とする。

(17) 「ブロック塀」とは，倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。
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(18) 「り災世帯」とは災害により全壊，半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維

持できなくなった生計を一にしている世帯とする。

例えば，寄宿舎，下宿，その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営ん

でいるものについては，これを一世帯として扱い，また同一家屋の親子，夫婦であっ

ても，生活が別であれば分けて取り扱うものとする。

(19) 「り災者」とは，り災世帯の構成員とする。

５ 火災発生

火災発生件数については，地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。

６ 被害金額

(１) 「公立文教施設」とは，公立の文教施設とする。

(２) 「農林水産業施設」とは，農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関す

る法律（昭和25年法律第169号）による補助対象となる施設をいい，具体的には，農

地，農業用施設，林業用施設，漁港施設及び共同利用施設とする。

(３) 「公共土木施設」とは，公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第

97号）による国庫負担の対象となる施設をいい，具体的には，河川，海岸，砂防施設，

林地荒廃防止施設，道路，港湾及び漁港とする。

(４) 「その他の公共施設」とは，公共文教施設，農林水産業施設及び公共土木施設以外の

公共施設をいい，例えば庁舎，公民館，児童館，都立施設等の公用または公共の用に供

する施設とする。

(５) 災害中間年報及び災害年報の公立文教施設，農林水産業施設，公共土木施設及びその

他の公共施設については査定済額を記入し，未査定額（被害見込額）はカッコ外書きす

るものとする。

(６) 「公共施設被害市町村」とは，公立文教施設，農林水産業施設，公共土木施設及びそ

の他の公共施設の被害を受けた市町村とする。

(７) 「農産被害」とは，農林水産業施設以外の農産被害をいい，例えばビニールハウス，

農作物等の被害とする。

(８) 「林産被害」とは，農林水産業施設以外の林産被害をいい，例えば立木，苗木等の被

害とする。

(９) 「畜産被害」とは，農林水産業施設以外の畜産被害をいい，例えば家畜，畜舎等の被

害とする。

(10) 「水産被害」とは，農林水産業施設以外の水産被害をいい，例えば，のり，漁具，

漁船等の被害とする。

(11) 「商工被害」とは，建物以外の商工被害で，例えば工業原料，商品，生産機械器具

等とする。

７ その他

備考欄には，災害発生場所，災害発生年月日，災害の種類及び概況，消防機関の活動

状況その他について簡潔に記入するものとする。

第
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2299 第第１１号号様様式式 職職員員動動員員集集計計表表

（本文 260，614）

職 員 動 員 集 計 表

部名

月 日 時現在

部 長 職 課 長 職 係 長 職
係 員

男 性 女 性

備考（活動内容・車両・無線・出向先等）
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3300 第第２２号号様様式式 避避難難所所収収容容者者名名簿簿

（本文260，614頁）

避 難 所 収 容 者 名 簿

施設名 配置職員名

世帯主氏名 住 所
家 族 構 成 要医療

人 員
要助産
人 員乳 児 幼 児 小学生 中学生 その他

第
１
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3311 第第３３号号様様式式 物物資資経経理理状状況況

（本文260，614頁）

物 資 経 理 状 況

月 日 品 名 保有高 受入数 払出数 残 高 備 考
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3322 第第４４号号様様式式 援援助助物物資資等等給給与与状状況況

（本文260，614頁）

援 助 物 資 等 給 与 状 況

月 日 時現在

◎

給与

(輸送)

先

活動期間 活動態勢 給与内容

◎人員 車両 ◎

品名

◎

数量

調 達

保有別職員 その他 車名 数量 調 達

保有別

自

至

実

延

自

至

実

延

避難所

他

か所

自

至

実

延

第
１
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3333 第第５５号号様様式式 公公共共土土木木施施設設被被害害 下下水水道道施施設設被被害害 上上水水道道施施設設被被害害

（本文260，614頁）

公共土木施設被害

下 水 道 施 設 被 害

上 水 道 施 設 被 害

調査項目
調査対象

被害内容 被害数量
被害金額

（推定）
工事種別 速報事項

施設名 位 置

河 川
か所 ｍ 円

下水道

道 路

橋 梁
きょうりょう

水 道
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3344 第第６６号号様様式式 教教育育施施設設被被害害状状況況

（本文261，614頁）

教 育 施 設 被 害 状 況

月 日 時現在

調査項目 事 項 数 量 被 害 額 推 定 備 考

小学校

全壊（焼） 棟 千円

流 失

半壊（焼）

浸 水

その他

中学校

全壊（焼） 棟 千円

流 失

半壊（焼）

浸 水

その他

第
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3355 第第７７号号様様式式 市市有有財財産産被被害害

（本文261，614頁）

市 有 財 産 被 害

被害物件名 件 数 被害額推定 摘 要

件 円
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3366 第第８８号号様様式式 商商工工業業被被害害状状況況

（本文261，614頁）

商 工 業 被 害 状 況

月 日 時現在

調 査

項 目
事 項 数 量

被 害 額 推 定
摘 要

建 物 金 額

工 場

全壊（焼）
件 ｍ2 千円

流 失

半壊（焼）

浸 水

その他

商 店

全壊（焼）
件 ｍ2 千円

流 失

半壊（焼）

浸 水

その他

その他

全壊（焼）
件 ｍ2 千円

流 失

半壊（焼）

浸 水

その他

第
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3377 第第９９号号様様式式 農農業業被被害害状状況況

（本文261，614頁）

農 業 被 害 状 況

区分

被害形態

農産物名

流 失

土 砂

流 入

埋 没

冠 水
き 裂

陥 没

風 害

の み
その他 計

田畑

（

）

面 積 ha ha ha ha ha ha ha

被 害

減収量
kg kg kg kg kg kg kg

単 価 円 円 円 円 円 円 円

被 害

見込額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（

）

面 積 ha ha ha ha ha ha ha

被 害

減収量
kg kg kg kg kg kg kg

単 価 円 円 円 円 円 円 円

被 害

減収量
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（

）

面 積 ha ha ha ha ha ha ha

被 害

見込額
kg kg kg kg kg kg kg

単 価 円 円 円 円 円 円 円

被 害

見込額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
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3388 第第 1100号号様様式式 農農産産物物被被害害状状況況

（本文261，614頁）

農 産 物 被 害 状 況

区 分 単 位
被 害

備 考
数 量 金 額

稲 ha 千円

麦

果 実

野 菜

その他

第
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3399 第第 1111号号様様式式 被被害害者者台台帳帳

（本文261，614頁）

被 害 者 台 帳

世帯主住所

世帯主氏名

被

災

災 害 要 因
１ 風水害 ２ 震火災 ３ その他

（台風第 号）

被災年月日 年 月 日

被 災 場 所

被災の程度

 

住
家

(1) 全壊（焼） (2) 流出 (3) 半壊（焼）
(4) 一部損壊 (5) 床上浸水（ cm）
(6) 床下浸水

 

人

(1) 死亡 人 (2) 行方不明 人
(3) 負傷 人

摘 要

世

帯

人

員

氏 名 続柄 年齢 備 考
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4400 第第 1122号号様様式式 災災害害応応急急対対策策実実施施報報告告
（本文261，614頁）

災 害 応 急 対 策実 施 報告

年 月 日 時

報 告 班 項 目 措 置
経 費

（概算）

今後の

措 置

避 難 措 置 か所（避難所） 人

世帯

（円）

応急仮設住宅 戸

食 品 給 与 炊き出し か所 給与 人

給 水 人 ℓ

生活必需品給与 全壊・流失 半壊・床上

世帯 世帯

医 療 救護班 救護所 診療人員

班 か所 人

助 産 か所 人

救 出 人

住 宅 の 修 理 戸

生 業 資 金 件

学 用 品 給 与 教科書 学用品

中人・小人 中人・小人

埋 葬 大人 小人

人 人

死 体 捜 索 体

死 体 の 処 理 洗浄 消毒 保存 検案

体 体 体 体

障害物の除去 戸

輸 送 台

人 夫 人

水 防 活 動 か所 人・工法

防 疫 防 疫 班 防 疫 数

班 世帯

ご み 処 理 世帯 t

し 尿 処 理 世帯 ℓ

公共土木施設

応急対策
か所 人・作業

義 捐 金 配 分 世帯

災害救助貸付 件

そ の 他

第
１
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44
11
第第
11
33
号号
様様
式式

災災
害害
速速
報報
・・
被被
害害
確確
定定
報報
告告

（
本
文
2
6
1
，
6
1
4
頁
）

災
害
速
報
・
被
害
確
定
報
告

災
害
速
報

兼
発
生
・
中
間

災
害
確
定
速
報

決
定
・
報
告

区
市
町
村

区
分

被
害

区
分

被
害

災 害 対 策 本 部

区 市 町 村

名
称

報
告
番
号

第
報

（
月

日
時
現
在
）

非
住
家
公
共
建
物

棟
公
立
文
教
施
設

千
円

そ
の

他
棟

農
林
水
産
業
施
設

千
円

  他

田
流
失
・
埋
没

h
a

公
共
土
木
施
設

千
円

報
告
者
名

冠
水

h
a

そ
の
他
の
公
共
施
設

千
円

設
置

月
日

時

区
分

被
害

畑
流
失
・
埋
没

h
a

小
計

千
円

解
散

月
日

時

人 的 被 害

死
者

人
冠

水
h
a

行
方
不
明
者

人
文
教

施
設

か
所

  他

農
産
被
害

千
円

負
傷
者

重
傷

人
病

院
か
所

林
産
被
害

千
円

軽
傷

人
道

路
か
所

畜
産
被
害

千
円

住 家 被 害

全
壊

棟
橋
り

ょ
う

か
所

水
産
被
害

千
円

世
帯

河
川

か
所

商
工
被
害

千
円

人
港

湾
か
所

半
壊

棟
砂

防
か
所

世
帯

水
道

か
所

そ
の

他
千
円

消
防
職
員
出
動
延
人
員
人

人
清

掃
施
設

か
所

被
害

総
額

千
円

消
防
団
員
出
動
延
人
員
人

一
部
損
壊

棟
崖

く
ず
れ

か
所

備 考

１
災
害
発
生
場
所

２
災
害
発
生
年
月
日

３
災
害
の
種
類
概
況

４
消
防
機
関
の
活
動
状
況

５
そ
の
他

世
帯

鉄
道

不
通

か
所

人
船

舶
被
害

隻

床
上
浸
水

棟
通

信
被
害

回
線

世
帯 人

床
下
浸
水

棟

世
帯

り
災

世
帯

数
世
帯

人
り

災
者

数
人
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4422 緊緊急急医医療療救救護護所所設設置置場場所所

（本文291頁）

No. 緊急医療救護所設置箇所 所 在 地 種 類

1 東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町４－11－１ 災害拠点病院

2 医療法人社団桐光会調布病院 下石原３－45－１ 災害拠点連携病院

3 医療法人社団東山会調布東山病院 小島町２－32－17 災害拠点連携病院

4 医療法人社団青山会青木病院 上石原３－33－17 災害医療支援病院

5 医療法人社団飯野病院 布田４－３－２ 災害医療支援病院

6 医療法人社団大和会多摩川病院 国領町５－31－１ 災害医療支援病院

7
特定医療法人研精会

東京さつきホスピタル
東つつじケ丘２－27－１ 災害医療支援病院

8 医療法人社団大坪会北多摩病院 調布ヶ丘４－１－１ 災害医療支援病院

9 医療法人社団欣助会吉祥寺病院 深大寺北町４－17－１ 災害医療支援病院

第
１
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4433 １１ 死死体体捜捜索索状状況況記記録録簿簿・・２２ 死死体体処処理理台台帳帳・・３３ 埋埋葬葬台台帳帳

（本文312頁）

１ 死体捜索状況記録簿

年月日 捜索地区 捜索死体

捜索用機械器具

金 額 備 考

名 称 数量 所有者氏名



75

２ 死体処理台帳

死 亡
年月日

死亡
原因

死体発見
の日時及
び場所

死亡者 遺族 洗浄等の処置費 死体の一時
保存場所，
保存期間

備考

住所氏名 年齢 住所氏名 関係 品名 数量 金額

第
１
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３ 埋葬台帳

死 亡
年月日

死亡
原因

埋 葬
年月日

死 亡 者 埋葬を行った者 埋 葬 費
備

考
住 所
氏 名

年
齢
関
係

住 所
氏 名

棺
（付属
品含）

埋葬又は
火 葬料

骨
箱
計

注 １ 埋葬を行った者が，市長の場合は，備考欄に遺族名を記入する。

２ 埋葬を行った者に埋葬費を支給したときは，その旨を備考欄に記入する。
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4444 帰帰宅宅困困難難者者 心心得得 1100かか条条

（本文326頁）

１ あわてず騒がず，状況確認

２ 携帯ラジオをポケットに

３ つくっておこう帰宅地図

４ ロッカー開けたらスニーカー（防災グッズ）

５ 机の中にチョコやキャラメル（簡易食料）

６ 事前に家族で話し合い（連絡手段，集合場所）

７ 安否確認，ボイスメール（災害用伝言ダイヤル 171）や遠くの親戚

８ 歩いて帰る訓練を

９ 季節に応じた冷暖準備（携帯カイロやタオルなど）

10 声を掛け合い，助け合おう

第
１
部 

震
災
編



78

4455 大大震震災災時時ににおおけけるる広広域域避避難難場場所所（（指指定定緊緊急急避避難難場場所所））

（本文340頁）

No. 広域避難場所
避難地面積

（㎡）
避難区域

最遠距離

(概算)

（ｋｍ）

避難人口

（概算）

（人）

摘要

1

調布基地跡地運

動広場及び大沢

総合グラウンド

一部

508,000 飛田給１丁目，上石原１

丁目，下石原１丁目，富

士見町全域，西町，野水

全域

1.0 18,017 京王線以北

2

都立神代植物公

園及び自由広場

253,600 小島町１丁目，調布ヶ丘

全域，布田１丁目～２丁

目，八雲台全域，国領町

１丁目～２丁目，深大寺

南町全域，深大寺東町全

域，深大寺北町全域，深

大寺元町全域，佐須町全

域

1.5 65,203 京王線以北

3

多 摩 川 河 川敷

（第１区）周辺

（府中市境～多

摩川原橋）

261,900 飛田給２丁目～３丁目，

上石原２丁目～３丁目，

下石原２丁目，下石原３

丁目一部，多摩川１丁目

～２丁目

1.3 22,860 京王線以南

鶴川街道以西

4

多 摩 川 河 川敷

（第２区）周辺

（多摩川原橋～

二ヶ領堰）

241,980 下石原３丁目一部，多摩

川３丁目～７丁目，小島

町２丁目～３丁目，布田

４丁目～５丁目

1.3 25,228 京王線以南

5

多 摩 川 河 川敷

（第３区）周辺

（二ヶ領堰～狛

江市境）

247,800 布田３丁目，布田６丁

目，国領町３丁目～８丁

目，染地全域

1.3 39,879

6

大町スポーツ施

設・市立調和小

学校周辺

48,393 菊野台２丁目～３丁目，

西つつじケ丘４丁目，東

つつじケ丘２～３丁目

1.0 17,319 京王線以南

7

市立神代中・上

ノ原小学校周辺

69,700 柴崎全域，菊野台１丁

目，西つつじケ丘１丁目

～３丁目

1.3 20,354

8

市立緑ヶ丘小学

校周辺

53,465 東つつじケ丘１丁目，仙

川町２丁目～３丁目，緑

ケ丘全域

1.3 12,437

9
ＮＴＴ中央研修

センタ

36,113 入間町全域 0.8 9,124

10
市立第四中・若

葉小学校周辺

31,220 若葉町全域，仙川町１丁

目

0.9 9,159

合計 1,731,058 239,580

※避難人口は令和６年 10 月１日現在の人口を参考にしました。
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4466 避避難難所所（（震震災災時時等等指指定定避避難難所所））一一覧覧表表

（本文340，355頁）

施設名 所在地 電話

床面積(㎡) 収容人員（人） 給

食

施

設

体育館

のみ

校舎を

含めた

もの

一時 長期
感染症

考慮時

1 第一小学校 小島町 1-8-1 042－481－7636 834 4,276 3,488 1,744 417 有

2 第二小学校 国領町 4-19-1 042－485－1245 690 2,658 3,176 1,588 390 有

3 第三小学校 上石原 2-19-13 042－485－1251 648 3,023 3,592 1,796 446 有

4 八雲台小学校 八雲台 1-1-1 042－485－1255 677 3,239 3,848 1,924 478 有

5 富士見台小学校 小島町 3-20-1 042－481－7640 660 2,860 3,416 1,708 425 有

6 滝坂小学校 東つつじケ丘 1-4-1 03－3308－5515 667 2,218 2,644 1,322 328 有

7 深大寺小学校 深大寺元町 5-16-21 042－485－1265 695 2,388 2,836 1,418 350 有

8 上ノ原小学校 柴崎 2-26-1 042－485－1271 663 3,333 3,956 1,978 493 有

9 石原小学校 富士見町 1-37-１ 042－481－7644 722 2,598 3,104 1,552 383 有

10 若葉小学校 若葉町 3-17-5 03－3308－5256 669 2,637 3,104 1,552 381 有

11 緑ケ丘小学校 緑ケ丘 2-16-1 03－3308－6166 638 2,099 2,504 1,252 485 有

12 染地小学校 染地 3-１-81 042－485－1285 683 2,884 3,420 1,710 202 有

13 北ノ台小学校 深大寺北町 2-41-１ 042－485－1291 677 3,242 3,844 1,922 304 有

14 多摩川小学校 多摩川 3-21-1 042－481－7648 644 2,857 3,400 1,700 487 有

15 杉森小学校 染地 2-25-4 042－485－1267 1,219 3,183 3,808 1,904 418 有

16 飛田給小学校 飛田給 3-29-1 042－487－2815 682 2,260 2,700 1,350 426 有

17 柏野小学校 深大寺南町 1-1-1 042－488－2861 774 2,914 3,468 1,734 325 有

18 国領小学校 国領町 8-1-55 042－488－0551 1,169 3,343 4,008 2,004 420 有

19 布田小学校 染地 1-1-85 042－481－7652 1,211 2,644 3,168 1,584 485 有

20 調和小学校 西つつじケ丘 4-22-6 042－485－4818 1,184 3,192 3,956 1,978 364 有

21 調布中学校 富士見町 4-17-1 042－482－0275 2,033 4,318 5,160 2,580 524 無

22 神代中学校 佐須町 5-26-1 042－482－0171 2,107 5,355 6,392 3,196 775 無

23 第三中学校 染地 3-2-7 042－482－0293 2,539 7,277 5,680 2,840 599 無

24 第四中学校 若葉町 3-15-1 03－3308－1175 856 2,968 3,552 1,776 344 無

25 第五中学校 上石原 3-27-1 042－484－1311 1,620 4,334 5,172 2,586 599 無

26 第六中学校 国領町 3-8-23 042－485－5276 821 1,947 2,324 1,162 264 無

27 第七中学校 八雲台 2-16-1 042－487－4521 813 1,963 2,348 1,174 275 無

28 第八中学校 仙川町 2-15-2 03－3309－4131 866 2,116 2,540 1,270 300 無

29 大町ｽﾎﾟｰﾂ施設 菊野台 3-27-40 042－442－6020 669 755 908 454 89 無

市施設収容人数小計 101,516 50,758 11,776 -

30 都立神代高校 若葉町１-46-１ 03－3300－8261 780 － 944 472 無

31 都立調布南高校 多摩川 6-2-1 042－483－0765 1,047 － 1,268 634 無

32 都立調布北高校 深大寺北町 5-39-1 042－487－1860 1,732 － 2,098 1,049 無

都施設収容人数合計 4,310 2,155 0 -

合計 105,826 52,913 11,776 -

※ 都立高校３校は，発災時から帰宅困難者用の一時収容施設及び帰宅支援ステーションとして開設し

ます。

※ 避難所収容人員は体育館及び校舎（都立高校を除く）の利用を想定し，一時は概ね 3.3 ㎡当たりに

４人，長期は２人，感染症考慮時は，使用可能教室を含めた面積をもとに概ね４㎡当たりに１人，通

路を１ｍと定めています。

※ 建物の構造は全て鉄筋コンクリート（ＲＣ造）
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4477 避避難難所所標標識識

（本文340頁）

調布市

調布市

○○

○○

風
ふ う

水
すい

害
がい

Wind and flood damage

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

Landslide disaster

地震
じ し ん

Earthquake

調布市防災マップ

調布市洪水ハザードマップ

○○

避難所開設状況

広 域

こういき

避難

ひなん

場所

ばしょ

Evacuation site

○○

○○

風
ふ う

水
すい

害
がい

Wind and flood damage

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

Landslide disaster

地震
じ し ん

Earthquake

調布市防災マップ

調布市洪水ハザードマップ

○○

避難所開設状況
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調布市

✕✕

○○

風
ふ う

水
すい

害
がい

Wind and water damage

土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

Landslide disaster

地震
じ し ん

Earthquake

調布市防災マップ

調布市洪水ハザードマップ

○○

この避難所は風水害時の避難所としては開設しません

避難所開設状況
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図記号 名称 説明

広域避難場所

地震などによる火災が延焼拡大して地域

全体が危険になったときに避難をするた

めの場所

避難所

災害の危険性が無くなるまでの期間や災

害により自宅に戻れない期間など，一時

的に避難生活をするための場所

風水害

台風や大雨などを原因として，河川の流

量が増加することによって堤防の決壊や

河川の水が堤防を越えたりすることによ

り起こる氾濫

土砂災害

地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱

め，雨や地震などの影響によって急激に

斜面が崩れ落ちるたり，斜面の一部ある

いは全部が地下水の影響と重力によって

ゆっくりと斜面下方に移動する現象

大規模な火事

地震などにより発生した火災で，地域全

体が危険になるほど延焼拡大した火災
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4488 福福祉祉避避難難所所（（二二次次避避難難所所・・震震災災時時等等指指定定避避難難所所））

（本文340頁）

No. 施設名 所 在 地

建築面積

構造 施設内容

一時

収容

人員

(人)

給

食

能

力

同

時

開

設

電 話

1
金子地域福祉

センター

西つつじケ丘

４－43－３

634 ㎡

042-485-5888

鉄筋コンクリ

ート ２階建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

90 有 ○

2
西部地域福祉

センター

上石原

２－15－６

453 ㎡

042-486-1600

鉄筋コンクリ

ート 平屋建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

55 有 ○

3
調布ケ丘地域

福祉センター

調布ケ丘

３－58－２

550 ㎡

042-487-7753

鉄筋コンクリ

ート 平屋建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

84 有 ○

4
染地地域福祉

センター

染地

３－３－１

507 ㎡

042-483-5578

鉄筋コンクリ

ート ２階建

（１階部分）

和室・洋室・

ボランティア室
63 有 ○

5
緑ケ丘地域福

祉センター

緑ケ丘

２－18－49

487 ㎡

03-3326-4861

鉄筋コンクリ

ート 平屋建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

75 有 ○

6
菊野台地域福

祉センター

菊野台

１－38－１

567 ㎡

042-481-5641

鉄筋コンクリ

ート ２階建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

69 有 ○

7
富士見地域福

祉センター

富士見町

４－15－６

499 ㎡

042-483-9652

鉄筋コンクリ

ート 平屋建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

62 有 ○

8
下石原地域福

祉センター

下石原

３－72－１

508 ㎡

042-481-7683

鉄筋コンクリ

ート 平屋建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

63 有 ○

9
入間地域福祉

センター

入間町

１－13－２

814 ㎡

03-3309-4996

鉄筋コンクリ

ート ２階建

和室・洋室

身障者トイレ
125 有 ○

10
深大寺地域福

祉センター

深大寺北町

２－40－１

595 ㎡

042-480-8725

鉄筋コンクリ

ート ２階建

和室・洋室・

ボランティア室

身障者トイレ

69 有 ○

11
子ども発達

センター
西町 290－49

1,925 ㎡

042-486-1190

鉄筋コンクリ

ート ４階建

幼児用トイレ,身

障者トイレ,和

室,洋室

100 有

12 希望の家
富士見町

２－16－33

631 ㎡

042-481-7700

鉄筋コンクリ

ート ２階建

会議室・障害者

トイレ

作業室・食堂

40 無

13 希望の家分場
入間町

１－13－２

199 ㎡

03-3305-7737

鉄筋コンクリ

ート ２階建

作業室・障害者

トイレ
30 無
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No. 施設名 所 在 地

建築面積

構造 施設内容

一時

収容

人員

(人)

給

食

能

力

同

時

開

設

電 話

14

子ども家庭

支援センター

すこやか

国領町

３－1－38

ｺｺｽｸｴｱ

２階

1,500 ㎡

042-481-7733

鉄筋コンクリ

ート ３階建

（２階部分一

部）

地域開放スペー

ス
300 有

15

身体障害者施

設デイセンタ

ー まなびや

西町

290－47

652 ㎡

042-442-9552

鉄筋コンクリ

ート
地域交流室 50 有

16
知的障害者施

設 なごみ

西町

290－４

4,574 ㎡

042-481-7371

鉄筋コンクリ

ート
地域交流室 72 有

17
知的障害者施

設 そよかぜ

西町

290－４

1,099 ㎡

042-481-7663

鉄筋コンクリ

ート
地域交流室 41 無

18
知的障害者施

設 すまいる

西町

290－４

1,099 ㎡

042-481-7723

鉄筋コンクリ

ート
地域交流室 41 無

19

民間協定施設

特別養護老人

ホーム

かしわ園

国領

８－４－６

1,452 ㎡

042-485-2002

鉄筋コンクリ

ート
22 無

20

民間協定施設

至誠ホーム

調布若葉ケア

センター

若葉町

３－１－５

489 ㎡

03-3326-7600
木造耐火 50 有

21

民間協定施設

特別養護老人

ホーム

ときわぎ国領

国領町

８－２－65

6,013 ㎡

03-5438-1011

鉄筋コンクリ

ート

地域交流スペー

ス
50 無

22
東京都立調布

特別支援学校

調布ヶ丘

１－１－２

3,424 ㎡

042-487-7221

鉄筋コンクリ

ート
30 有

23
旭出調布福祉

作業所

小島町

３－26－１

515 ㎡

042-485-5885

鉄筋コンクリ

ート
２階食堂 40 有

24

民間協定施設

特別養護老人

ホーム

らくえん深大

寺

佐須町

１－26－１

1,134 ㎡

042-443-1294

鉄筋コンクリ

ート
交流ホール 30 有

25

民間協定施設

特別養護老人

ホーム

調布八雲苑

八雲台

１－５－５

2,945 ㎡

042-484-8551

鉄筋コンクリ

ート

介護者教室・機

能回復訓練室・

作業訓練室

40 有

26

民間協定施設

小規模特別養

護老人ホーム

神代の杜

深大寺北町

３－31－１

886 ㎡

042-490-1200

鉄筋コンクリ

ート
会議室 16 有
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No. 施設名 所 在 地

建築面積

構造 施設内容

一時

収容

人員

(人)

給

食

能

力

同

時

開

設

電 話

27

民間協定施設

特別養護老人

ホーム

ちょうふ花園

調布市下石原

３－44－１

4,440 ㎡

042-484-2002

鉄筋コンクリ

ート
デイサービス室 20 有

28

民間協定施設

特別養護老人

ホーム

ちょうふの里

調布市西町

290－５

2,523 ㎡

042-441-6650

鉄筋コンクリ

ート

エントランスホ

ール・デイルー

ム

162 有

29
こころの健康

支援センター

調布市布田

5-46-1

621 ㎡

042-490-8166

鉄筋コンクリ

ート
健康活動室 70 有

30

民間協定施設

特別養護老人

ホーム爽爽荘

調布市飛田給

3-37-1

2,254 ㎡

042-480-3011

鉄筋コンクリ

ート

地域交流スペー

ス

デイルーム・面

談室

70 有

31

民間協定施設

特別養護老人

ホーム

仙川くぬぎ園

調布市入間町

2-28-33

4,024 ㎡

03-5787-7668

鉄筋コンクリ

ート

地域交流スペー

ス
20 有

32

民間協定施設

障害福祉サー

ビス事業所シ

ンフォニー

調布市小島町

2-55-4

112.80 ㎡

042-488-4436

鉄筋コンクリ

ート
多目的スペース 15 有

33

民間協定施設

自立支援教室

KiZuNa （ キズ

ナ）調布教室

調布市布田

6-25-8

369 ㎡

042-444-1980

鉄筋コンクリ

ート
運動スペース 25 有

34

公益財団法人

調布ゆうあい

福祉公社

調布市国領町

3-8-1

899 ㎡

042-481-7711

鉄筋コンクリ

ート
57 有

35

民間協定施設

自立支援教室

Kizuna 柴崎駅

前教室

調布市菊野台

1-5-1

倉田ビル 2F

868 ㎡

042-444-0045

鉄筋コンクリ

ート
運動スペース 30 無

36

民間協定施設

障害福祉サー

ビス事業所

爽爽苑

調布市上石原

3-7-8

※震災時のみ

734 ㎡

042-480-8294

鉄筋コンクリ

ート
20 有

一時収容人員（計） 2,196

※ 布田老人憩いの家については，木造建物であることから，地域防災計画上では，収容施設とし

て表示しません。
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4499 一一時時収収容容可可能能施施設設

（本文340頁）

No. 施 設 名 所 在 地

建築面積

構 造
施設

内容

一時収

容可能

人員

（人）

給食

能力電 話

1 グリーンホール

小島町

２－47－１
7,288 ㎡

042－481－7611

鉄筋コン

クリート

ホール

小 ホ －

ル

1,500 有

2 総合福祉センター
小島町

２－47－１

5,740 ㎡

042－481－7613

鉄筋コン

クリート

会議室
500 有

3 文化会館たづくり
小島町

２－33－１

3,916 ㎡

042－441－6111

鉄筋コン

クリート

ホール

会議室
1,000 有

4 せんがわ劇場
仙川町

１－21－５

224 ㎡

03－3300－0611

鉄筋コン

クリート

ホール
172 無

5 青少年交流館
飛田給

１－52－１

213 ㎡

042－481－1115

鉄筋コン

クリート

ホール

会議室
129 無

6 下布田保育園
布田

２－27－４

594 ㎡

042－481－7668

鉄筋コン

クリート
160 有

7 金子保育園
西つつじケ丘

４－16－７

679 ㎡

042－483－4410

鉄筋コン

クリート
185 有

8 上石原保育園
上石原

２－８－３

1,084 ㎡

042－484－0234

鉄筋コン

クリート
200 有

9 第五保育園
国領町

３－12－１

531 ㎡

042－484－2200

鉄筋コン

クリート
145 有

10 神代保育園
西つつじケ丘

１－40－５

545 ㎡

042－485－3103

鉄筋コン

クリート
150 有

11 宮の下保育園
上石原

３－34－10

591 ㎡

042－486－5682

鉄筋コン

クリート
160 有

12 富士見保育園
富士見町

２－３－26

616 ㎡

042－481－7671

鉄筋コン

クリート
170 有

13 東部保育園
若葉町

１－29－21

590 ㎡

03－3307－2081

鉄筋コン

クリート
160 有

14
つつじケ丘児童館

ホール

西つつじケ丘

３－19－１

389 ㎡

042－482－4873

鉄筋コン

クリート
100 無

15 つつじケ丘児童館
西つつじケ丘

３－19－１

214 ㎡

042－482－6201

鉄筋コン

クリート
64 無

16 東部児童館
若葉町

１－29－21

462 ㎡

複合施設のため

延べ床面積

03－3307－6146

鉄筋コン

クリート
130 無

17 国領児童館
国領町

３－８－15

656 ㎡

042－485－8423

鉄筋コン

クリート
180 無

18 多摩川児童館
多摩川

５－１－２

617 ㎡

042－481－7680

鉄筋コン

クリート
170 無
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No. 施 設 名 所 在 地

建築面積

構 造
施設

内容

一時収

容可能

人員

（人）

給食

能力電 話

19 深大寺児童館
深大寺東町

５－14－１

291 ㎡

042－488－7159

鉄筋コン

クリート
160 無

20 富士見児童館
富士見町

１－８－１

595 ㎡

042－481－7677

鉄筋コン

クリート
160 無

21 佐須児童館
佐須町

４－42－２

587 ㎡

複合施設のため

延べ床面積

042－481－0348

鉄筋コン

クリート
150 無

22 西部児童館
上石原

３－21－６

821 ㎡

042－484－0313

鉄筋コン

クリート
220 無

23 緑ケ丘児童館
緑ケ丘

２－20－16

360 ㎡

03－3309－0521

鉄筋コン

クリート
155 無

24 調布ケ丘児童館
調布ケ丘

２－36－１

598 ㎡

042－485－3101

鉄筋コン

クリート
160 無

25 染地児童館
染地

２－41－12

386 ㎡

042－485－3102

鉄筋コン

クリート
160 無

26 東部公民館
若葉町

１－29－21

413 ㎡

03－3309－4505

鉄筋コン

クリート

学習室

会議室

和室

136 有

27 西部公民館
上石原

３－21－6

550 ㎡

042－484－2531

鉄筋コン

クリート

学習室

和室
119 有

28 北部公民館
柴崎

２－５－18

743 ㎡

042－488－2698

鉄筋コン

クリート

学習室

和室

美術室

143 有

29
武者小路実篤

記念館

若葉町

１―８―30

563 ㎡

042-3326-0648

鉄筋コン

クリート
74 無

30 ふじみ交流プラザ
深大寺東町

７－47-１

270 ㎡

042-486-5616

鉄筋コン

クリート
96 有

一時収容人員（計） 7,008

※ 駅及び幹線道路の近くの一時収容可能施設については，駅前滞留者のための施設として利用す

る場合があります。

※ 小・中学校及び要配慮者対策施設等の収容者数が計画数を上回った場合には，対策本部におい

て上記施設の開放を検討し，早期に開放を行います。

※ 一時収容可能施設（市施設）については，小・中学校への避難路が一時的に通行が不可能，ま

た，火災等によって避難路が一時的に遮断された時の避難施設であり，避難した住民はできるだ

け早期に近隣の小・中学校へ安全の確認をして移動するための待機施設として計画します。

※ 障害者・高齢者等で一時収容施設になじめない人のために，市内の高齢者福祉施設，障害者福

祉施設の一時的な利用ができるよう今後調整していきます。
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5500 一一時時滞滞在在施施設設（（帰帰宅宅困困難難者者受受入入施施設設））

（本文325頁）

種

別
No 施 設 名 所 在 地

建築面積
構造 施設内容

収容

人数

（人）電 話

市
公
共
施
設

1 グリーンホール 小島町 2－47－1
7,288 ㎡

042－481－7611
RC 造

ホール

小ホ－ル
1,500

2 総合福祉センター 小島町 2－47－1
5,740 ㎡

042－481－7613
RC 造

会議室
500

3 文化会館たづくり 小島町 2－33－1
3,916 ㎡

042－441－6111
RC 造

ホール

会議室
1,000

4 せんがわ劇場 仙川町 1－21－5
224 ㎡

03－3300－0611
RC 造

ホール
172

5 青少年交流館 飛田給 1－52－1
213 ㎡

042－481－1115
RC 造

ホール

会議室
129

6 つつじケ丘児童館ホール
西つつじケ丘 3－

19－1

389 ㎡

042－482－4873
RC 造 100

7 多摩川児童館 多摩川 5－1－2
617 ㎡

042－481－7680
RC 造 170

8 調布ケ丘児童館 調布ケ丘 2－36－1
598 ㎡

042－485－3101
RC 造 160

9 東部公民館 若葉町 1－29－21
413 ㎡

03－3309－4505
RC 造

学習室

会議室ほか
136

収容人数小計 3,867

都
公
共
施
設

10 調布南高等学校 多摩川 6－2－1 RC 造 465

11
武蔵野の森総合

スポーツプラザ
西町 290－11 RC 造 3,000

12
東京都パラスポーツ

トレーニングセンター
西町 376－3 RC 造 450

収容人数小計 3,915

協
定
施
設

13 宗教法人金龍寺
西つつじケ丘 2－

14－1
RC 造

ホール

駐車場
100

14 宗教法人光源寺
西つつじケ丘 2－

30－1
RC 造

居室

和室
48

15 株式会社京王閣 多摩川 4－31－1 RC 造
屋内平面

スペース
2,335

16 創価学会調布平和会館
西つつじヶ丘 1－

28－9
RC 造

２階大桜･

共戦の間
120

17 アフラックスクエア 小島町 2－33－2 RC 造 ロビー 160

18 電気通信大学校 調布ケ丘 1－5－1 RC 造 講堂 350

収容人数小計 3,113

合計 10,895

※ 神代，調布北高校は，災害時帰宅支援ステーションとして開設されます。（東京都地域防災計画）

※ 協定施設は，施設管理者の帰宅困難者の受入れ可否を確認した後に開設されます。
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5511 避避難難所所運運営営本本部部体体制制（（震震災災時時））

（本文367頁）

部 担 当 班 所属職員 分掌事務

避難所運営

本部

運営本部長 教育部長 １ 避難所の開設及び運営の総括に関

すること。

２ 災害対策本部長室への審議要請及

び報告に関すること。

運営副本部長 市民部長

福祉健康部長

子ども生活部長

運営本部長を補佐し，運営本部長に

事故があるときは，その職務を代理す

る。

運営本部員 避難所を担当する部，課の次

長，課長で構成する。

１ 運営本部の事務を掌理し，対策等

について審議する必要があるときは

審議決定する。

２ 各避難所への要員派遣に関するこ

と。

運営本部担当 総務班 教育総務課 １ 避難所運営本部の運営等に関する

こと。

２ 各避難所に関する情報の総括に関

すること。

３ 本部班及び職員班との調整に関す

ること。

４ 避難所担当の応援に関すること。

避難所担当 避難所班

福祉班

総務班

学務班

市民税課

納税課

市民課

神代出張所

資産税課

子ども政策課

保育課

子ども家庭課

各保育園

児童青少年課

各児童館

生活福祉課

高齢者支援室

(介護保険担当)

障害福祉課

保険年金課

子ども発達センタ

ー

教育総務課

学務課

１ 各避難所の開設準備等に関するこ

と。

２ 避難所運営に係る事務に関するこ

と。

３ 各避難所における被災者の救護等

に関すること。

第
１
部 

震
災
編



90

部 担 当 班 所属職員 分掌事務

避難所班

指導室

社会教育課

公民館

図書館

郷土博物館

市立小中学校

福祉避難所担当 福祉班 福祉総務課

生活福祉課

高齢者支援室

(高齢福祉担当)

(介護保険担当)

障害福祉課

保険年金課

子ども発達センタ

ー

１ 福祉避難所に係る措置の総合調整

に関すること。

２ 福祉避難所の開設及び運営に関す

ること。

３ 福祉避難所の避難者名簿の取りま

とめに関すること。

４ 福祉避難所における被災者の救護

等に関すること。

５ 福祉避難所運営に関する情報の総

括に関すること。
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5522 避避難難所所運運営営本本部部体体制制（（風風水水害害時時））

部 担 当 班 所属職員 分掌事務

避難所運営

本部

運営本部長 教育部長 １ 避難所の開設及び運営の総括に関

すること。

２ 災害対策本部長室への審議要請及

び報告に関すること。

運営副本部長 市民部長

福祉健康部長

子ども生活部長

運営本部長を補佐し，運営本部長に

事故があるときは，その職務を代理す

る。

運営本部員 避難所を担当する部，課の次

長，課長で構成する。

１ 運営本部の事務を掌理し，対策等

について審議する必要があるときは

審議決定する。

２ 各避難所への要員派遣に関するこ

と。

運営本部担当 総務班 教育総務課 １ 避難所運営本部の運営等に関する

こと。

２ 各避難所に関する情報の総括に関

すること。

３ 本部班及び職員班との調整に関す

ること。

４ 避難所担当の応援に関すること。

避難所担当 避難所班

福祉班

総務班

学務班

市民税課

納税課

市民課

神代出張所

資産税課

子ども政策課

保育課

子ども家庭課

各保育園

児童青少年課

各児童館

生活福祉課

高齢者支援室

(介護保険担当)

障害福祉課

保険年金課

子ども発達センター

教育総務課

学務課

指導室

１ 各避難所の開設準備等に関するこ

と。

２ 避難所運営に係る事務に関するこ

と。

３ 各避難所における被災者の救護等

に関すること。
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部 担 当 班 所属職員 分掌事務

避難所班 社会教育課

公民館

図書館

郷土博物館

市立小中学校

福祉避難所担当 福祉班 福祉総務課

生活福祉課

高齢者支援室

(高齢福祉担当)

(介護保険担当)

障害福祉課

保険年金課

子ども発達センタ

ー

１ 福祉避難所に係る措置の総合調整

に関すること。

２ 福祉避難所の開設及び運営に関す

ること。

３ 福祉避難所の避難者名簿の取りま

とめに関すること。

４ 福祉避難所における被災者の救護

等に関すること。

５ 福祉避難所運営に関する情報の総

括に関すること。

(風水害時) （避難所担当） 風水害時

避難所班

( た づ く

り・グリ

ーンホー

ル)

文化生涯学習課

産業振興課

協働推進課

スポーツ振興課

農政課

多様性社会・男女

共同参画推進課

１ 風水害時の避難所運営（たづく

り・グリーンホール）に関するこ

と。

２ 風水害時の避難者（たづくり・グ

リーンホール）名簿の取りまとめに

関すること。

風水害協定

先避難所班

企画経営課

財政課

デジタル行政推進

課

総務課

法制課

人事課

契約課

管財課

営繕課

１ 風水害時災害協定に基づく避難所

の運営

２ 風水害時の避難者名簿の取りまと

めに関すること。

（福祉避難所担

当）

風水害福

祉避難所

班(すこや

か)

子ども政策課

子ども家庭課

保育課

保育園

児童青少年課

児童館

１ 福祉避難所(二次避難所)の開設及

び運営に関すること。

２ 避難者名簿（すこやか）の取りま

とめに関すること。



93

5533 防防災災備備蓄蓄倉倉庫庫

（本文396，673頁）

名 称 所 在 地 面 積 建設年度・構造

緑ケ丘

防災備蓄倉庫

緑ケ丘２－20－16

緑ケ丘児童館
20.48 ㎡

Ｓ59年３月・鉄筋コンクリ－ト

地上２・中地下（１階部分）

仙川

防災備蓄倉庫

仙川町１－21－５

せんがわ劇場
22.67 ㎡

Ｈ19年 12月・鉄筋コンクリ－ト

平屋建

調和小学校

防災備蓄倉庫

西つつじケ丘４－22－６

調和小学校
76.00 ㎡ Ｈ14年９月・鉄筋コンクリ－ト

佐須

防災備蓄倉庫

佐須町４－42－２

佐須児童館
22.27 ㎡

Ｈ16年４月・鉄筋コンクリ－ト

２階建（１階部分）

深大寺

防災備蓄倉庫

深大寺東町５－14－１

深大寺児童館
20.16 ㎡

Ｓ54年 3月・鉄筋コンクリ－ト

地上２・中地下（１階部分）

調布ケ丘

防災備蓄倉庫

調布ケ丘３－58－２

調布ケ丘地域福祉センタ－
20.00 ㎡

Ｓ54年９月・鉄筋コンクリ－ト

平屋建

多摩川

防災備蓄倉庫

多摩川５－１－２

多摩川児童館
20.06 ㎡

Ｓ53年３月・鉄筋コンクリ－ト

平屋建

上石原

防災備蓄倉庫

上石原２－15－６

西部地域福祉センタ－
20.06 ㎡

Ｓ52年９月・鉄筋コンクリ－ト

平屋建

富士見

防災備蓄倉庫

富士見１－８－１

富士見児童館・寄付（都）
20.00 ㎡

Ｓ54年・鉄筋コンクリ－ト

平屋建

深大寺

北町防災倉庫
深大寺北町 1-1-4 56.70 ㎡

S58 年 3月・鉄骨造

２階建

合 計 298.40 m2 （10 箇所）

（R６.３月末）
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5544 大大型型拠拠点点倉倉庫庫（（地地域域内内輸輸送送拠拠点点倉倉庫庫））

（本文396，673頁）

名 称 所 在 地 面 積 建設年度・構造

大町防災倉庫
菊野台３－27－40

市民大町スポーツ施設
252.00 ㎡

Ｈ21年２月・鉄骨造

２階建

小島町防災倉庫 小島町３－98－５ 305.67 ㎡
Ｈ29年３月・鉄骨造

平屋建

味の素スタジアム

（施設内の一部）
西町３７６－３ 800.00 ㎡ 協定に基づく使用

5555 災災害害応応急急対対策策資資材材倉倉庫庫

（本文396，673頁）

名 称 所 在 地 面 積 建設年度・構造

富士見倉庫
富士見町３－２－15

中央自動車道高架下
92.21㎡

S57年・プレハブ造

平屋建

染地防災倉庫
染地２－８－１

大型（被災者一時宿泊所併設）
82.73㎡

H８年・鉄筋コンクリート

２階建（１階部分）
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55
66
備備
蓄蓄
品品
一一
覧覧
（（
避避
難難
所所
・・
避避
難難
所所
以以
外外
））

備備
蓄蓄
品品
一一
覧覧
（（
避避
難難
所所
））

（
本
文
3
9
6
，
6
7
3
頁
）

種 別
品 名

規 格
単 位

第 一 小 学 校

第 二 小 学 校

第 三 小 学 校

八 雲 台 小 学 校

富 士 見 台 小 学 校

滝 坂 小 学 校

深 大 寺 小 学 校

上  原 小 学 校

石 原 小 学 校

若 葉 小 学 校

緑  丘 小 学 校

染 地 小 学 校

北  台 小 学 校

多 摩 川 小 学 校

杉 森 小 学 校

飛 田 給 小 学 校

柏 野 小 学 校

国 領 小 学 校

布 田 小 学 校

調 和 小 学 校

調 布 中 学 校

神 代 中 学 校

第 三 中 学 校

第 四 中 学 校

第 五 中 学 校

第 六 中 学 校

第 七 中 学 校

第 八 中 学 校

大 町   ー  施 設

避 難 所 計

食 料 品 関 係

ア
ル
フ
ァ
米

(
炊
出
し
提
供
型
)

山
菜
お
こ
わ
(5
0
食
/
箱
）

食
1
,
20
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,
20
0
1
,
20
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,
20
0
1
,
20
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,
20
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,
20
0
1
,
20
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,
20
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0
1
,
20
0
1
,
20
0
1
,2
0
0
1
,2
0
0

3
4
,8
00

五
目
ご
は
ん
(5
0
食
/
箱
）

食
1
,
15
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,
15
0
1
,
15
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,
15
0
1
,
15
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,
15
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,
15
0
1
,
15
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,
15
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0
1
,
15
0
1
,
15
0
1
,1
5
0
1
,1
5
0

3
3
,3
50

わ
か
め
ご
は
ん
(
50
食
/箱
）

※
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

食
1
,
25
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,
25
0
1
,
25
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,
25
0
1
,
25
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,
25
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,
25
0
1
,
25
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,
25
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0
1
,
25
0
1
,
25
0
1
,2
5
0
1
,2
5
0

3
6
,2
50

ア
ル
フ
ァ
米

(
個
食
)

※
ア
レ
ル
ギ
ー

28
品
目
不
使
用

わ
か
め
ご
は
ん
(
50
食
/箱
）

食
5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
00

5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

1
4
,5
00

五
目
ご
は
ん
(5
0
食
/
箱
）

食
5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
00

5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

1
4
,5
00

ド
ラ
イ
カ
レ
ー
(
50
食
/箱
）

食
5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
00

5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
00

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

5
00

5
00

5
0
0

5
0
0

1
4
,5
00

ア
ル
フ
ァ
米

(
携
帯
お
に
ぎ
り
)

※
ア
レ
ル
ギ
ー

28
品
目
不
使
用

お
に
ぎ
り
わ
か
め
(5
0
食
/
箱
）

食
4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
00

4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

1
1
,6
00

お
に
ぎ
り
こ
ん
ぶ
(5
0
食
/
箱
）

食
4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
00

4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

1
1
,6
00

ア
ル
フ
ァ
米

(
お
か
ゆ
)個
食

※
ア
レ
ル
ギ
ー

28
品
目
不
使
用

梅
が
ゆ
(
5
0
食
/
箱
）

食
1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

2
,9
0
0

粉
ミ
ル
ク

2
7ｇ
/個

個
1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

2
,9
0
0

飲
料
水

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

5
00
m
l×
2
4
本
/
箱

本
9
60

9
6
0

9
60

9
60

9
60

9
6
0

9
60

9
60

9
60

9
6
0

9
60

9
60

9
6
0

9
6
0

9
6
0

9
60

9
60

9
6
0

2
,0
1
6
2
,
01
6
2
,0
1
6
2
,0
1
6

9
60

2
,
04
0

2
,0
1
6

9
60

3
1
,3
20

ア
ル
ミ
缶

4
80
m
l×
2
4
本
/
箱

本
6
00

1
,2
0
0

1
,
20
0

3
,0
0
0

野
菜
ジ
ュ
ー
ス

1
90
g
×
3
0
本
/
箱

本
2
10

2
1
0

2
10

2
10

2
10

1
,
05
0

2
1
0
1
,0
5
0

2
10

1
,
05
0
1
,0
5
0

2
10

2
10

1
,0
5
0

2
1
0

2
1
0

2
10

1
,
05
0

2
1
0
1
,0
5
0

1
,
05
0

2
1
0
1
,0
5
0

2
10

1
,
05
0
1
,
05
0
1
,0
5
0
1
,0
5
0

1
6
,8
00

ラ
イ
ス
ク
ッ
キ
ー

48
個
/
袋

個
1
92

1
9
2

1
92

1
92

1
92

9
60

1
9
2

9
60

1
92

9
60

9
6
0

1
92

1
92

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
92

9
60

1
9
2

9
6
0

1
9
2

9
60

1
92

9
6
0

1
9
2

9
60

9
60

9
6
0

9
6
0

1
4
,7
84

生 活 必 需 品 ( 日 用 品 )

毛
布

10
枚
/
箱
(
一
部
5
枚
/
１
箱
)

枚
4
00

5
2
0

6
00

4
00

4
00

4
00

8
4
0

4
00

6
40

4
00

4
0
0

5
10

4
00

6
0
0

5
3
0

5
9
0

4
00

5
00

5
0
0

3
4
0

5
8
0

4
00

7
40

4
0
0

6
0
0

4
40

4
00

4
0
0

5
0
0

1
4
,2
30

ア
ル
ミ
ッ
ク
救

急
シ
ー
ト

1
25
c
m×
2
25
ｃ
ｍ

(
20
0
枚
/
箱
）

枚
4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
00

4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
00

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

4
00

4
00

4
0
0

4
0
0

1
1
,6
00

防
寒
・
防
災
用

ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト

2
00
枚
/箱

枚
2
00

2
0
0

2
00

2
00

2
00

2
00

2
0
0

2
00

2
00

2
00

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

5
,8
0
0

要
援
護
者
用
ア

ル
ミ
マ
ッ
ト

1
00
c
m×
1
80
cm
×
8m
m

(
20
枚
/箱
）

枚
2
00

2
0
0

2
00

2
00

2
00

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0
1
,0
0
0

5
,6
0
0

レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ト

枚
1
5
0

3
00

2
0
0

3
0
0

9
50

肌
着
セ
ッ
ト

(
Ｔ
シ
ャ
ツ
・
パ

ン
ツ
・
靴
下
)

男
性
用

枚
1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

2
,9
0
0

女
性
用

枚
1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

2
,9
0
0

子
供
用
オ
ム
ツ

新
生
児
用
(7
6
枚
/
パ
ッ
ク
)

枚
7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

7
6

2
,2
0
4

シ
ー
ト
S
サ
イ
ズ

（
7
0
枚
/
パ
ッ
ク
）

枚
7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

7
0

2
,0
3
0

シ
ー
ト
M
サ
イ
ズ

（
5
6
枚
/
パ
ッ
ク
）

枚
1
12

1
1
2

1
12

1
12

1
12

1
12

1
1
2

1
12

1
12

1
12

1
1
2

1
12

1
12

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
12

1
12

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
12

1
12

1
1
2

1
1
2

1
12

1
12

1
1
2

1
1
2

3
,2
4
8

第
１
部 

震
災
編
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種 別
品 名

規 格
単 位

第 一 小 学 校

第 二 小 学 校

第 三 小 学 校

八 雲 台 小 学 校

富 士 見 台 小 学 校

滝 坂 小 学 校

深 大 寺 小 学 校

上  原 小 学 校

石 原 小 学 校

若 葉 小 学 校

緑  丘 小 学 校

染 地 小 学 校

北  台 小 学 校

多 摩 川 小 学 校

杉 森 小 学 校

飛 田 給 小 学 校

柏 野 小 学 校

国 領 小 学 校

布 田 小 学 校

調 和 小 学 校

調 布 中 学 校

神 代 中 学 校

第 三 中 学 校

第 四 中 学 校

第 五 中 学 校

第 六 中 学 校

第 七 中 学 校

第 八 中 学 校

大 町   ー  施 設

避 難 所 計

パ
ン
ツ
M
サ
イ
ズ

（
5
2
枚
/
パ
ッ
ク
）

枚
1
04

1
0
4

1
04

1
04

1
04

1
04

1
0
4

1
04

1
04

1
04

1
0
4

1
04

1
04

1
0
4

1
0
4

1
0
4

1
04

1
04

1
0
4

1
0
4

1
0
4

1
04

1
04

1
0
4

1
0
4

1
04

1
04

1
0
4

1
0
4

3
,0
1
6

パ
ン
ツ
L
サ
イ
ズ

（
4
4
枚
/
パ
ッ
ク
）

枚
8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

2
,5
5
2

パ
ン
ツ
ビ
ッ
グ
サ
イ
ズ

（
3
8
枚
/
パ
ッ
ク
）

枚
1
14

1
1
4

1
14

1
14

1
14

1
14

1
1
4

1
14

1
14

1
14

1
1
4

1
14

1
14

1
1
4

1
1
4

1
1
4

1
14

1
14

1
1
4

1
1
4

1
1
4

1
14

1
14

1
1
4

1
1
4

1
14

1
14

1
1
4

1
1
4

3
,3
0
6

大
人
用
オ
ム
ツ

M
-L
（
34
枚
/
パ
ッ
ク
）

枚
1
70

1
7
0

1
70

1
70

1
70

1
70

1
7
0

1
70

1
70

1
70

1
7
0

1
70

1
70

1
7
0

1
7
0

1
7
0

1
70

1
70

1
7
0

1
7
0

1
7
0

1
70

1
70

1
7
0

1
7
0

1
70

1
70

1
7
0

1
7
0

4
,9
3
0

L
-L
L
（
3
0
枚
/
パ
ッ
ク
）

枚
1
50

1
5
0

1
50

1
50

1
50

1
50

1
5
0

1
50

1
50

1
50

1
5
0

1
50

1
50

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
50

1
50

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
50

1
50

1
5
0

1
5
0

1
50

1
50

1
5
0

1
5
0

4
,3
5
0

生
理
用
品

昼
羽
な
し

(
2
4
個
入
×
1
8
パ
ッ
ク
/
箱
)

個
4
32

4
3
2

4
32

4
32

4
32

4
32

4
3
2

4
32

4
32

4
32

4
3
2

4
32

4
32

4
3
2

4
3
2

4
3
2

4
32

4
32

4
3
2

4
3
2

4
3
2

4
32

4
32

4
3
2

4
3
2

4
32

4
32

4
3
2

4
3
2

1
2
,5
28

昼
羽
あ
り

(
2
0
個
入
×
1
8
パ
ッ
ク
/
箱
)

個
3
60

3
6
0

3
60

3
60

3
60

3
60

3
6
0

3
60

3
60

3
60

3
6
0

3
60

3
60

3
6
0

3
6
0

3
6
0

3
60

3
60

3
6
0

3
6
0

3
6
0

3
60

3
60

3
6
0

3
6
0

3
60

3
60

3
6
0

3
6
0

1
0
,4
40

夜
羽
あ
り

(
18
個
入
×
18
パ
ッ
ク
/
箱
)

個
3
24

3
2
4

3
2
4

3
24

3
24

3
24

3
24

3
24

3
24

3
24

3
24

3
24

3
24

3
2
4

3
2
4

3
24

3
24

3
24

3
2
4

3
24

3
24

3
24

3
2
4

3
2
4

3
24

3
24

3
2
4

3
2
4

3
24

9
,3
9
6

下
着
ラ
イ
ナ
ー

(
54
個
入
×
24
パ
ッ
ク
/
箱
)

個
1
,
29
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,
29
6
1
,
29
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,
29
6
1
,
29
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,
29
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,
29
6
1
,
29
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,
29
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6
1
,
29
6
1
,
29
6
1
,2
9
6
1
,2
9
6

3
7
,5
84

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ

ッ
シ
ュ

30
枚
×
6
0
個
/
箱

個
6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

1
,7
4
0

哺
乳
び
ん

2
40
m
l

本
2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

3
75

使
い
切
り
哺
乳

ボ
ト
ル

2
50
m
l×
4
個
/
箱

個
9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

9
6

1
,4
4
0

石
鹸

個
1
20

1
2
0

1
20

1
20

1
20

1
2
0

1
20

1
20

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
20

1
20

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
20

1
20

1
2
0

1
2
0

1
20

1
20

1
2
0

1
2
0

2
,8
8
0

組
立
ト
イ
レ

洋
式
(容
量
20
0
L)

基
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

車
い
す
対
応
洋
式

(
容
量
16
0
L)

基
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

和
式
(容
量
30
0
L)

基
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

マ
ン
ホ
ー
ル
ト

イ
レ

一
般
洋
式
タ
イ
プ
/
テ
ン
ト
別
箱

付
台

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
1
08

車
い
す
対
応
洋
式
タ
イ
プ
/
テ
ン

ト
別
箱
付

台
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

5
4

注
入
式
マ
ン
ホ
ー

ル
ト
イ
レ
テ
ン
ト

固
定
用
重
し

満
水
時
1
0
kg
，
黄
色

個
1
2

1
6

1
4

1
6

1
0

1
6

1
2

1
6

1
6

1
6

8
1
6

1
68

携
帯
ト
イ
レ
・

便
器
取
付
型

凝
固
粉
・
衛
生
袋
セ
ッ
ト

(
1
00
個
/
箱
)

個
8
00

8
0
0

8
00

8
00

8
00

8
00

8
0
0

8
00

8
00

8
00

8
0
0

8
00

8
00

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
00

8
00

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
00

8
00

8
0
0

8
0
0

8
00

8
00

8
0
0

2
2
,4
00

凝
固
シ
ー
ト
付
衛
生
袋

(
３
個
組
)

個
9
,7
5
0

9
,7
5
0

9
,7
5
0

9
,7
5
0

3
9
,0
00

携
帯
ト
イ
レ
・

単
独
使
用
型

凝
固
シ
ー
ト
付
チ
ャ
ッ
ク
衛
生

袋
個

2
,
40
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,
40
0
2
,
40
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,
40
0
2
,
40
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,
40
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,
40
0
2
,
40
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,
40
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,4
0
0
2
,
40
0
2
,
40
0
2
,4
0
0

6
7
,2
00

携
帯
ウ
ォ
シ
ュ

レ
ッ
ト

1
04
個
/箱

個
2
08

2
0
8

2
08

2
08

2
08

2
08

2
0
8

2
08

2
08

2
08

2
0
8

2
08

2
08

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
08

2
08

2
0
8

2
0
8

2
0
8

2
08

2
08

2
0
8

2
0
8

2
08

2
08

2
0
8

2
0
8

6
,0
3
2

ﾄ
ｲﾚ
ｯ
ﾄ
ﾍﾟ
ｰﾊ
ﾟ
ｰ

（
ｼﾝ
ｸ
ﾞﾙ
）

6
ロ
ー
ル
(
13
0
m
)
×
8
パ
ッ
ク
/

箱
ﾛ
ｰﾙ

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

9
6

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

9
6

4
8

4
8

9
6

4
8

9
6

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

1
4
4

1
,6
8
0

サ
ー
ジ
カ
ル
マ

ス
ク

2
00
0
枚
入
・
2
4
00
枚
入
/箱

枚
2
,
00
0
2
,0
0
0
2
,0
0
0
2
,0
0
0
2
,
00
0
2
,
00
0
2
,0
0
0
2
,0
0
0
2
,
00
0
2
,
00
0
2
,0
0
0
2
,0
0
0
2
,
00
0
2
,0
0
0
2
,0
0
0
2
,0
0
0
2
,
00
0
2
,
00
0
2
,0
0
0
2
,0
0
0
4
,4
0
0
4
,
40
0
4
,4
0
0
4
,4
0
0
4
,4
0
0
4
,
40
0
4
,
40
0
4
,4
0
0

7
5
,2
00

軍
手

双
2
00

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
00

2
0
0

2
00

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
00

2
00

2
0
0

2
0
0

2
00

5
,8
0
0
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種 別
品 名

規 格
単 位

第 一 小 学 校

第 二 小 学 校

第 三 小 学 校

八 雲 台 小 学 校

富 士 見 台 小 学 校

滝 坂 小 学 校

深 大 寺 小 学 校

上  原 小 学 校

石 原 小 学 校

若 葉 小 学 校

緑  丘 小 学 校

染 地 小 学 校

北  台 小 学 校

多 摩 川 小 学 校

杉 森 小 学 校

飛 田 給 小 学 校

柏 野 小 学 校

国 領 小 学 校

布 田 小 学 校

調 和 小 学 校

調 布 中 学 校

神 代 中 学 校

第 三 中 学 校

第 四 中 学 校

第 五 中 学 校

第 六 中 学 校

第 七 中 学 校

第 八 中 学 校

大 町   ー  施 設

避 難 所 計

ビ
ニ
ー
ル
手
袋

1
00
枚
入
/
箱

箱
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
１

１
2
8

ご
み
袋

M
，
L
各
50
0
枚

枚
1
,
00
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,
00
0
1
,
00
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,
00
0
1
,
00
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,
00
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,
00
0
1
,
00
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,
00
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0
1
,
00
0
1
,
00
0
1
,0
0
0
1
,0
0
0

2
9
,0
00

救 急 医 薬 品 等

救
急
箱

応
急
医
療
品

箱
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
4

6
0

簡
易
医
療
セ
ッ

ト
箱

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
9

非
接
触
体
温
計

個
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

1
45

三
角
巾

枚
1
60

1
6
0

1
60

1
60

1
60

1
60

1
6
0

1
60

1
60

1
60

1
6
0

1
60

1
60

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
60

1
60

1
6
0

1
6
0

1
6
0

1
60

1
60

1
6
0

1
6
0

1
60

1
60

1
6
0

3
2
0

4
,8
0
0

フ
ェ
イ
ス
シ
ー

ル
ド

個
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
５

５
1
40

担
架

台
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

3
0

エ
ア
ス
ト
レ
ッ

チ
ャ
ー

台
1

1
2

車
い
す

台
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

救
護
マ
ッ
ト

10
枚
/
箱

枚
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2
70

テ
ン
ト

3
.0
m
×
6
.
0m

張
1

1
1

1
1

1
1

1
1

9

手
指
消
毒
液

(
ア
ル
コ
ー
ル

ジ
ェ
ル
)

１
L
×
10
本
/
箱

本
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2
20

消
毒
・
除
菌
液

5
00
m
l×
6
本
/
箱

本
６

６
６

６
６

６
６

4
2

要 支 援 者 関 係 品

筆
談
器

個
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

8
7

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

対
策
用
ビ
ブ
ス

オ
レ
ン
ジ

枚
1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

2
80

支
援
者
ビ
ブ
ス

ピ
ン
ク

枚
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

障
害
者
用
ビ
ブ
ス
黄
色

枚
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
2

5
1

要
配
慮
者
・
支

援
者
テ
ー
プ

黄
色
・
ピ
ン
ク

組
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

小 型 備 蓄 資 材

乾
電
池

単
1
10
本
/箱
,4
本
/パ
ッ
ク

本
5
2

8
0

5
2

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

5
2

8
0

6
0

8
0

8
0

5
2

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

8
0

2
,0
7
6

単
2
10
本
/箱
,4
本
/パ
ッ
ク

本
5
2

8
0

5
2

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

5
2

8
0

6
0

8
0

8
0

5
2

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

5
2

8
0

8
0

8
0

8
0

2
,0
7
6

単
3
40
本
/箱
,2
0
本
/
パ
ッ
ク

本
2
00

4
8
0

2
00

4
80

2
00

4
80

4
8
0

4
80

2
00

4
80

3
6
0

4
80

4
80

2
0
0

4
8
0

2
0
0

4
80

4
80

4
8
0

4
8
0

2
0
0

4
80

4
80

4
8
0

2
0
0

4
80

4
80

4
8
0

4
8
0

1
1
,5
60

ラ
ジ
オ
付
ラ
イ
ト

個
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

7
5

5
5

5
5

5
5

5
5

1
47

懐
中
電
灯

個
2

1
2

5
2

2
1

4
2

2
5

2
5

2
6

2
4

2
2

2
4

4
4

2
1

2
3

7
5

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ

メ
ガ
ホ
ン

個
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

3
0

伝
言
シ
ー
ト

巻
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

養
生
テ
ー
プ

2
5m

巻
3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

3
0

8
70

サ
ラ
ン
ラ
ッ
プ

本
1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

4
35

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
3
.6
m
×
5
.
4m
(1
0
枚
/
1
包
)

枚
1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
00

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

1
0
0

9
0

1
00

1
00

6
0

1
0
0

1
0
0

1
00

2
85

1
0
0

1
0
0

1
00

1
00

1
0
0

2
0
0

3
,1
3
5

1
.8
m
×
1
.
8m
(5
0
枚
/
1
包
)

枚
3
0
0

4
0
0

7
00

備 蓄 資 機 材   

ロ
ン
テ
ナ
-

(
10
L
）

40
個
入
・
50
個
入
・
10
0
個
入

/
箱

個
1
90

2
4
0

2
40

2
40

4
40

2
40

2
4
0

2
40

2
40

2
40

2
4
0

2
40

2
40

2
4
0

2
4
0

1
9
0

2
40

2
40

2
4
0

9
0

2
4
0

2
40

2
40

2
4
0

2
9
0

2
40

2
40

2
4
0

6
,7
2
0

組
立
水
槽

器
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

ミ
ズ
コ
ン
（
応
急

給
水
シ
ス
テ
ム
）

台
1

1
3

4
4

3
3

4
2

3
4

3
2

第
１
部 

震
災
編
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種 別
品 名

規 格
単 位

第 一 小 学 校

第 二 小 学 校

第 三 小 学 校

八 雲 台 小 学 校

富 士 見 台 小 学 校

滝 坂 小 学 校

深 大 寺 小 学 校

上  原 小 学 校

石 原 小 学 校

若 葉 小 学 校

緑  丘 小 学 校

染 地 小 学 校

北  台 小 学 校

多 摩 川 小 学 校

杉 森 小 学 校

飛 田 給 小 学 校

柏 野 小 学 校

国 領 小 学 校

布 田 小 学 校

調 和 小 学 校

調 布 中 学 校

神 代 中 学 校

第 三 中 学 校

第 四 中 学 校

第 五 中 学 校

第 六 中 学 校

第 七 中 学 校

第 八 中 学 校

大 町   ー  施 設

避 難 所 計

東
京
都
応
急

給
水
シ
ス
テ
ム

応
急
給
水
栓
用
(
黄
色
バ
ッ
グ
)
セ
ッ
ト

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
8

消
火
栓
用
(
青
色
バ
ッ
グ
)

セ
ッ
ト

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
6

発
電
機

ガ
ソ
リ
ン
対
応

台
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

プ
ロ
パ
ン
・
カ
セ
ッ
ト
ガ
ス
対
応

台
1

1
1

3

ガ
ソ
リ
ン
・
低
圧
LP
ガ
ス
対
応

台
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
5

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
発
電
機

台
1

1
1

1
1

2
1

1
9

ガ
ソ
リ
ン
缶
詰

１
L
×
4
缶
/箱

缶
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

2
32

ガ
ソ
リ
ン
携
行

缶

緑
色
缶

缶
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

赤
色
缶

缶
1

1

灯
油
用
携
行
缶

缶
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
2

投
光
器

(
ラ
ン
プ
)

※
コ
ン
セ
ン
ト
取
付
使
用

個
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
8
4

L
ED
投
光
器

(
充
電
式
)

基
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
8

L
ED
ス
タ
ン
ド
ラ

イ
ト
(
充
電
式
)
※
充
電
式

台
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

7
5

L
ED
パ
イ
プ
ラ

イ
ト

4
0W
相
当

本
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

5
0

簡
易
ラ
イ
ト

(
ル
ミ
カ
ラ
イ
ト
)
赤
・
白
・
黄
各
20
本
/箱

本
1
80

1
8
0

1
80

1
80

1
80

1
80

1
8
0

1
80

1
80

1
80

1
8
0

1
80

1
80

1
8
0

1
8
0

1
8
0

1
80

1
80

1
8
0

1
8
0

1
8
0

1
80

1
80

1
8
0

1
8
0

1
80

1
80

1
8
0

5
,0
4
0

ク
イ
ッ
ク
パ
ー

テ
ィ
シ
ョ
ン

2
10
㎝
×
2
10
㎝
×
1
8
0
㎝

張
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
8

石
油
ス
ト
ー
ブ

乾
電
池
使
用
タ
イ
プ

台
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
8

電
源
使
用
タ
イ
プ

台
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
5
6

ス
ト
ー
ブ
用
接

触
防
止
柵

個
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
8
4

大
型
扇
風
機

台
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

8
4

4
4

8
1
12

炊
出
し
釜

大
個

1
1

2

中
個

2
2

2
2

2
2

2
1
4

小
個

2
2

4

固
形
燃
料

個
3
00

3
0
0

6
00

3
00

3
60

3
00

3
0
0

3
00

6
00

3
00

3
0
0

3
00

3
00

6
0
0

3
0
0

3
0
0

3
60

3
00

2
8
8

3
0
0

2
4
0

3
00

2
25

3
0
0

3
0
0

3
00

3
00

3
6
0

3
0
0

9
,6
3
3

マ
ッ
チ
付
ロ
ー

ソ
ク

本
3
60

3
0
0

2
40

3
00

6
00

3
00

3
0
0

4
80

2
40

3
00

3
0
0

3
00

2
40

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
00

3
00

3
0
0

3
0
0

2
4
0

3
00

3
00

3
0
0

4
8
0

3
00

3
00

3
0
0

3
6
0

9
,2
4
0

コ
ー
ド
リ
ー
ル

台
3

2
2

2
3

2
3

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

3
2

2
3

2
2

2
2

2
2

2
4

6
5

工
具
類

(
セ
ッ
ト
)

ス
コ
ッ
プ
(
剣
)
・
バ
ー
ル
各
2
,

つ
る
は
し
・
番
線
カ
ッ
タ
ー
・

の
こ
ぎ
り
各
1

セ
ッ
ト

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
9

ジ
ャ
ッ
キ

台
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

大
バ
ー
ル

本
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

3
0

救
助
用
ロ
ー
プ

長
さ
不
明

本
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
4

6
0

脚
立

個
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9

組
立
式

リ
ヤ
カ
ー

個
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
9
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種 別
品 名

規 格
単 位

第 一 小 学 校

第 二 小 学 校

第 三 小 学 校

八 雲 台 小 学 校

富 士 見 台 小 学 校

滝 坂 小 学 校

深 大 寺 小 学 校

上  原 小 学 校

石 原 小 学 校

若 葉 小 学 校

緑  丘 小 学 校

染 地 小 学 校

北  台 小 学 校

多 摩 川 小 学 校

杉 森 小 学 校

飛 田 給 小 学 校

柏 野 小 学 校

国 領 小 学 校

布 田 小 学 校

調 和 小 学 校

調 布 中 学 校

神 代 中 学 校

第 三 中 学 校

第 四 中 学 校

第 五 中 学 校

第 六 中 学 校

第 七 中 学 校

第 八 中 学 校

大 町   ー  施 設

避 難 所 計

流
水
タ
ン
ク
用

手
動
ポ
ン
プ

台
1

1
1

1
1

5

ヘ
ル
メ
ッ
ト

個
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

1
45

初
動
要
員
用
ベ

ス
ト

着
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

1
45

初
動
要
員
用
安

全
靴
（
ス
ニ
ー

カ
ー
タ
イ
プ
）

2
6.
0
cm

足
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

8
7

2
7.
0
ｃ
ｍ

足
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

5
8

L
ED
照
明

庫
内
照
明
用

個
3

3
9

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

9
3

バ
ケ
ツ

個
2
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

3
00

簡
易
テ
ン
ト
・

簡
易
ベ
ッ
ド

セ
ッ
ト

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
8
7

第
１
部 

震
災
編
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備備
蓄蓄
品品
一一
覧覧
（（
避避
難難
所所
以以
外外
））

（
本
文
3
9
6
，
6
7
3
頁
）

種 別
品 名

規 格
単 位

緑  丘 防 災 備 蓄 倉 庫

仙 川 防 災 備 蓄 倉 庫

佐 須 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 防 災 備 蓄 倉 庫

調 布 ヶ 丘 防 災 備 蓄 倉 庫

多 摩 川 防 災 備 蓄 倉 庫

上 石 原 防 災 備 蓄 倉 庫

富 士 見 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 北 町 防 災 倉 庫

大
型
倉
庫

都 立 調 布 南 高 等 学 校

都 立 調 布 北 高 等 学 校

都 立 神 代 高 等 学 校

都 立 調 布 特 別 支 援 学 校

桐 朋 学 園

文 化 会 館     

民
間
協
定
団
体

避 難 所 以 外  場 所 計

避 難 所  避 難 所 以 外  

場 所  総 計

染 地 防 災 倉 庫

大 町 防 災 倉 庫

小 島 町 防 災 倉 庫

富 士 見 資 機 材 倉 庫

特 別 養 護 老 人  ー  

 ょ    里

特 別 養 護 老 人  ー  

   園

至 誠  ー  

調 布 若 葉      ー

特 別 養 護 老 人  ー  

    国 領

旭 出 調 布 福 祉 作 業 所

特 別 養 護 老 人  ー  

    深 大 寺

特 別 養 護 老 人  ー  

爽 爽 荘

特 別 養 護 老 人  ー  

仙 川    園

自 立 支 援 教 室       

調 布 調 布 教 室

自 立 支 援 教 室       

調 布 柴 崎 駅 前 教 室

日 本 郵 船 株 式 会 社

飛 田 給 体 育 場

食 料 品 関 係

ア
ル
フ
ァ
米

(炊
出
し
提
供
型
)

山
菜
お
こ
わ

(5
0
食
/箱
）

食
9
50

70
0

1
,6
50

3
6,
45
0

五
目
ご
は
ん

(5
0
食
/箱
）

食
2
,0
00

2
,0
00

3
5,
35
0

わ
か
め
ご
は
ん

(5
0
食
/箱
）

※
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

食
3
,0
00

3,
00
0

3
,0
00

3
,0
00

2
,3
00

25
0

1
,2
00

25
0

25
0

2
50

1
,7
50

1
8,
25
0

5
4,
50
0

ア
ル
フ
ァ
米

(個
食
)

※
ア
レ
ル
ギ
ー
2
8

品
目
不
使
用

わ
か
め
ご
は
ん

（
50
食
/
箱
）

食
3,
30
0

3,
30
0

2
,8
00

1,
70
0

1
1,
10
0

2
5,
60
0

五
目
ご
は
ん

(5
0
食
/箱
）

食
3,
30
0

3,
30
0

2
,8
00

2,
30
0

1
1,
70
0

2
6,
20
0

ド
ラ
イ
カ
レ
ー

(5
0
食
/箱
）

食
3,
30
0

3,
30
0

2
,8
00

2,
45
0

1
1,
85
0

2
6,
35
0

ア
ル
フ
ァ
米

(携
帯
お
に
ぎ
り
)

※
ア
レ
ル
ギ
ー
2
8

品
目
不
使
用

お
に
ぎ
り
わ
か
め

(5
0
食
/箱
）

食
2,
30
0

2,
30
0

1
,5
00

1,
45
0

7
,5
50

1
9,
15
0

お
に
ぎ
り
こ
ん
ぶ

(5
0
食
/箱
）

食
2,
30
0

2,
30
0

1
,5
00

1,
95
0

8
,0
50

1
9,
65
0

ア
ル
フ
ァ
米

(お
か
ゆ
)
個
食

※
ア
レ
ル
ギ
ー
2
8

品
目
不
使
用

梅
が
ゆ

(5
0
食
/箱
）

食
3
00

3
00

3
00

10
0

2
00

10
0

1
,3
00

4,
20
0

塩
こ
ん
ぶ
が
ゆ

(5
0
食
/箱
）

食
3
00

3
00

3
00

9
00

90
0

粉
ミ
ル
ク

27
ｇ
/個

個
1
00

1
60

2
60

3,
16
0

粉
ミ
ル
ク

※
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

17
ｇ
/個

個
12
0

1
20

12
0

と
ろ
み
剤

10
本
/
袋

本
10
0

1
00

10
0

飲
料
水

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

50
0m
l×
2
4
本
/箱

本
2,
04
0

2,
04
0

3,
26
4
44,,
22
9966

9
,9
12

4,
00
8

2,
04
0

19
2

9
60

19
2

1
92

19
2

1
92

1
92

1
92

19
2

1
92

2
,1
60

3
2,
44
8

6
3,
76
8

ア
ル
ミ
缶
4
80
ml

×
24
本
/
箱

本
6
00

4,
20
0

6
00

6
00

3
,0
00

9
,0
00

1
2,
00
0

野
菜
ジ
ュ
ー
ス

19
0g
×
30
本
/
箱

本
1
,7
40

1
,7
40

1
8,
54
0

ラ
イ
ス
ク
ッ
キ
ー

48
個
×
箱

個
2
,6
40

2,
64
0

5
,2
80

2
0,
06
4

ク
ラ
ッ
カ
ー

26
枚
×
3
5
袋
×
2

缶
/箱

袋
19
,0
40

28
0

3
50

2
80

28
0

2
80

2
0,
5
10

2
0,
51
0

ア
ル
フ
ァ
米

(炊
出
し
提
供
型
)

【
東
京
都
寄
託
品
】

五
目
ご
は
ん

(5
0
食
/箱
）

食
10
,0
00

1
0,
00
0

1
0,
00
0

ア
ル
フ
ァ
米

(個
食
)

【
東
京
都
寄
託
品
】

白
米
(5
0
食
/
箱
）

食
2
,6
00

2
,6
00

2,
60
0

白
粥
(5
0
食
/
箱
）

食
5
,0
00

5
,0
00

5,
00
0

生 活 必 需 品

（ 日 用 品 ）

毛
布

10
枚
/
箱

(一
部

5
枚
/
箱
)

枚
7
60

40
0

40
0

6
00

5
20

40
0

6
00

40
0

61
0

2
,5
60

6,
00
0

40
0

3
0

20
0

4
80

10
0

1
00

1
00

6
0

5
0

1
00

2
00

1
5,
07
0

2
9,
30
0

ア
ル
ミ
ッ
ク
救
急
シ

ー
ト

12
5c
m×
2
25
cm

(2
00
枚
/
箱
)

枚
40
0

4
00

1
2,
00
0
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種 別
品 名

規 格
単 位

緑  丘 防 災 備 蓄 倉 庫

仙 川 防 災 備 蓄 倉 庫

佐 須 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 防 災 備 蓄 倉 庫

調 布 ヶ 丘 防 災 備 蓄 倉 庫

多 摩 川 防 災 備 蓄 倉 庫

上 石 原 防 災 備 蓄 倉 庫

富 士 見 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 北 町 防 災 倉 庫

大
型
倉
庫

都 立 調 布 南 高 等 学 校

都 立 調 布 北 高 等 学 校

都 立 神 代 高 等 学 校

都 立 調 布 特 別 支 援 学 校

桐 朋 学 園

文 化 会 館     

民
間
協
定
団
体

避 難 所 以 外  場 所 計

避 難 所  避 難 所 以 外  

場 所  総 計

染 地 防 災 倉 庫

大 町 防 災 倉 庫

小 島 町 防 災 倉 庫

富 士 見 資 機 材 倉 庫

特 別 養 護 老 人  ー  

 ょ    里

特 別 養 護 老 人  ー  

   園

至 誠  ー  

調 布 若 葉      ー

特 別 養 護 老 人  ー  

    国 領

旭 出 調 布 福 祉 作 業 所

特 別 養 護 老 人  ー  

    深 大 寺

特 別 養 護 老 人  ー  

爽 爽 荘

特 別 養 護 老 人  ー  

仙 川    園

自 立 支 援 教 室       

調 布 調 布 教 室

自 立 支 援 教 室       

調 布 柴 崎 駅 前 教 室

日 本 郵 船 株 式 会 社

飛 田 給 体 育 場

防
寒
・
防
災
用
ブ

ラ
ン
ケ
ッ
ト

20
0
枚
/箱

枚
45
0

45
0

9
00

6,
70
0

要
援
護
者
用
ア
ル

ミ
マ
ッ
ト

10
0c
m×
1
80
cm
×

8m
m(
20
枚
/
箱
)

枚
5
20

40
20
0

7
60

6,
36
0

レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ト

枚
50

1
00

10
0

10
0

1
00

4
50

1,
40
0

肌
着
セ
ッ
ト

(T
シ
ャ
ツ
・
パ
ン

ツ
・
靴
下
)

男
性
用

枚
1
00

10
0

10
0

1
00

1
00

10
0

1
00

10
0

3
40

2,
22
0

50
0

3
,8
60

6,
76
0

女
性
用

枚
1
00

10
0

10
0

1
00

1
00

10
0

1
00

10
0

3
40

2,
22
0

50
0

3
,8
60

6,
76
0

子
供
用
オ
ム
ツ

新
生
児
用

(7
6
枚
/パ
ッ
ク
）

枚
38
0

3
04

38
0

1
,0
64

3,
26
8

シ
ー
ト
S
サ
イ
ズ

(7
0
枚
/パ
ッ
ク
)

枚
35
0

2
80

35
0

9
80

3,
01
0

シ
ー
ト
M
サ
イ
ズ

(5
6
枚
/パ
ッ
ク
）

枚
56
0

4
48

56
0

1
,5
68

4,
81
6

パ
ン
ツ
M
サ
イ
ズ

(5
2
枚
/パ
ッ
ク
）

枚
1
04

10
4

1
04

41
6

3
12

41
6

1
,4
56

4,
47
2

パ
ン
ツ
L
サ
イ
ズ

(4
4
枚
/パ
ッ
ク
）

枚
88

8
8

88
35
2

2
64

35
2

1
,2
32

3,
78
4

パ
ン
ツ
ビ
ッ
グ
サ

イ
ズ
(3
8
枚
/
パ
ッ

ク
）

枚
1
14

11
4

1
14

45
6

3
42

45
6

1
,5
96

4,
90
2

大
人
用
オ
ム
ツ

M-
L

(3
4
枚
/ １
パ
ッ
ク
）

枚
3
40

3
40

3
40

51
0

3
40

5
10

2
,3
80

7,
31
0

L-
LL

(3
0
枚
/１
パ
ッ
ク
）

枚
3
00

3
00

3
00

45
0

3
00

4
50

2
,1
00

6,
45
0

生
理
用
品

昼
羽
な
し
(2
4
個

×
18
パ
ッ
ク
/
箱
)

個
2,
16
0

1
,7
28

2,
16
0

6
,0
48

1
8,
57
6

昼
羽
あ
り
(2
0
個

×
18
パ
ッ
ク
/
箱
)

個
1,
80
0

1
,4
40

1,
80
0

5
,0
40

1
5,
48
0

夜
羽
あ
り
(1
8
個

×
18
パ
ッ
ク
/
箱
)

個
1,
62
0

1
,2
96

1,
62
0

4
,5
36

1
3,
93
2

下
着
ラ
イ
ナ
ー

(5
4
個
×
24
パ
ッ
ク

/箱
)

個
6,
48
0

5
,1
84

6,
48
0

1
8,
14
4

5
5,
72
8

ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ

シ
ュ

30
枚
×
6
0
個
/
箱

個
0

1,
74
0

哺
乳
び
ん

24
0m
l

本
25

2
5

50
42
5

使
い
切
り
哺
乳
ボ

ト
ル

25
0m
×
4
個
/
箱

個
38
4

3
84

4
80

1
,2
48

2,
68
8

石
鹸

個
12
0

1
20

3,
00
0

組
立
ト
イ
レ

洋
式
(容
量
20
0L
)

基
1
8

1
1

20
3
1

車
い
す
対
応
洋
式

(容
量
16
0L
)

基
1
8

1
1

20
3
1

和
式
(容
量
30
0L
)

基
3
6

2
2

5
45

6
7

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ

一
般
洋
式
水
洗
タ

イ
プ
/テ
ン
ト
別

箱
付

台
1

2
8

29
2
9

第
１
部 

震
災
編
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種 別
品 名

規 格
単 位

緑  丘 防 災 備 蓄 倉 庫

仙 川 防 災 備 蓄 倉 庫

佐 須 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 防 災 備 蓄 倉 庫

調 布 ヶ 丘 防 災 備 蓄 倉 庫

多 摩 川 防 災 備 蓄 倉 庫

上 石 原 防 災 備 蓄 倉 庫

富 士 見 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 北 町 防 災 倉 庫

大
型
倉
庫

都 立 調 布 南 高 等 学 校

都 立 調 布 北 高 等 学 校

都 立 神 代 高 等 学 校

都 立 調 布 特 別 支 援 学 校

桐 朋 学 園

文 化 会 館     

民
間
協
定
団
体

避 難 所 以 外  場 所 計

避 難 所  避 難 所 以 外  

場 所  総 計

染 地 防 災 倉 庫

大 町 防 災 倉 庫

小 島 町 防 災 倉 庫

富 士 見 資 機 材 倉 庫

特 別 養 護 老 人  ー  

 ょ    里

特 別 養 護 老 人  ー  

   園

至 誠  ー  

調 布 若 葉      ー

特 別 養 護 老 人  ー  

    国 領

旭 出 調 布 福 祉 作 業 所

特 別 養 護 老 人  ー  

    深 大 寺

特 別 養 護 老 人  ー  

爽 爽 荘

特 別 養 護 老 人  ー  

仙 川    園

自 立 支 援 教 室       

調 布 調 布 教 室

自 立 支 援 教 室       

調 布 柴 崎 駅 前 教 室

日 本 郵 船 株 式 会 社

飛 田 給 体 育 場

一
般
洋
式
タ
イ
プ

/テ
ン
ト
別
箱
付

台
4

4
11
2

車
い
す
対
応
洋
式

タ
イ
プ
/
テ
ン
ト

付
別
箱

台
2

2
5
6

注
入
式
マ
ン
ホ
ー

ル
ト
イ
レ
テ
ン
ト

固
定
用
重
し

満
水
時
1
0k
g,
黄
色

個
0

16
8

携
帯
ト
イ
レ
・
便

器
取
付
型

凝
固
粉
・
衛
生
袋

セ
ッ
ト
（
10
0
個
/

箱
）

個
4,
60
0

1,
00
0

5
,6
00

2
8,
00
0

凝
固
シ
ー
ト
付
衛

生
袋
(3
個
組
)

個
0

3
9,
00
0

携
帯
ト
イ
レ
・
単

独
使
用
型

凝
固
シ
ー
ト
付
チ

ャ
ッ
ク
衛
生
袋

個
1
50

1
50

1
50

90
0

2
2,
80
0

10
0

7
50

2
5,
00
0

9
2,
20
0

ミ
ニ
タ
イ
プ

個
4,
00
0

4
,0
00

4,
00
0

携
帯
ウ
ォ
シ
ュ
レ

ッ
ト

10
4
個
/箱

個
20
8

2
08

6,
24
0

簡
易
ト
イ
レ

自
動
ラ
ッ
プ
式
ト
イ
レ

ラ
ッ
プ
ポ
ン
W
T-
4

(
S)
バ
ッ
テ
リ
ー
付

基
10

10
1
0

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー

(シ
ン
グ
ル
)

6
ロ
ー
ル
(1
30
m)

×
8
パ
ッ
ク
/
箱

ﾛｰ
ﾙ

96
9
6

96
48
0

5
28

4
8

4
8

2
88

1
,6
80

3,
36
0

サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス

ク

2,
00
0
枚
入
・

2,
40
0
枚
入
・
箱

枚
2
,0
00

2,
00
0
2,
00
0
2
,0
00

2
,0
00

2,
00
0
2
,0
00

2,
00
0

2
0,
00
0

2,
40
0

2,
00
0

4
0,
40
0

11
5,
60
0

軍
手

双
20
0

2
00

6,
00
0

ビ
ニ
ー
ル
手
袋

10
0
枚
入
/箱

箱
0

2
8

ご
み
袋

M，
L
各
5
00
枚

枚
1
,0
00

1,
00
0
1,
00
0
1
,0
00

1
,0
00

1,
00
0
1
,0
00

1,
00
0

1
,0
00

1,
00
0

1
0,
00
0

3
9,
00
0

救 急 医 薬 品 等

救
急
箱

応
急
医
療
品

箱
2

2
2

6
6
6

簡
易
医
療
セ
ッ
ト

箱
0

2
9

非
接
触
体
温
計

個
0

14
5

三
角
巾

枚
1
60

16
0

1
60

1
60

16
0

1
60

16
0

1
60

16
0

1
,4
40

6,
24
0

フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド

個
0

14
0

担
架

台
1

1
1

1
1

1
1

1
8

3
8

エ
ア
ス
ト
レ
ッ
チ

ャ
ー

台
2

2
4

車
い
す

台
1

1
1

1
1

1
1

1
1

9
3
8

救
護
マ
ッ
ト

10
枚
/
箱

枚
0

27
0

テ
ン
ト

3.
0m
×
6.
0ｍ

張
3

3
1
2

ク
イ
ッ
テ
ン
ト

ワ
ン
タ
ッ
チ

張
9

9
9

遺
体
収
容
袋

セ
ッ
ト

30
30

3
0

分
娩
キ
ッ
ト

セ
ッ
ト

2
2

4
4

手
指
消
毒
液
(
ア
ル

コ
ー
ル
ジ
ェ
ル
)

1Ｌ
×
1
0
本
/
箱

本
0

22
0
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種 別
品 名

規 格
単 位

緑  丘 防 災 備 蓄 倉 庫

仙 川 防 災 備 蓄 倉 庫

佐 須 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 防 災 備 蓄 倉 庫

調 布 ヶ 丘 防 災 備 蓄 倉 庫

多 摩 川 防 災 備 蓄 倉 庫

上 石 原 防 災 備 蓄 倉 庫

富 士 見 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 北 町 防 災 倉 庫

大
型
倉
庫

都 立 調 布 南 高 等 学 校

都 立 調 布 北 高 等 学 校

都 立 神 代 高 等 学 校

都 立 調 布 特 別 支 援 学 校

桐 朋 学 園

文 化 会 館     

民
間
協
定
団
体

避 難 所 以 外  場 所 計

避 難 所  避 難 所 以 外  

場 所  総 計

染 地 防 災 倉 庫

大 町 防 災 倉 庫

小 島 町 防 災 倉 庫

富 士 見 資 機 材 倉 庫

特 別 養 護 老 人  ー  

 ょ    里

特 別 養 護 老 人  ー  

   園

至 誠  ー  

調 布 若 葉      ー

特 別 養 護 老 人  ー  

    国 領

旭 出 調 布 福 祉 作 業 所

特 別 養 護 老 人  ー  

    深 大 寺

特 別 養 護 老 人  ー  

爽 爽 荘

特 別 養 護 老 人  ー  

仙 川    園

自 立 支 援 教 室       

調 布 調 布 教 室

自 立 支 援 教 室       

調 布 柴 崎 駅 前 教 室

日 本 郵 船 株 式 会 社

飛 田 給 体 育 場

消
毒
・
除
菌
液

50
0m
l×
6
本
/
箱

本
0

4
2

要 支 援 者 関 係 品

筆
談
器

個
3

3
9
0

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対

策
用
ビ
ブ
ス

オ
レ
ン
ジ

枚
1

1
28
1

支
援
者
ビ
ブ
ス

ピ
ン
ク

枚
1

1
3
0

障
害
者
用
ビ
ブ
ス

黄
色

枚
2

2
5
3

要
配
慮
者
・
支
援

者
テ
ー
プ

黄
色
・
ピ
ン
ク

組
1

1
3
0

小 型 備 蓄 資 材

乾
電
池

単
1
10
本
/箱
,
4

本
/パ
ッ
ク

本
20

2
0

20
2
0

2
0

20
20

2
0

41
0

6
0

6
30

2,
70
6

単
2
10
本
/箱
,
4

本
/パ
ッ
ク

本
20

2
0

20
2
0

2
0

20
20

2
0

34
0

6
0

5
60

2,
63
6

単
3
40
本
/箱
,
2
0

本
/パ
ッ
ク

本
1
20

12
0

12
0

1
20

1
20

12
0

1
20

12
0

2,
04
0

36
0

3
,3
60

1
4,
92
0

ラ
ジ
オ
付
ラ
イ
ト

個
5

5
5

5
5

5
5

5
5

2
2

2
2

2
55

20
2

懐
中
電
灯

個
2

2
2

2
2

2
2

2
2

18
9
3

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
メ

ガ
ホ
ン

個
1

1
1

1
1

1
1

1
1

9
3
9

伝
言
シ
ー
ト

巻
1

1
3
0

養
生
テ
ー
プ

25
m

巻
3
0

30
90
0

サ
ラ
ン
ラ
ッ
プ

本
38

38
47
3

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト

3.
6ｍ
×
5
.4
ｍ

（
10
枚
/
1
包
）

枚
10
0

10
0

1
00

1
00

10
0

1
00

6
0

20
0

2
00

80
0

10
0

1
,9
60

5,
09
5

1.
8ｍ
×
1
.8
ｍ

（
50
枚
/
1
包
）

枚
20
0

2
00

2
00

20
0

2
00

5
00

4
,0
90

17
5

5
,7
65

6,
46
5

備 蓄 資 機 材 ほ か

ろ
水
機

DC
F-
1H
L

台
29

29
2
9

ろ
水
機
用
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
水

本
29

29
2
9

予
備
浄
水
カ
ー
ト

リ
ッ
ジ

4
本
/1
セ
ッ
ト

セ
ッ
ト

98
98

9
8

ロ
ン
テ
ナ
-
(1
0L
）

40
個
入
・
5
0
個

入
・
10
0
個
入
/箱

個
24
0

2
40

24
0

34
0

2
40

2
40

14
0

3
90

20
0

2
,2
70

8,
99
0

組
立
水
槽

器
2

2
3
1

ミ
ズ
コ
ン
(
応
急
給

水
シ
ス
テ
ム
)

台
1

1
3
3

東
京
都

応
急
給
水

シ
ス
テ
ム

応
急
給
水
栓
用

(黄
色
バ
ッ
グ
)

セ
ッ
ト

1
1

2
3
0

消
火
栓
用

（
青
色
バ
ッ
グ
）

セ
ッ
ト

0
2
6

発
電
機

ガ
ソ
リ
ン
対
応

台
2

1
3

3
2

プ
ロ
パ
ン
・
カ
セ

ッ
ト
ガ
ス
対
応

台
0

3

ガ
ソ
リ
ン
・
低
圧

LP
ガ
ス
対
応

台
0

1
5

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
発

電
機

台
2

1
3

1
2

第
１
部 

震
災
編
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種 別
品 名

規 格
単 位

緑  丘 防 災 備 蓄 倉 庫

仙 川 防 災 備 蓄 倉 庫

佐 須 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 防 災 備 蓄 倉 庫

調 布 ヶ 丘 防 災 備 蓄 倉 庫

多 摩 川 防 災 備 蓄 倉 庫

上 石 原 防 災 備 蓄 倉 庫

富 士 見 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 北 町 防 災 倉 庫

大
型
倉
庫

都 立 調 布 南 高 等 学 校

都 立 調 布 北 高 等 学 校

都 立 神 代 高 等 学 校

都 立 調 布 特 別 支 援 学 校

桐 朋 学 園

文 化 会 館     

民
間
協
定
団
体

避 難 所 以 外  場 所 計

避 難 所  避 難 所 以 外  

場 所  総 計

染 地 防 災 倉 庫

大 町 防 災 倉 庫

小 島 町 防 災 倉 庫

富 士 見 資 機 材 倉 庫

特 別 養 護 老 人  ー  

 ょ    里

特 別 養 護 老 人  ー  

   園

至 誠  ー  

調 布 若 葉      ー

特 別 養 護 老 人  ー  

    国 領

旭 出 調 布 福 祉 作 業 所

特 別 養 護 老 人  ー  

    深 大 寺

特 別 養 護 老 人  ー  

爽 爽 荘

特 別 養 護 老 人  ー  

仙 川    園

自 立 支 援 教 室       

調 布 調 布 教 室

自 立 支 援 教 室       

調 布 柴 崎 駅 前 教 室

日 本 郵 船 株 式 会 社

飛 田 給 体 育 場

ガ
ソ
リ
ン
缶
詰

1L
×
4
缶
／
箱

缶
8

8
16

24
8

ガ
ソ
リ
ン
携
行
缶

緑
色
缶

缶
1

1
2

3
1

赤
色
缶

缶
1

1
1

1
1

5
6

灯
油
用
携
行
缶

缶
1

1
2
3

投
光
器
(
ラ
ン
プ
)

※
コ
ン
セ
ン
ト
取
付

使
用

個
1
7

3
3

23
10
7

LE
D
投
光
器

(充
電
式
)

基
12

1
13

4
1

LE
D
投
光
器

(円
柱
・
バ
ル
ー
ン

型
)

※
発
電
機
必
要

基
8

8
8

LE
D
ス
タ
ン
ド
ラ
イ

ト
(充
電
式
)

※
充
電
式

台
3

3
6

8
1

LE
D
パ
イ
プ
ラ
イ
ト

40
W
相
当

本
2

2
5
2

簡
易
ラ
イ
ト
(
ル
ミ

カ
ラ
イ
ト
)

赤
・
白
・
黄
各

20
本
/
箱

本
1
80

3
60

5
40

5,
58
0

ク
イ
ッ
ク
パ
ー
テ

ィ
シ
ョ
ン

21
0c
m×
2
10
cm
×

18
0c
m

張
1

1
2
9

石
油
ス
ト
ー
ブ

乾
電
池
使
用
タ
イ

プ
台

2
1

3
3
1

電
源
使
用
タ
イ
プ

台
4

2
6

6
2

ス
ト
ー
ブ
用
接
触
防

止
柵

個
6

1
7

9
1

大
型
扇
風
機

台
4

4
8

12
0

移
動
式
炊
飯
器

台
2

2
2

炊
出
し
釜

大
個

6
6

8

中
個

2
4

6
2
0

小
個

2
2

6

固
形
燃
料

個
3
12

33
6

3
00

3
72

34
8

1
20

39
6

2
40

2
,4
24

1
2,
05
7

マ
ッ
チ
付
ロ
ー
ソ

ク
本

3
00

30
0

30
0

4
00

1
,2
00

30
0

4
00

3
60

3
,5
60

1
2,
80
0

コ
ー
ド
リ
ー
ル

台
2

2
4

6
9

工
具
類

(セ
ッ
ト
)

ス
コ
ッ
プ
(剣
)
・

バ
ー
ル
各
2
,
つ
る

は
し
・
番
線
カ
ッ

タ
ー
・
の
こ
ぎ
り

各
1

セ
ッ
ト

1
1

1
1

1
1

1
1

1
9

3
8

ジ
ャ
ッ
キ

台
1

1
3
0

大
バ
ー
ル

本
1

1
2

3
2

救
助
用
ロ
ー
プ

長
さ
不
明

本
1

1
1

1
1

1
1

2
9

6
9

脚
立

個
2

1
3

3
2

組
立
式
リ
ヤ
カ
ー

個
1

1
3
0

流
水
タ
ン
ク
用
手
動

ポ
ン
プ

台
0

5
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種 別
品 名

規 格
単 位

緑  丘 防 災 備 蓄 倉 庫

仙 川 防 災 備 蓄 倉 庫

佐 須 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 防 災 備 蓄 倉 庫

調 布 ヶ 丘 防 災 備 蓄 倉 庫

多 摩 川 防 災 備 蓄 倉 庫

上 石 原 防 災 備 蓄 倉 庫

富 士 見 防 災 備 蓄 倉 庫

深 大 寺 北 町 防 災 倉 庫

大
型
倉
庫

都 立 調 布 南 高 等 学 校

都 立 調 布 北 高 等 学 校

都 立 神 代 高 等 学 校

都 立 調 布 特 別 支 援 学 校

桐 朋 学 園

文 化 会 館     

民
間
協
定
団
体

避 難 所 以 外  場 所 計

避 難 所  避 難 所 以 外  

場 所  総 計

染 地 防 災 倉 庫

大 町 防 災 倉 庫

小 島 町 防 災 倉 庫

富 士 見 資 機 材 倉 庫

特 別 養 護 老 人  ー  

 ょ    里

特 別 養 護 老 人  ー  

   園

至 誠  ー  

調 布 若 葉      ー

特 別 養 護 老 人  ー  

    国 領

旭 出 調 布 福 祉 作 業 所

特 別 養 護 老 人  ー  

    深 大 寺

特 別 養 護 老 人  ー  

爽 爽 荘

特 別 養 護 老 人  ー  

仙 川    園

自 立 支 援 教 室       

調 布 調 布 教 室

自 立 支 援 教 室       

調 布 柴 崎 駅 前 教 室

日 本 郵 船 株 式 会 社

飛 田 給 体 育 場

ヘ
ル
メ
ッ
ト

個
10

10
1
0

1
0

10
10

2
0

5
85

23
0

初
動
要
員
用
ベ
ス

ト
着

5
5

15
0

初
動
要
員
用
安
全

靴
(ス
ニ
ー
カ
ー
タ

イ
プ
)

26
.0
cm

足
0

8
7

27
.0
cm

足
0

5
8

LE
D
照
明

庫
内
照
明
用

個
3

3
9
6

バ
ケ
ツ

個
20

2
0

40
34
0

土
の
う
袋

10
袋
/
パ
ッ
ク

袋
7
,5
00

7
,5
00

7,
50
0

水
土
の
う
袋

10
袋
/
パ
ッ
ク

袋
11
,0
00

1
1,
00
0

1
1,
00
0

簡
易
テ
ン
ト
・
簡
易

ベ
ッ
ド

セ
ッ
ト

0
8
7

段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ト
，

パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

セ
ッ
ト

5
1

6
6

カ
ー
ペ
ッ
ト
マ
ッ
ト

【
東
京
都
寄
託
品
】

10
枚
/
箱

(一
部
5
枚
/
箱
)

枚
47
5

4
75

47
5

ビ
ニ
ー
ル
ゴ
ザ

【
東
京
都
寄
託
品
】

20
枚
/
箱

枚
50
0

5
00

50
0

毛
布

【
東
京
都
寄
託
品
】

10
枚
/
箱

枚
40

40
4
0

第
１
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震
災
編
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55
77
各各
部部
車車
両両
所所
要要
数数
量量
一一
覧覧
表表

（
本
文
3
9
8
，
6
7
5
頁
）

部
名

市
保
有
数
量

調
達
車
両

所
要
数
量

備
考

乗
用
車

貨
物
自
動
車

軽 貨 物

特 殊

乗 用 車

貨
物
自
動
車

特 殊

乗 用 車

貨
物
自
動
車

軽 貨 物

特 殊
普
通

小
型

普
通

小
型

普
通

小
型

行
政
経
営
部

軽
乗
用

1
1

総
務
部

普
通
乗
用

3

3
1
8

1
乗
用
車
の
う
ち
P
H
V
車
1
台

小
型
乗
用

1

軽
乗
用

6

市
民
部

小
型
乗
用

2
1

軽
乗
用

4

生
活
文
化
ス

ポ
ー
ツ
部

小
型
乗
用

2
1

軽
乗
用

4

子
ど
も
生
活
部

小
型
乗
用

5
1

1
2

軽
乗
用

1

福
祉
健
康
部

小
型
乗
用

2
2

原
付
1
台
除
く

軽
乗
用

7

環
境
部

普
通
乗
用

2
4

1
4

7
9

1
2

3
下
水
道
課
所
管
4
台
除
く

乗
用
車
の
う
ち
P
H
V
車
1
台

都
市
整
備
部

小
型
乗
用

2
1

2
3

3
軽
乗
用
の
う
ち
E
V
車
1
台

軽
乗
用

7

教
育
部

普
通
乗
用

2

1
4

原
付
1
台
除
く

小
型
乗
用

1

軽
乗
用

1

計

普
通
乗
用

7

5
1
8

2
2

3
2

1
2

4
小
型
乗
用

1
5

軽
乗
用

3
1

※
P
H
V
車
に
つ
い
て
は
非
常
用
電
源
対
応
可
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5588 輸輸送送記記録録簿簿

（本文398，675頁）

年月日 目 的

輸送区間 使用車両

輸送担当者 金 額 備 考

区間 距離 種類 台数

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

注 １ 救助事務と本部事務と区分して作成する。

２ 目的欄は，救助の種類又は用途を記入する。

３ 市の車両については，輸送担当者欄に車両番号で記入する。

４ 使用車両は，有無償を問わず記入し，借上料は金額欄に記入する。

第
１
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震
災
編
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5599 燃燃料料及及びび消消耗耗品品受受払払簿簿

（本文398，675頁）

品名
単位

呼称

年 月 日 摘 要 受払 残 備 考

計

注 １ 救助事務と本部事務と区分し，使用車両分をまとめて作成する。

２ 摘要欄は，購入先又は受入れ先及び払出し先（車両）を記入する。車両名は，輸送記録簿に準

ずる。

３ 備考欄は，購入金額及びその内訳を記入する。

４ 品名ごとに作成する。
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6600 修修繕繕費費支支払払簿簿

（本文398，675頁）

年月日 目的
故障

年月日
故障場所

故障車両 故障の

概 要

修繕

年月日
修繕料 備 考

番号 所有者

注 １ 救助事務と本部事務と区分して作成する。

２ 目的欄は，輸送記録簿に準ずる。

３ 故障の概要は，故障の経過，原因及び故障箇所を記入する。

第
１
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震
災
編
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6611 車車両両，，舟舟艇艇調調達達請請求求書書

（本文398，675頁）

（注） 目的が終了した時は，請求者は総務部（管財班）へ直ちに終了時間等について連絡すること。

車 両，舟艇調達請求書

年 月 日

請求者所属職氏名印

使 用 日 時
自 時 分

月 日
至 時 分

使 用 目 的
応急対策用

待 機 用

引 渡 場 所

車（舟）種及び数量

摘 要

○ ○ 部 総 務 部

課 長 部 長 課 長 部 長
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6622 緊緊急急通通行行車車両両等等のの種種類類

（本文398，675頁）

１ 地震予知情報の伝達，気象警報等の発表及び伝達ならびに避難指示等に使用されるもの

２ 消防，水防その他応急措置に使用されるもの

３ 被災者の救護，救助その他の保護に使用されるもの

４ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育に使用されるもの

５ 施設及び設備の点検，応急復旧に使用されるもの

６ 清掃，防疫その他保健衛生に使用されるもの

７ 犯罪の予防，交通の規制その他災害における社会秩序の維持に使用されるもの

８ 緊急輸送の確保に使用されるもの

９ 震災発生時における食料，医薬品その他物資の確保，清掃，防疫その他保健衛生に関す

る措置，その他応急措置を実施するため，必要な体制の整備に使用されるもの

10 災害時等における報道要請に関する協定を締結した新聞社及び通信社の緊急取材に使

用されるもの

11 その他災害発生の防御または拡大の防止ならびに軽減を図るための措置に使用される

もの

12 指定行政機関等との契約により常時震災対策活動専門に使用するもの

第
１
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震
災
編
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6633 炊炊出出しし給給与与簿簿

（本文401頁）

炊 出 し 給 与 簿

炊出し場名 責任者名

給食年月日
給 食 数 実 施 場 所 給 食 内 容 備 考

年月日 区分

朝

昼

夕

朝

昼

夕

朝

昼

夕

朝

昼

夕

注 １ 炊出しを実施した直後の責任者ごとに作成する。

２ 実施場所欄は，実際に炊出しその他による食品の給与を実施した場所を記入する。

３ 給食内容欄は，献立を記入する。
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6644 放放射射性性物物質質等等関関係係施施設設一一覧覧表表

（本文417頁）

事 業 所 名 所 在 地

鹿島建設技術研究所 飛田給２－29－１

㈱サンコー調布研究所 多摩川１－４

日本消防検定協会 深大寺東町４－35

㈱アドバンス生命開発 下石原１－35

和光堂研究開発部 若葉町２－２

第
１
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6655 罹罹災災証証明明書書

（本文441，699頁）

（整理番号）

罹 災 証 明 書

世帯主住所

世帯主氏名

（追加記載事項欄①）

罹災原因 年 月 日の による

被災住家※の

所在地

住家※の被害

の程度

□全壊 □大規模半壊 □中規模半壊

□半壊 □準半壊 □準半壊に至らない（一部損壊）

（追加記載事項欄②）

※住家とは，現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために

使用している建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象と

なる住家）

（追加記載事項欄③）

上記のとおり，相違ないことを証明します。

年 月 日

調布市長
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（整理番号）

罹 災 証 明 書（記載例）

世帯主住所 東京都調布市○丁目○番○号

世帯主氏名 ○山 ○男

世帯構成員

氏名 続柄 年齢

○山 ○男 世帯主 ○○

○山 ○子 妻 ○○

○山 ○朗 子 ○○

罹災原因 ○○年○○月○○日の ○○豪雨 による

被災住家※の

所在地
東京都調布市○丁目○番○号

住家※の被害

の程度

□全壊 □大規模半壊 □中規模半壊

☑半壊 □準半壊 □準半壊に至らない（一部損壊）

浸水区分 床上浸水

※住家とは，現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために

使用している建物のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象と

なる住家）

住家以外の被害 土地の一部流出，車１台浸水

上記のとおり，相違ないことを証明します。

年 月 日

調布市長

第
１
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【留意事項】

○必須記載事項の配置順及び記載内容について

・必須記載事項（太枠部分）については幅の変更は可能ですが，配置順及び記載内容については

変更しないようにしてください。

（具体例）

✓追加記載事項欄に記載事項を追加する際，幅が狭くなるため，必須記載事項欄の幅を狭くする

・「住家の被害の程度」については，「□全壊」等と記載し☑する方式としていますが，差し込み

印刷等により，罹災証明書の迅速な交付に資する場合には，該当する被害の程度を記載する形

式（ただし，同じ表記を使用）でも構いません。

・なお，動産の被害の程度等のみを記載し，住家の被害の程度を記載しない証明書は，災害対策

基本法第90条の2第１項に規定する罹災証明書ではないため，当該統一様式とする必要はあり

ませんが，法定の罹災証明書と区別するため，「罹災証明書」の名称は使わず，別の名称

（「被災証明書」等）とすることが望ましいと考えます。

○追加記載事項欄について

・必須記載事項以外の項目で，各自治体による独自支援策等のために記載すべき事項について

は，事前に必要な項目を定め，追加記載事項欄に記載するようにしてください。なお，「追加

記載事項欄①」については被災世帯又は申請者に関連する事項を，「追加記載事項欄②」につ

いては被災住家に関連する事項を，「追加記載事項欄③」については「追加記載事項欄①」及

び「追加記載事項欄②」以外の事項を記載するようにしてください。必要に応じて複数の行を

設けることも可能です。

（具体例）

✓「追加記載事項欄①」：世帯主関係の追加事項として，世帯人員，世帯主以外の申請者の情報

※なお，被災住家に居住実態があれば，世帯主以外でも罹災証明書の申請は可能であり，そ

の場合には，証明を必要とする者の氏名をこの欄に記載することとしてください。

✓「追加記載事項欄②」：被災の程度の追加事項として，床上・床下浸水等の情報

✓「追加記載事項欄③」：住家以外の建物や動産の被害の状況，罹災証明書の使用目的

（参考）再調査について

・住家の被害の程度について，再調査を依頼することが可能であることを被災住民に十分に周知

することがきわめて重要です。本統一様式では再調査を依頼することが可能である旨を記載す

ることとしてはいませんが，発災時には再調査の周知が課題となるケースも多いため，「令和

２年度における被災者支援の適切な実施について」（令和２年４月23日府政防第867号）や

「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」（令和２年３月内閣府（防災担当））等を

参考に周知に努めて頂きますようお願い致します。

出典：罹災証明書の様式の統一化について（内閣府，府政防第 1747号，令和２年 12月４日）

※ 調布消防署長が発行する火災による罹災証明書の様式は，東京消防庁が定める。
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6666 応応急急仮仮設設住住宅宅入入居居者者台台帳帳

（本文458頁）

応急仮設

住宅番号
住 所 世帯主氏名 家族数 入居年月日 敷地区分 摘 要

注 １ 設置場所を明らかにした図面を添付する。

２ 住所欄は，罹災前の住所を記入する。

３ 敷地区分欄は，公私有別，有無償を明らかにし，有償の場合は，借地料も記入する。

第
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6677 義義捐捐金金品品受受領領書書

（本文463頁）

係 係 長 課 長 部 長

義 捐 金 品 受 領 書

千 百 十 万 千 百 十 円

品 名 数 量 摘 要

上記のもの確かに受領いたしました。

年 月 日

住 所

氏 名 様

調布市災害対策本部長

調布市長           ㊞ 
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66
88
南南
海海
トト
ララ
フフ
巨巨
大大
地地
震震
のの
震震
度度
分分
布布
図図

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
（
Ｍ
9
.0
）
東
側
ケ
ー
ス
（
単
独
）
の
地
表
震
度
分
布
図
（
区
部
・
多
摩
）

（
本
文
4
9
1
頁
）

（
出
典
：
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
等
に
よ
る
東
京
の
被
害
想
定
（
平
成
2
5
年
5
月
1
4
日
公
表
））
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南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
（
Ｍ
9
.0
）
東
側
ケ
ー
ス
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7700 浸浸水水想想定定区区域域内内のの要要配配慮慮者者施施設設一一覧覧

（本文562頁）

No. 施設名 住所 電話番号

1 グリーンデイ飛田給 飛田給２－１３－４ ヴィラ花菱１階 042-444-8410

2 飛田給小学校 飛田給３－２９－１ 042-487-2815

3 飛田給小学校ユーフォー 飛田給３－２９－１ 042-487-2817

4 特別養護老人ホーム 爽爽荘 飛田給３－３７－１ 042-480-3011

5 さわやかサービスセンター 飛田給３－３７－１ 042-480-3011

6 発達支援つむぎ 調布ルーム 上石原１－３９－１ Soshite２階 042-444-5934

7 SOMPO ケアラヴィーレ調布 上石原１－８－８ 042-485-6541

8 第三小学校 上石原２－１９－１３ 042-485-1251

9 上石原保育園 上石原２－８－３ 042-484-0234

10 調布寮・第二調布寮 上石原３－１５－１１ 03-6794-4111

11 風の音 上石原３－１６－６ 042-233-2366

12 ヒューマンアカデミー上石原保育園 上石原３－２１－３ 042-480-8181

13 西部児童館 上石原３－２１－６ 042-484-0313

14 第五中学校 上石原３－２７－１ 042-484-1311

15 青木病院内 保育室 上石原３－３３－１７ 042-483-1355

16 老健 グリーンガーデン青樹 上石原３－３３－１７ 042-483-1050

17 青木病院 上石原３－３３－１７ 042-483-1355

18 宮の下保育園 上石原３－３４－１０ 042-486-5682

19 地域包括支援センター せいじゅ 上石原３－５４－２ 042-483-1358

20 爽々苑 上石原３－７－８ 042-480-8294

21 城山保育園上石原保育園 上石原３－８－１０ 042-490-2031

22 リハビリデイサービス nagomi 西調布店 下石原２－２０－２ 042-444-4878

23 ATLIFE 調布Ⅱ 下石原３－３９－３ 042-430-4004

24 特別養護老人ホーム ちょうふ花園 下石原３－４４－１ 042-484-2002

25 デイサービスセンターちょうふ花園 下石原３－４４－１ 042-484-2002

26 老健 フロリール調布 下石原３－４５－１ 042-484-2627

27 マルガリタ幼稚園 下石原３－５５－２ 042-482-8056

28 あむハウス調布２号館 下石原３－６０－２ 03-6304-3090

29 やよい館 下石原３－６２－３ 042-486-9129

30 皐月保育園 小島町２－２０－３ 042-482-2323

31 富士見台小学校 小島町３－２０－１ 042-481-7640

32 旭出調布福祉作業所 小島町３－２６－１ 042-485-5885

33 双葉保育園 小島町３－２８－１ 042-485-6651

34 ふじみだい学童クラブ 小島町３－３２－１０ 042-442-8825

35 らぷらんど調布
小島町３－３３－１

清涼館１０２・２０２
042-452-8955

36 みずべの保育園 小島町３－４９－１６ 042-444-8901

37 くすのきりん 小島町３－８２－８ モンレーブ・ナカ 042-486-9129
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No. 施設名 住所 電話番号

38 シルバー人材センター 小島町３－８７－４ 042-487-9375

39
通所運動療育障がい児リハビリセンタ

ー調布
小島町３－８８－２ 042-426-7062

40 デイサービス 調 布田５－４３－１８ 042-444-4531

41 調布市こころの健康支援センター 布田５－４６－１ 042-490-8166

42 布田老人憩の家 布田５－５０－１ 042-481-7666

43
医療法人社団心身会複合介護施設愉楽

デイサービスセンターゆらく
布田６－５１－１ １Ｆ 042-442-9151

44 シルバーピア国領 国領町３－８－１ 042-481-7150

45 国領高齢者在宅サービスセンター 国領町３－８－１ 042-481-7711

46 東京 YWCA まきば保育園 国領町７－１１－１ 042-483-5208

47 ココファン・ナーサリー国領 国領町７－１７－３ 042-490-3230

48 トモシアデイサービス国領 国領町７－２７－３ 杉崎ビル１Ｆ 042-480-5037

49 愛の家グループホーム調布国領町 国領町７－５７－１ 042-443-7270

50 みゆき保育園 国領町８－１－３５ ６号棟 042-488-8860

51 ときわぎ国領保育園 国領町８－２－６５ 03-5438-2115

52 短期入所生活介護 ときわぎ国領 国領町８－２－６５ 03-5438-1221

53
老人デイサービスセンター ときわぎ

国領
国領町８－２－６５ 050-5540-0862

54 ショートステイかしわ園 国領町８－４－６ 042-485-2002

55 サン・ラポール調布 国領町８－９－３ 03-3488-5411

56 布田小学校学童クラブ 染地１－１－１００ 042-481-7400

57 シルバーピア調布染地 染地１－１－２ 042-481-7150

58 ふみ月チャレンジ染地 染地１－１７－１５ 042-486-9901

59 布田小学校ユーフォー 染地１－１－８５ 042-481-4231

60 布田小学校 染地１－１－８５ 042-481-7652

61 杉森小学校ユーフォー 染地２－２５－４ 042-485-1381

62 杉森小学校 染地２－２５－４ 042-485-1267

63 ぎんのいずみ子ども園 染地２－２７－１ 042-480-8696

64 パンプキン 染地２－２７－６ 042-444-7325

65 老健 いなほ 染地２－３４－２１ 042-443-0502

66 染地児童館 染地２－４１－１２ 042-485-3102

67 調布ケアーズ 染地２－８－３ 042-452-8005

68 有料老人ホーム 調布ガーデン 染地２－８－３ 042-452-8005

69 レオ保育園 調布市染地２－８－３０ 042-488-4127

70 染地幼稚園 染地３－１（多摩川住宅ホ号棟） 042-483-9356

71 調布多摩川幼稚園 染地３－１－２９(多摩川住宅ハ号棟） 042-483-4666

72 染地小学校学童クラブ 染地３－１－８１ 042-444-1936

73 染地小学校ユーフォー 染地３－１－８１ 042-485-1317

74 染地小学校内 ふれあい給食室 染地３－１－８１ 042-481-5322

75 染地小学校 染地３－１－８１ 042-485-1285
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No. 施設名 住所 電話番号

76
就労継続支援Ｂ型事業所ファーストス

テップ
染地３－１－９４６ 042-426-4223

77 第三中学校 染地３－２－７ 042-482-0293

78 わかば事業所 染地３－８－２６ 042-486-3174

79 有料老人ホーム イリーゼ調布 多摩川１－１３－１ 042-443-0461

80 調布なないろ保育園 多摩川１－１５－２ 042-444-3900

81 なないろ第１・第２学童クラブ 多摩川１－１５－２ 042-442-4733

82 リハビリデイ・すまいるウォーク
多摩川１－３３－５

サンプラザ昭和１Ｆ－Ｂ号室
042-426-8246

83
有料老人ホーム そんぽの家調布多摩

川
多摩川３－１７－１ 042-440-2101

84 サ高住 そんぽの家 S調布多摩川 多摩川３－１７－２ 042-490-5051

85 多摩川小学校学童クラブ 多摩川３－２１－１ 042-481-7025

86 多摩川小学校ユーフォー 多摩川３－２１－１ 042-481-9915

87 多摩川小学校 多摩川３－２１－１ 042-481-7648

88 あむハウス調布１号館 多摩川３－５９－５ 03-6304-3090

89
ヒューマンアカデミー調布多摩川保育

園
多摩川３－８－２ 042-480-8081

90 京王キッズプラッツ多摩川 多摩川４－３９－１ 042-490-5550

91 多摩川児童館 多摩川５－１－２ 042-481-7680

92 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 調布多摩川 多摩川５－１４－１ 高井ビル１Ｆ 042-444-0752

93 ふみ月チャレンジたま川 多摩川５－２４－１８ 042-446-0633

94 カフェ大好き
多摩川５－７－４

京王多摩川８８ビル１Ｆ
042-481-3933

95 アーリーバード
多摩川５－７－４

京王多摩川８８ビル２Ｆ
042-446-2550

96 都立調布南高等学校 多摩川６－２－１ 042-483-0765

97 粋交舎 3 菊野台１－２４－３８ 042-443-0915

98 粋交舎 4 菊野台１－２４－４ 042-443-0915

99 菊野台かしのみ保育園 菊野台１－３４－１８ 042-444-1467

100
コミュニティーハウスとみざわデイサ

ービスセンター
菊野台１－４８－３ 042-443-4033

101 地域包括支援センター 至誠しばさき 菊野台１－５２－４ 042-488-1300

102 アーリーバード柴崎 菊野台１－５２－４ 三高家ビル２Ａ 042-499-6030

103 レコードブック調布柴崎 菊野台１－５４－２ 042-444-1500

104 パイオニアキッズ柴崎園 菊野台２－２３－５ ２階 042-444-8690

105 木下の保育園 柴崎 菊野台２－４４－２３ １階 042-480-4495

106 ツクイ調布菊野台 菊野台２－４５－４ 042-443-6520

107 パイオニアキッズ菊野台園 菊野台３－２６－１７ 042-488-0533

108 調布市適応指導教室 太陽の子 菊野台３－２７－４５ 042-481-7520

109 グランダ深大寺 佐須町２－３０－３ 042-490-7021

110 オリンピア保育園 佐須町３－１－５ 042-482-4331

111 調布もみじの森保育園 佐須町４－１１－２ 042-426-7483
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No. 施設名 住所 電話番号

112 あいケアデイサービス 佐須町４－３－２ 042-443-7018

113 佐須児童館 佐須町４－４２－２ 042-481-0348

114 SOMPO ケア 調布柴崎 定期巡回
柴崎１－１５－６

カナメレジデンス３０３
042-443-0616

115 SOMPO ケア 調布柴崎 デイサービス
柴崎１－１５－６

カナメレジデンス１Ｆ
042-442-4773

116 にじいろ保育園柴崎 柴崎１－２－１ 042-426-9673

117 シルバーピア柴崎 柴崎１－４６－１ 042-481-4150

118 深大寺元町ちとせ保育園 深大寺元町１－１０－８ 042-444-3041

119 まどか深大寺 深大寺元町１－１２－２ 042-440-0071

120 柏野小学校 深大寺南町１－１－１ 042-488-2861

121 調和小学校 西つつじヶ丘４－２２－６ 042-485-4818

122 つつじがおか幼稚園 西つつじヶ丘４－２３ 042-482-1779

123 ブライト保育園調布仙川 仙川町３－１７－６ 03-3300-0190

124 といろ調布ヶ丘ルーム 調布ヶ丘３－１９－１２ 042-444-6959

125 GreenApple 調布ヶ丘 調布ヶ丘４－４１－２ マルワビル２Ｆ 042-444-4216

126 第 2 ポピーの家 八雲台２－１１－２４ 042-483-7090

127 第七中学校 八雲台２－１６－１ 042-487-4521

128 富士見町じゃんぷ 富士見町４－３０－２０ 042-444-3919

129 れいんぼー 富士見町４－３０－２０ 042-499-6777

130 緑ヶ丘保育園 緑ヶ丘２－２５ 03-3309-5605
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7711 土土砂砂災災害害警警戒戒区区域域内内のの要要配配慮慮者者施施設設一一覧覧

（本文562頁）

No. 施設名 住所 電話番号

1 神代中学校 佐須町５－26－１ 042-482-0171

2 仙川くぬぎ園 入間町２－28－33 03-5787-7668

3
ウエリスオリーブ成城学園前ケアレジ

デンス
入間町２－28－36 03-6811-6465

4 ウエリスオリーブ成城学園前 入間町２－28－36 03-6811-6465

5
入間町地域密着型認知症デイサービス

ぷちぽあん
入間町３－22－５ 03-3483-1681
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,0
9
9

○
○

1
1

北
ノ
台
小
学
校

深
大
寺
北
町
２
－
41
－
１

0
42
－
48
5－
12
9
1

3
,8
4
4

1
,9
2
2

3
04

6
77

3
,2
4
2

○
○

1
2

国
領
小
学
校

国
領
町
８
－
１
－
55

0
42
－
48
8－
05
5
1

4
,0
0
8

2
,0
0
4

4
20

1
,1
6
9

3
,3
4
3

○
○

1
3

調
布
中
学
校

富
士
見
町
４
－
1
7－
１

0
42
－
48
2－
02
7
5

5
,1
6
0

2
,5
8
0

5
24

2
,0
3
3

4
,3
1
8

○
○

1
4

神
代
中
学
校

佐
須
町
５
－
26
－
１

0
42
－
48
2－
01
7
1

6
,3
9
2

3
,1
9
6

7
75

2
,1
0
7

5
,3
5
5

○
○

1
5

第
六
中
学
校

国
領
町
３
－
８
－
23

0
42
－
48
5－
52
7
6

2
,3
2
4

1
,1
6
2

2
64

8
21

1
,9
4
7

○
○

1
6

第
八
中
学
校

仙
川
町
２
－
15
－
２

0
3－
33
0
9－
41
3
1

2
,5
4
0

1
,2
7
0

3
00

8
66

2
,1
1
6

○
○

○

1
7

文
化
会
館
た
づ
く
り

小
島
町
２
－
33
－
１

0
42
－
44
1－
61
1
1

1
,0
0
0

5
00

3
69

3
,9
1
6

-
○

1
8

グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル

小
島
町
２
－
47
－
１

0
42
－
48
1－
76
1
1

1
,5
0
0

7
50

7
42

7
,2
8
8

-
○

1
9

西
部
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

上
石
原
２
－
15
－
６

0
42
－
48
6－
16
0
0

5
5

5
5

5
5

4
53

-
○
※
５

○

2
0

深
大
寺
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

深
大
寺
北
町
２
－
40
－
１

0
42
－
48
0－
87
2
5

6
9

6
9

6
9

5
95

-
○
※
５

○

2
1

入
間
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

入
間
町
１
－
13
－
２

0
3－
33
0
9－
49
9
6

1
25

1
25

1
25

8
14

-
○
※
５

○

収
容
人
数
小
計

5
9,
5
81

2
9,
9
15

8
,1
4
2
2
7,
6
33

4
9,
0
13

2
2

（ 協 定 先 ）

Ｎ
Ｔ
Ｔ
中
央
研
修
セ
ン
タ

入
間
町
1
－
44

5
76

-
-

9
51

-
○

○
○

2
3

桐
朋
学
園

若
葉
町
1
－
41
－
1

1
,0
4
2

-
-

4
,5
1
6

-
○

○
○

2
4

武
蔵
野
の
森
総
合
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

西
町
2
90
－
11

2
20

-
-

1
,8
0
0

-
○

○

2
5

東
京
都
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
西
町
3
76
－
３

2
5

-
-

1
85

-
○

○

2
6

電
気
通
信
大
学

調
布
ケ
丘
１
－
５
-
１

3
92

-
-

6
48

-
○

○

収
容
人
数
小
計

2
,2
5
5

-
-

8
,1
0
0

-

合
計

6
1,
8
36

2
9,
9
15

8
,1
4
2
3
5,
7
33

4
9,
0
13
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№
区
分

避
難
場
所

住
所

電
話
番
号

収
容
人
員

面
積

（
ｍ
2
）

同
時
開
設

一
時

長
期

感
染
症

考
慮
時

2
7

福 祉 避 難 所 （ 公 共 施 設 ）

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
※
２
※
３

小
島
町
２
－
47
－
１

0
42
－
48
1－
76
1
3

4
96

2
48

6
7

5
,7
4
0

○

2
8

西
調
布
体
育
館
※
２

上
石
原
２
－
４
－
１

0
42
－
48
1－
24
0
0

6
24

3
46

9
5

5
78

○

2
9

西
部
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
※
２

上
石
原
２
－
15
－
６

0
42
－
48
6－
16
0
0

5
5

5
5

5
5

4
53

○

3
0

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
す
こ
や
か
※
２
※
４
国
領
町
３
－
１
－
38

コ
コ
ス
ク
エ
ア
２
階

0
42
－
48
1－
77
3
3

4
48

2
24

6
1

1
,5
0
0

○

3
1

金
子
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

西
つ
つ
じ
ケ
丘
４
－
43
－
３
0
42
－
48
5－
58
8
8

9
0

9
0

9
0

6
34

3
2

調
布
ケ
丘
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

調
布
ケ
丘
３
－
5
8－
２

0
42
－
48
7－
77
5
3

8
4

8
4

8
4

5
50

3
3

緑
ケ
丘
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

緑
ケ
丘
２
－
18
－
49

0
3－
33
2
6－
48
6
1

7
5

7
5

7
5

4
87

3
4

菊
野
台
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

菊
野
台
１
－
38
－
１

0
42
－
48
1－
56
4
1

6
9

6
9

6
9

5
67

3
5

富
士
見
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

富
士
見
町
４
－
1
5－
６

0
42
－
48
3－
96
5
2

6
2

6
2

6
2

4
99

3
6

入
間
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

入
間
町
１
－
13
－
２

0
3－
33
0
9－
49
9
6

1
25

1
25

1
25

8
14

3
7

深
大
寺
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

深
大
寺
北
町
２
－
40
－
１

0
42
－
48
0－
87
2
5

6
9

6
9

6
9

5
95

3
8

希
望
の
家

富
士
見
町
２
－
1
6－
33

0
42
－
48
1－
77
0
0

4
0

4
0

4
0

9
11

3
9

希
望
の
家
分
場

入
間
町
１
－
13
－
２

0
3－
33
0
5－
77
3
7

3
0

3
0

3
0

1
99

小
計

2
,2
6
7

1
,5
1
7

9
22

1
3,
5
27

4
0

（ 協 定 先 ）

東
京
都
立
調
布
特
別
支
援
学
校

調
布
ケ
丘
１
－
１
－
２

0
42
－
48
7－
72
2
1

3
0

-
-

4
55

4
1

調
布
福
祉
事
業
団
(
な
ご
み
・
そ
よ
か
ぜ
・

す
ま
い
る
・
ま
な
び
や
)

西
町
2
90
－
４

0
42
－
48
1－
74
9
3

2
04

-
-

5
72

4
2

ち
ょ
う
ふ
の
里

西
町
2
90
－
５

0
42
－
44
1－
66
5
0

1
62

-
-

5
36

4
3

調
布
ゆ
う
あ
い
福
祉
公
社

国
領
町
３
－
８
－
１

0
42
―
48
1―
77
1
1

5
7

-
-

8
29

小
計

4
53

-
-

2
,3
9
2

合
計

2
,7
2
0

1
,5
1
7

9
22

1
5,
9
19

（
注
）
状
況
に
よ
っ
て
は
開
設
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
協
定
施
設
は
一
時
収
容
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

※
1
富
士
見
台
小
学
校
は
浸
水
想
定
区
域
内
の
た
め
人
数
の
制
限
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
2
一
次
避
難
所
と
同
時
に
開
設
予
定
で
す
。
そ
の
他
の
福
祉
避
難
所
に
つ
い
て
は
，
状
況
に
応
じ
て
開
設
可
否
を
判
断
し
ま
す
。

※
3
主
に
体
の
不
自
由
な
方
を
受
入
れ
る
避
難
所
と
し
て
開
設
し
ま
す
。

※
4
主
に
乳
幼
児
や
妊
産
婦
を
受
入
れ
る
避
難
所
と
し
て
開
設
し
ま
す
。

※
5
福
祉
避
難
所
と
し
て
開
設
し
ま
す
。

第
２
部 

風
水
害
編
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7733 風風水水害害時時要要配配慮慮者者専専用用のの駐駐車車場場所所及及びび車車両両避避難難場場所所

風水害時要配慮者専用の駐車場所

避難所 最寄りの駐車場（所在） 台数 備考

調布中学校 調布中学校（富士見町４－17－１） 90

北ノ台小学校
神代植物公園ドッグラン隣

（深大寺北町２－２，２－５）
100

西調布体育館 西調布体育館（上石原２－４－１） 7

武蔵野の森総合

スポーツプラザ

武蔵野の森総合スポーツプラザ

（西町 290－11）
134 有料

東京都パラスポーツ

トレーニングセンター

味の素スタジアム本体下駐車場

（西町 376－３）
330 有料

味の素スタジアム北側駐車場

（西町 290－3）
440 有料

※避難所を開設した場合に駐車場の利用が可能になります。

風水害時の車両自体の避難（駐車）場所一覧

駐車場の名称（所在） 台数 備考

調布基地跡地運動広場（西町 290-3） 200

神代植物公園第一駐車場（深大寺北町 1-4） 288 有料

※備考欄「有料」は，駐車場の利用時間ごとに料金が発生します。
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7744 公公用用負負担担権権限限委委任任証証明明

（本文634頁）

第 号

公用負担権限委任証明

身 分 氏 名

上の者に○○区域における水防法第 28条第１項の権限行使を委任したことを証明する。

年 月 日

水 防 管 理 者

氏 名 印

（または消防機関の長）

第
２
部 

風
水
害
編
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7755 公公用用負負担担命命令令票票

（本文634頁）

第 号

公 用 負 担 命 令 票

住 所

負担者氏名

物 件 数 量 負担内容（使用，収用，処分等） 期 間 摘 要

水防法第28条の規定により上記物件を収用（使用または処分）する。

年 月 日

水 防 管 理 者 印

（または消防機関の長）

事 務 取 扱 者 印
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7766 水水防防活活動動報報告告表表

（本文635頁）

〈 速報版 〉 水水 防防 活活 動動 報報 告告 表表 都様式－１

水防管理団体・

建設事務所名
年 月 日 時 現在

担当部署

連絡先

部 課

係

Tel 報告者

Fax

水防活動実施箇所 左

川 岸 地先

右

地名・住所
区 市

町 村

活動日時 自 月 日 時 ～ 至 月 日 時

出動人員
職員 消防団 その他

人 人 人

水防活動の概況

および工法

工 法

延 長 ｍ

使

用

資

器

材

品名 単位 数量

水位の状況

水防関係者の

死傷状況

通

信

欄

注１．この報告書は水防活動箇所毎に作成すること。（内水に関する活動も含む）

注２．水防活動終了後３日以内に建設局河川部防災課にＦＡＸで提出すること。追って，図面および活

動状況を示す写真等を送付すること。

注３．俵，及び土砂を使用したときは，各々の数量を明記すること。

建設局河川部防災課 Tel 03－5320－5431

Fax 03－5388－1534

第
２
部 

風
水
害
編
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7777 被被害害報報告告書書

（本文635頁）

被被 害害 報報 告告 表表 都様式－２

建設事務所・区
市町村名

第 報
報 告 者 年 月 日 時 現在

調査率 ％ 気象コ－ド

担当部署 連絡先

異常気象名 災害発生年月日 自平成 年 月 日 ：至平成 年 月 日

気
象
デ

｜
タ

市町村名 連続雨量最大： 被災中心地：

連続雨量 mm 日 時～ 日 時 mm 日 時～ 日 時

最大日雨量 mm 日 時～ 日 時 mm 日 時～ 日 時

最大時間雨量 mm 日 時～ 日 時 mm 日 時～ 日 時

最大平均風速 m/秒 日 時 分～ 時 分 m/秒 日 時 分～ 時 分

その他

一

般
被
害

等

人 的 被 害 住 家 被 害

区 分 人数 市町村名 原 因
(がけ崩れ，転落

等)

区分 戸数 主な
市町村名

原 因
(破堤，溢水，内水

等)

死者 全壊

行方不明 半壊

負傷者 一部損壊

避難者 床上浸水

避難勧告 床下浸水

災害救助法適用市町村名(発令月日)

工種 都工事 市町村工事 計

箇所数 金額(千円) 箇所数 金額 (千円) 箇所数 金 額（千円）

河川

海岸(港湾に係るもの)

海岸（その他）

砂防設備

地すべり防止施設

急傾斜地崩壊防止施設

道路

橋梁

港湾

下水道

公園

計

道路
・
橋梁

を
除
く

主
な
施

設
被
害

区分
河川・海岸名等

被災位置
(市町村字
名)

被災延長
(m)

被害額
(千円)

応急工法の概要
(期 間)

被害状況等
(原因・状況等)

主
道

路
・
橋

梁
施
設

区分
路線名

被災位置
(市町村字名)

被災延長
(m)

被害額
(千円)

応急工法の概要
(期 間)

迂回路の有無 交通規制月日 被害状況等
(原因，状況，バス路
線，孤立集落の有無)

全 面

通行止

都管理国道 路線 箇所 市町村道 路線 箇所 一 部

通行規制

都管理国道 路線 箇所 市町村道 路線 箇所

都道府県道 路線 箇所 計 路線 箇所 都道府県道 路線 箇所 計 路線 箇所
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7788 災災害害報報告告書書

（本文635頁）

文 書 番 号

年 月 日

東 京 都 知 事 殿

(建 設 局 長)

市町村長 氏 名

(建設事務所)

災災 害害 報報 告告 書書

年 月 日までの（異常気象名）により公共土木施設に下記のとおり

災害が発生したので報告します。

記

１ 災害報告内容 ： 別添被害報告表のとおり

２ 災 害 箇 所 ： 別添案内図のとおり

３ 気 象 資 料 ： 別添気象資料のとおり

４ 災 害 状 況 ： 別添状況写真のとおり

連 絡 先

担当部署

ＴＥＬ

第
２
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